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はじめに 

  

世田谷みどり３３に向けて 
 
世田谷は、みどり豊かな住宅街というイメージが定着していますが、宅地化等の

進展により、かつてのみどり豊かな世田谷の風景が失われつつあります。貴重なみ

どりを守り、さらに増やしていくことが課題となっています。 

区では、みどりの現状と課題を踏まえ、区制１００周年となる２０３２年に区内

のみどり率＊３３％の達成をめざす「世田谷みどり３３」という目標を設定してい

ます。 

この計画に基づく施策のうち、とくに重要となるのが世田谷全体面積の約７割を占める民有地のみ

どりを守り、増やす取り組みです。世田谷のみどり豊かな環境を、より良いものにしていくため、区

民・事業者の皆様のご理解、ご協力をお願いいたします。 

＊みどり率：緑が地表を被う部分に水面と公園内の緑に被われていない部分を加えた面積が地域全体に占める割合。 

 

 

世田谷区みどりの基本条例に基づくみどりの計画書の届出制度 
 
 区では、世田谷区みどりの基本条例に基づき、建築行為等に伴うみどりの計画書の届出制度を設け

ています。計画及び施工にあたっては、緑化基準を遵守し、みどりを増やすとともに、世田谷にふさわ

しい質の高い緑化の実施をお願いいたします。 

 敷地面積２５０㎡以上及び風致地区内は、この手引きをご覧ください。 

 

 

都市緑地法に基づく緑化地域制度 
 
世田谷区は、平成２２年１０月１日に都市緑地法に基づく緑化地域制度を導入しました。 
緑化地域制度では、建築に伴い敷地の一定割合を緑化することが法律で義務付けられ、建築基準関

係規定となります。緑化が、建築確認及び完了検査の要件となることから、緑化工事が終了しないと

検査済証の交付が受けられず、原則として建築物が使用できません。 

緑化地域制度の概要は２ページ、世田谷区における緑化地域制度の内容は１９ページをご覧くださ

い。 

 

 

みどりの計画書の届出対象の拡大 
 
平成２６年４月１日から、敷地面積１５０㎡以上２５０㎡未満における建築行為についても、みど

りの計画書の提出と緑化基準の遵守が必要になりました。当該敷地規模（風致地区内を除く）における

緑化計画の届出手続き及び緑化基準は、別冊「みどりの計画書兼みどりの計画確認書 提出の手引き」

をご覧ください。 
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都市緑地法に基づく緑化地域制度の概要 

 

◎緑化地域制度とは 
 
 

 

 

◎緑化地域の指定要件 
 
 

 

 

◎緑化地域の指定主体 
 

 

世田谷区では、都市計画で市街化区域全域を緑化地域の指定区域と定めています。 

 

◎緑化地域の対象〈都市緑地法第 35条第 1項、同法施行令第 9条〉 
 

 

 

世田谷区では、敷地面積300㎡以上における建築物の新築又は増築を対象としています。 

 
◎都市計画に定められる緑化率の内容 

 

 

 

 

 

 

世田谷区では、都市計画に敷地面積と建蔽率＊ごとに緑化率を定めています。緑化率は、19 ペー

ジをご覧ください。 

 

＊ 建蔽率とは、建築基準法第 53条第 1項並びに同条第 3項第 1号（同号に規定する防火地域内

にある同号イに該当する建築物に係る部分に限る。同条第７項の規定により適用される場合を含む。）

及び第２号の規定により適用される建築物の建蔽率の最高限度をいいます。 

 

  

みどりが不足している市街地などにおいて、一定規模以上の建築物の新築や増築を行う場合に、

敷地面積の一定割合以上の緑化を義務づける、都市緑地法に基づく制度です。 

「用途地域が指定されている区域内」で「良好な都市環境の形成に必要な緑地が不足し、建築物

の敷地内において緑化を推進する必要がある区域」です。 

都市計画法に定める「地域地区」として、区が計画決定します。 

原則として敷地面積 1,000 ㎡以上の建築物の新築又は増築が対象となりますが、区の条例で

敷地面積の対象規模を300㎡まで引き下げることができます。 

建築物の緑化率を都市計画に定める緑化率の最低限度以上とすることが義務づけられます。緑

化率の最低限度は、敷地面積の25％を上限に、都市計画に定めます。 

この数値は建築基準関係規定とみなされ、緑化率の遵守が建築確認・完了検査の要件となりま

す。また、工事完了後も、この緑化率を維持することが必要です。 
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１「みどりの計画書兼緑化率適合証明申請書」提出の対象と時期 
 

１-１ 「みどりの計画書兼緑化率適合証明申請書」提出の対象 
   

次のいずれかに該当する行為を行うときは、「世田谷区みどりの基本条例」及び「同条例施行

規則」に基づき、「みどりの計画書兼緑化率適合証明申請書」の提出が必要です。 

このうち、敷地面積 300㎡以上の建築物の新築又は増築をしようとする場合は、緑化地域

制度の対象となり、緑化率の遵守が建築確認・完了検査の要件となります。このため、建築確

認申請に緑化率適合証明通知書を添付する必要があります。（建築基準法施行規則第１条の

３第 1項） 

 
（１）敷地面積２５０㎡以上で次に掲げる建築行為を行う場合 

ⅰ）建築基準法第６条第１項に規定する確認（同法第６条の２第１項の規定により当該確認とみなされる確

認を含み、同法第８５条第６項又は第７項の許可を受けた建築物の確認を除く。）を要する建築物の新築

又は増築 

ⅱ）建築基準法第１８条第２項に規定する通知（同法第８５条第６項又は第７項の許可を受けた建築物に係

る通知を除く。）を要する建築物の新築又は増築 

ⅲ）建築物の耐震改修の促進に関する法律第１７条第１項に規定する計画の認定を申請する建築物の増築 

ⅳ）高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第１７条第 1項に規定する認定を申請する建築

物の新築又は増築（同条第４項の規定による申出がある場合に限る。） 

ⅴ）長期優良住宅の普及の促進に関する法律第５条第１項から第５項までに規定する認定を申請する建築物の新築

又は増築（同法第６条第２項の規定による申出がある場合に限る。） 

ⅵ）都市の低炭素化の促進に関する法律第５３条第１項に規定する認定を申請する建築物の新築又は増築

（同法第５４条第２項の規定による申出がある場合に限る。） 

ⅶ）建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第３４条第１項に規定する認定を申請する建築物

の新築又は増築（同法第３５条第２項の規定による申出がある場合に限る。） 

ⅷ）密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第４条第１項に規定する認定を申請する建築

物の新築又は増築 

※ 上記ⅰ)～ⅷ)の場合で、敷地面積３００㎡以上の場合は、緑化地域制度の対象 

（２）都市計画法第２９条第１項に規定する許可を必要とする開発行為（例：区域面積 500㎡以上の宅地造成） 

（３）都民の健康と安全を確保する環境に関する条例別表第２の２の項に規定する自動車駐車場を設置する 

行為（敷地面積 150㎡以上かつ、収容能力 20台以上の自動車駐車場） 

（４）風致地区内で２５０㎡未満の敷地において次の建築行為を行う場合で、東京都風致地区条例の許可又は

協議で緑化の条件を伴わない場合 

ⅰ）建築基準法第６条第１項に規定する確認（同法第６条の２第１項の規定により当該確認とみなされる確

認を含み、同法第８５条第５項に規定する仮設建築物の許可を受ける場合を除く。）を必要とする建築物

の新築又は増築 

ⅱ）建築基準法第１８条第２項に規定する通知（同法第８５条第５項の許可を受けた建築物に係る通知を除

く。）を要する建築物の新築又は増築 

ⅲ）建築物の耐震改修の促進に関する法律第１７条第１項に規定する計画の認定を受ける建築物の増築 

ⅳ）高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第１７条第 1項に規定する認定を受ける建築物

の新築又は増築 

ⅴ）長期優良住宅の普及の促進に関する法律第５条第１項から第５項までに規定する認定を受ける建築物の新築又

は増築 

ⅵ）都市の低炭素化の促進に関する法律第５３条第１項に規定する認定を受ける建築物の新築又は増築 

ⅶ）建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第２９条第１項に規定する認定を申請する建築物の

新築又は増築（同法第３０条第２項の規定による申出がある場合に限る。）  

ⅷ）密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第４条第１項に規定する認定を申請する建築

物の新築又は増築 

（世田谷区みどりの基本条例施行規則第２０条 Ｐ５８参照） 
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※ 増築の場合は、増築後の建築物の床面積の合計が、都市計画に緑化地域が定められた平成２２年10

月 1日（基準日）の建築物の床面積の合計の 1．2倍を超えない場合は、みどりの計画書及び緑化地

域制度の対象とならず、「みどりの計画書兼緑化率適合証明申請書」の提出は必要ありません。 

例） ・基準日時点の床面積の合計１００㎡ → 増築後の床面積の合計１１５㎡・・・提出不要 

・基準日時点の床面積の合計１００㎡ → 増築後の床面積の合計１２５㎡・・・提出必要 

※ ただし、除却と増築を繰り返し、基準日以前の建築物がすべて建て替わった場合は、床面積が１．２倍以内でも提出が必要です。 

※ 建築基準法第８６条第１項から第４項まで（同法８６条の２第８項において準用する場合を含む）の

規定による建築物の敷地については、１つの敷地とみなされる一団地又は一定の一団の土地の区域を、

建築物の敷地とみなします。 

 

１-２ 「みどりの計画書兼緑化率適合証明申請書」提出の時期 
 

「みどりの計画書兼緑化率適合証明申請書」の提出の時期は、以下のとおりです。提出先は、

計画地を担当する 総合支所 街づくり課 です。（Ｐ８１、８２参照） 

「みどりの計画書兼緑化率適合証明申請書」提出から「緑化率適合証明通知書」発行までの

期間は、１４日間（土・日曜日、祝日、年末年始など区役所の閉庁日を除く）です。 

●建築物の新築又は増築の場合は、建築確認申請の１４日以上前（閉庁日を除く） 

●開発行為に該当する場合は、都市計画法第２９条の開発行為の本申請の前 

●都民の健康と安全を確保する環境に関する条例に基づく自動車駐車場設置の場合は、

指定作業場の届出を行う前 

※ 建築基準法第５５条第２項、第５９条の２（総合設計）、第８６条に係る建築行為の場合は、

必ず提出前に事前協議をお願いします。 

◎ 敷地面積１０００㎡以上における、東京都「東京における自然の保護と回復に関する条例」

の手続きのうち、緑化計画《都条例第１４条》の手続きは、世田谷区のみどりの基本条例の

「みどりの計画書」の届出と一元化しています。このため、東京都環境局への手続きは必要

ありません。ただし、敷地面積３０００㎡以上（風致地区は１０００㎡以上）は、開発許可

《都条例第４７条、４８条》に該当する場合がありますので、事前に相談してください。  

東京都 環境局 自然環境部 緑環境課 指導担当  TEL:５３８８－３５５４(直) 

◎風致地区内で、建築物の建築・木竹の伐採等を行う場合は、別途事前の許可等が必要です。

風致地区指定のある各町丁目を担当する玉川総合支所 か 砧総合支所 の 街づくり課に事

前にご相談ください。 

◎国分寺崖線保全整備地区内で、５００㎡以上の敷地面積において建築物を建築する場合は、

国分寺崖線保全整備条例に基づく建築計画の届出が必要です。国分寺崖線保全整備地区指定

のある各町丁目を担当する玉川総合支所 か 砧総合支所 の 街づくり課に事前にご相談く

ださい。 

◎計画敷地又は区域内に区指定の保存樹木・保存樹林地があり、その指定樹木に移植などの変

更が生じる場合は、みどりの計画書の届出とは別に手続きが必要となります。みどり政策課 

に事前にご相談ください。 
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緑化計画図作成の際は、Ｐ4２｢図面･計画書の作成例」をご参照ください。 

  

１-３ 届出対象ごとの緑化基準 

 

敷地又は区域の面積などの条件によって、対象となる緑化基準等は以下のとおりです。 

なお、複数項目に該当する場合は、該当するすべての緑化基準等が対象となります。 

              対象となる緑化基準等 

（項目名は略称） 

 

 

 

 

 

 

該当する行為 

（複数の場合はすべて該当） 

Ⅰ Ⅱ ★ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ 

地
上
部
の
緑
化 

建
築
物
上
の
緑
化 

都
市
緑
地
法 

（
緑
化
地
域
制
度
）

樹
木
の
本
数
基
準 

接
道
部
の
緑
化 

敷
地
境
界
部
の
緑
化 

駐
車
場
緑
化 

樹
木
の
伐
採 

(P7) (P15) (P19) (P20) (P22) (P25) (P26) (P27) 

建
築
行
為 

敷地面積250㎡以上 〇   〇 〇    

敷地面積300㎡以上   〇      

建蔽率80％以上かつ、 
敷地面積1000㎡以上 

 

〇       

風致地区条例の許可に緑化条件を 
伴わないもの 

     〇   

そ
の
他
行
為 

面積500㎡以上の区域の開発 〇   〇 〇    

敷地面積150㎡以上かつ２０台以上 
の自動車駐車場を設置 

      〇  

幹周0.8ｍ（地上1.5ｍの高さ）以上 
又は樹高10ｍ以上の樹木の伐採 

       〇 

例 ・敷地面積２７０㎡の敷地における建築行為の場合は、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳの３つの基準が該当します。 

・敷地面積４００㎡の敷地における建築行為の場合は、Ⅰ、★、Ⅲ、Ⅳの４つの基準が該当します。  

・敷地面積１２００㎡で法定建蔽率８０％の敷地における建築行為の場合は、Ⅰ、Ⅱ、★、Ⅲ、Ⅳの５

つの基準が該当します。 
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【Ⅰ】地上部の緑化基準（→P７） 

 地上部において、地上部基準緑化面積以上の緑化面積を確保してください（総合設計や地区計画、

国分寺崖線保全重点地区、風致地区に該当する場合などは扱いが異なります）。 

    地上部基準緑化面積 ＝ 敷地又は区域の面積 × 地上部緑化率 

■地上部緑化率表（％） 

敷地又は区域の面積＼建蔽率※ 30％以下 40％ 50％ 60％ 70％ 80％ 90％ 

250以上 500㎡未満 20 15 15 10 10 5 5 

500以上 1,000㎡未満 25 20 15 10 10 5 5 

1,000以上 3,000㎡未満 35 30 25 20 15 10 7 

3,000以上 5,000㎡未満 38 34 30 26 22 10 7 

5,000㎡以上 46 41 36 32 28 11 8 

※適用する建蔽率は P7参照 
 

【Ⅱ】建築物上（屋上・壁面等）の緑化基準（→P15） 

建蔽率 80％以上かつ敷地面積 1,000 ㎡以上の建築物は、建築物上（屋上・壁面等）において、

建築物上基準緑化面積以上の緑化面積を確保してください。 

区  分 緑化面積 

ア 総合設計制度を適用して計画する建築物の敷地又は再開

発等促進区、高度利用地区若しくは特定街区内の建築物 
屋上の面積×0.35 

イ ア以外の建築物 屋上の面積×0.25 

 

【★】都市緑地法に基づく緑化地域制度の緑化率（→P1９） 

 世田谷区では、多摩川河川敷以外の市街化区域全域を緑化地域に指定しています。緑化地域制度

による緑化率は【Ⅰ】地上部の緑化基準の緑化率に含まれます。 
 

【Ⅲ】樹木の本数基準（→P20） 

 樹木本数基準面積を基に、樹木の区分に応じて基準以上の樹木本数を確保してください。 

区  分 基準樹木本数（本）  端数処理 

高木（４ｍ以上） 樹木本数基準面積（㎡） × 0.02 小数点以下切り捨て 

準高木（2.5以上４ｍ未満） 樹木本数基準面積（㎡） × 0.03 

小数点以下切り上げ 中木（１以上 2.5ｍ未満） 樹木本数基準面積（㎡） × 0.25 

低木（0.3以上１ｍ未満） 樹木本数基準面積（㎡） × 0.90 

 

【Ⅳ】接道部の緑化基準（→P22） 

 接道延長に、用途及び敷地又は区域の面積に応じた割合を乗じて得た長さ以上を緑化してください。 

面積 

用途 

250～500 

㎡未満 

500 ～ 1000

㎡未満 

1000～3000 

㎡未満 

3000～10000 

㎡未満 

10000～30000 

㎡未満 

30000 

㎡以上 

住宅・宿泊施設 4／10 5／10 6／10 7／10 8／10 

屋外運動施設・屋外娯楽施設・

墓地・廃棄物等の処理施設 
6／10 7／10 8／10 

工場・店舗・事務所・駐車場・

資材置場・作業場 
2／10 3／10 5／10 6／10 7／10 

庁舎・学校・医療施設・福祉

施設・集会施設 
4／10 6／10 7／10 8／10 

上記以外の施設 2／10 3／10 6／10 7／10 

 

【Ⅴ】敷地境界部の緑化基準（→P25） 

 敷地の外周の延長に、敷地面積に応じて 4／10から 6／10を乗じて得た長さ以上の緑化を確
保してください。 

【Ⅵ】自動車駐車場の緑化基準（→P26） 

  敷地の面積に 15％を乗じて得た面積以上の緑化を確保してください。 

※屋上とは、建築物の
屋根部分で、人の出入
り及び利用可能な部
分をいいます。 

１－４ 緑化基準の概要  ※詳細は該当する各ページをご覧ください。 
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２ 地上部の緑化基準 （Ⅰ） 

 

    

敷地又は区域の面積と建蔽率により、次の地上部緑化率表による緑化基準以上の緑化面積を

確保してください。 

   

         

※端数処理：敷地全体の面積及び敷地全体にかかる基準緑化面積・緑化率は、小数点以下

３桁を切り捨て、小数点以下２桁までで算出してください。 

  

 

 

 

 

 

※地上部で緑化面積を満たすことが困難な場合、建築物上（屋上・壁面）緑化を振替えることができ
ます。振替えた分の緑化面積は、建築物上緑化の面積（Ｐ15）に含めることはできません。 

※異なる建蔽率の制限の適用を受ける場合の緑化率は、各敷地又は区域の面積で加重平均します
（P9参照）。 

※建築基準法第５３条第６項（第７項により第６項の規定が適用される場合を含む）により建蔽率の
制限が適用されない場合には、地上部の緑化基準（Ⅰ）及び樹木の本数基準（Ⅲ）は適用されません。
ただし、その他の緑化基準は適用されます。 

 

○緑化率表適用に特別な条件がある場合 

ⅰ）総合設計（建築基準法第５９条の２）の規定が適用される場合には、法定 

建蔽率から１０減じた数値で地上部緑化率表の緑化率を適用します。 

ⅱ）建築基準法第５５条第２項の規定が適用される場合（第４項の許可を除く） 

には、法定建蔽率から１０減じた数値で地上部緑化率表の緑化率を適用し 

ます。 

ⅲ）都市計画法第５８条の２に規定する地区計画の区域内において、地区計画 

に基づく建蔽率の最高限度の制限が適用される場合には、地区計画により 

適用される建蔽率の最高限度により地上部緑化率表の緑化率を適用します。 

ⅳ）世田谷区みどりの基本条例により国分寺崖線保全重点地区に該当する敷地の緑化率は、地上部緑化率

表の該当する緑化率を１．２倍します。なお、国分寺崖線保全重点地区は世田谷区国分寺崖線保全整

備条例に基づく国分寺崖線保全整備地区と同区域となります。 

ⅴ）東京都風致地区条例に基づく風致地区区域に該当する敷地の緑化率は、地上部緑化率表の該当する緑

化率を１．１倍します。 

★上記条件が重複する場合は、①建築基準法（第５９条の２、第５５条２項）に基づく許可・認定、 

②地区計画、③国分寺崖線保全重点 3地区、④風致地区の順で１項目のみ、上記が適用されます。 

 

建蔽率 

敷地又は 

区域の面積 
30％以下 40％ 50％ 60％ 70％ 80％ 90％ 

250～500㎡未満 20 15 15 10 10 5 5 

500～1,000㎡未満 25 20 15 10 10 5 5 

1,000～3,000㎡未満 35 30 25 20 15 10 7 

3,000～5,000㎡未満 38 34 30 26 22 10 7 

5,000㎡以上 46 41 36 32 28 11 8 

■地上部緑化率表 （％） 

地上部基準緑化面積＝敷地又は区域の面積×地上部緑化率 

２－１ 地上部の緑化基準 

 

■総合設計制度活用時の 

イメージ 

建蔽率 とは、建築基準法第５３条第１項並びに同条第３項第１号（防火地域内にある同号イに
該当する建築物に限る（準防火地域内にある耐火・準耐火建築物等は含みません）。第７項の規定
により適用される場合を含む。）及び第２号に規定される建蔽率の最高限度（法定建蔽率）をい
います。ただし、開発行為の場合、第３項は適用されません。 
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緑化率表に適用する建蔽率の考え方 

① 角地 都市計画の建蔽率に１０％加算 

② 都市計画の建蔽率 60％までの 

防火地域内にある耐火建築物等 

都市計画の建蔽率に１０％加算 

③ 同上 80％の防火地域内にある耐火建築物等 地上部緑化率表の適用なし 

④ 準防火地域内にある準耐火・耐火建築物等 都市計画の建蔽率に加算なし 

  ①・②の条件が重複する場合、それぞれ 10％加算できます。 

地上部緑化率表の見方【例】 

・準防火地域内の角地で準耐火建築物を建築する場合 ⇒建蔽率 10％加算 

・防火地域内の角地（都市計画の建蔽率 60％）で耐火建築物を建築する場合 ⇒建蔽率 20％加算 

・準防火地域内で準耐火建築物を建築する場合 ⇒建蔽率加算なし 

・風致地区内で、かつ地区計画により建蔽率の最高限度が 40％に制限される敷地で建築する場合 

⇒建蔽率 40％ 

・風致地区内かつ防火地域内の角地（都市計画の建蔽率 60％）で耐火建築物を建築する場合 

⇒建蔽率 20%加算し、80％に該当する緑化率を 1.1倍 

 

地上部緑化率表における適用建蔽率等のフローチャート 

開発行為の場合 

①②は適用しません 

開発行為 

法定建蔽率で地上部緑化率表を適
用し緑化率を 1.1倍 

法定建蔽率から１０減じた数値で
地上部緑化率表の緑化率を適用 

都市計画図等により法定建蔽率（P7）を確認 

YES 

NO 

法定建蔽率で地上部緑化率表を適
用し緑化率を 1.2倍 

YES 

NO 

YES 

YES 

地区計画で定められた建蔽率によ
り地上部緑化率表の緑化率を適用 

④風致地区区域内  ・・・・・・・・・・・ 

③国分寺崖線保全重点地区内 ・・・・・・・・ 

②地区計画において建築物の建蔽率の最高限度
の制限が適用される建築行為 

①総合設計（建築基準法第５９条の２）、建築基準
法第５５条第２項の認定（第４項の許可を除く）
が適用される建築行為 

法定建蔽率（P7）を緑化率表に適用 

適用

地区計画の区域内であっても、敷地に接するす
べての区画道路等が整備された場合など、地区
計画の建蔽率の最高限度が適用されない場合
は、該当しません。 

NO 

NO 
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○異なる建蔽率にわたる場合 

異なる建蔽率の制限の適用を受ける場合の緑化率は、各敷地又は区域の面積で加重平均した

数値を敷地全体にかかる緑化率とし、総面積に乗じて得た数値を基準緑化面積とします。 

計算過程では端数処理をせず、敷地全体の緑化率を少数点以下 3桁で切り捨て、少数点以下

2桁までで算出してください。 

緑化施設は敷地全体でバランスよく確保してください。 

 

 

異なる建蔽率にわたる場合の計算例  

 

 

 

全体面積３，３３３㎡ 

  ①第一種低層住居２，０１２㎡ 

  ②準住居１，３２１㎡ 

 （ともに準防火地域） 

 

 

 

 

 
建築基準法第５３条第１項及び第３項に規定される建蔽率は、 
① 建蔽率５０％ → ６０％(角地)  緑化率２６％（面積３，３３３㎡での緑化率） 
② 建蔽率６０％ → ７０％(角地)  緑化率２２％（面積３，３３３㎡での緑化率） 

 
 
緑化率表 
緑化率①(２，０１２㎡÷３，３３３㎡)× ２６％＝１５．６９５１… 
緑化率②(１，３２１㎡÷３，３３３㎡)× ２２％＝ ８．７１９４… 

 
敷地全体の緑化率             ＝①＋②＝２４．４１４５… 

    ＝２４．４１ 
 

基準緑化面積                           ＝３，３３３㎡×２４．４１％＝８１３．５８㎡ 
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２-２ 地上部緑化面積の計算方法 
  

２-２-１ 地上部緑化面積の考え方 

 

      

緑化面積＝Ｓ１＋Ｓ２＋Ｓ３＋Ｓ４＋Ｓ５ 

 

Ｓ１：樹木  

Ｓ２：シバその他の地被植物で表面が被われている部分 

Ｓ３：花壇、その他これに類するもので表面が被われている部分 

Ｓ４：水流、池、その他これらに類するもの 

Ｓ５：緑化施設の一部である園路、土留め、その他の施設 

 

○緑化施設の水平投影面積は、原則として重複して計上できません。 

・重複する部分は、いずれか一つの緑化面積を計上してください。 

○植栽基盤の面積は内々の寸法とします。 

・植栽基盤の面積はＳ１ｃ・Ｓ２・Ｓ３、土留（縁石）の面積はＳ５となりますので、

別々に計上してください。 

○敷地内で保全される既存の緑化施設も計上できます。 

○建築物の屋内の緑化施設は計上できません。 

○緑化施設が庇や階段等の建築物・工作物の直下にある部分は計上できません。 

○緑化面積の計算は、緑化工事完了時を基準とします。 

 
 
 
 

２-２-２ 地上部緑化の種類ごとの面積計算方法 

 

（１） 樹木（Ｓ１） 
 

  樹木には３通りの計算方法があります。いずれか１つを選択してください。 
 
 

１）樹冠の水平投影面積の合計（Ｓ１ａ） 

 

樹木ごとの樹冠の水平投影面積を合計したものを樹木の緑化施設 

の面積とします。ただし、樹冠が重なる場合は、重複して計上でき 

ません。また、敷地外にある部分は計上できません。 

樹高の高い樹木で、樹冠が建物より高い位置にある場合には、建

物に重なる部分も計上できます。 

※タケ類も樹冠の水平投影面積として算入できます。 

※比較的大きな既存樹木を残す場合などに有利な計算方法です。 
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２）樹高による「みなし樹冠」の水平投影面積の合計（Ｓ１ｂ） 

 

   樹木は、樹高に応じて、下表に示す半径の円形の樹冠 

を持つものとみなします。この「みなし樹冠」を水平投 

影した面積の合計を樹木の緑化施設の面積とします。 

ただし「みなし樹冠」が重なる場合は、重複して計上 

  できません。また、建物に重なる部分や敷地外にある部 

分は、計上できません。 

 
 
 
 
 
 
 
 

※樹高１ｍ未満の樹木（低木）、ヤシ類・シュロ類などの特殊樹 
やタケ類は、みなし樹冠として算出できません。 

※樹木の高さは植栽時のものとします（既存樹木移植の場合の特例★を除く）。 

※舗装の中の植桝に単独で樹木を植栽する場合などに有利な計算方法です。 
 
 

３）一定の条件を満たす植栽基盤の水平投影面積の合計（Ｓ１ｃ） 

 

次に示す植栽密度以上で植栽されており、かつ、その部分の形状やその他の条件に応

じて適切な配置で植栽されている場合は、樹木が生育するための植栽基盤（土壌その他

の資材）の水平投影面積を、緑化施設の面積とすることができます。 

 

  〈植栽密度〉     Ａ≦１８Ｔ１＋１０Ｔ２＋４Ｔ３＋Ｔ４ 

 

Ａ：植栽基盤の水平投影面積（㎡） 

Ｔ１：高さ 4.0ｍ以上の樹木(高木)の本数 

Ｔ２：高さ 2.5ｍ以上 4.0ｍ未満の樹木(準高木)の本数 

Ｔ３：高さ 1.0ｍ以上 2.5ｍ未満の樹木(中木)の本数   ※樹木の高さは植栽時のものとします 

Ｔ４：1.0ｍ未満の樹木(低木)の本数          （既存樹木移植の場合の特例★を除く）。 

※ ヤシ類・シュロ類などの特殊樹やタケ類は、含めることはできません 

※ 土壌で被われた一定の植栽帯を確保できる場合などに有利な計算方法です。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

樹木の高さ 半径 面積（最大） 

４．０ｍ以上（高木） ２．１ｍ １３．８４㎡ 

２．５ｍ以上４．０ｍ未満（準高木） １．６ｍ ８．０３㎡ 

１．０ｍ以上２．５ｍ未満（中木） １．１ｍ ３．７９㎡ 

生長時の樹木 
植栽時の樹木 

 みなし樹冠 

 

★既存樹木移植の場合の特例 

地上 1.5ｍにおける幹回り 80cm 以上又は樹高 10ｍ以上の樹木を剪定して移植する場合は、

移植前の高さを樹木区分の樹高とみなせる場合があります。必ず事前にご相談ください。 

 

〈 計 算 例 〉 
 

植栽基盤の水平投影面積Ａ＝４０㎡の中に 

Ｔ１(高木)が１本、Ｔ２(準高木)が１本、Ｔ３(中木)が２本、 

Ｔ４(低木)が６本の場合、 

Ａ≦１８×１＋１０×１＋４×２＋６＝４２ 

となり、４０以上となるため、 

Ａ＝４０㎡を緑化施設の面積とすることができます。 

 

植栽基盤Ａ＝４０㎡ 

Ｔ1(高木)＝１本Ｔ2,(準高木)＝１本, 
Ｔ3(中木)＝２本,Ｔ4(低木)＝６本 
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（２）シバ・その他の地被植物で表面が被われている部分（Ｓ２） 

 

 シバ・その他の地被植物の緑化施設の面積は、これらで表面が被われている部分の水平投

影面積とします。 

 

○地被類の密度の考え方 

・地被類の緑化施設の面積は、表面が被われている 

部分の面積となります。ただし、将来の成長を考慮 

し、植栽密度は基本的に１６株／㎡以上、セダム、 

タマリュウ、ジャノヒゲは３６株／㎡以上で植えら 

れており、緑化施設内に適切な配置で植えられて 

いるものとします。 

 

○芝の考え方  

・張芝の場合には、５分張以上とします。それ未満の場合は、

実際の張芝の水平投影面積とします。 

 

○緑化補助資材を使用した場合の考え方（駐車場の緑化ブロックなど。） 

・実際に植栽が被っている部分の水平投影面積とします。 

 

○パーゴラの考え方  

・つる植物等で覆われている緑化資材の間隔が 50cm 以下の場合のみ、パーゴラの外枠

の大きさの 1/2を緑化面積に計上できます。ただし、地上部植栽基盤との重複の計上は

できません。 

 

 

（３）花壇、その他これに類するもので表面が被われている部分（Ｓ３） 
     

緑化施設の面積は、縁石などに囲まれ、草花やその他これに類する植物が生育するための

土壌、あるいはその他の資材で表面が被われている部分の水平投影面積とします。 

 

○植栽期間の条件 

・適宜植替えが必要な植物が、年におおむね 

６ヶ月以上植えられていること。 

 

 

 

 

 

 

 

地被植物で覆われ

ている部分の水平

投影面積 

地被植物 

草花等が生育するための土壌あるいはその他

の資材で覆われている部分の水平投影面積 
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（４）水流、池、その他これらに類するもの（Ｓ４） 
 

   水流、池、その他これらに類するもので、樹木や植栽等と一体となって自然的環境を形成し

ているものとします。 

○植栽等との位置関係の条件 

・池の場合は、外周延長の１／２を超えて植栽等に面して

いること。 

・流れの少なくとも片側が、植栽に面していること。 

・面している一体の植栽等の面積が、池、水流の面積以上

であること。 

○材料の条件 

・護岸や底面に石・土などの自然素材や植物が用いられて

いること。 

 

（５）緑化施設の面積に計上できる園路、土留め、その他

の施設（Ｓ５） 
 

    水平投影面積を緑化施設の面積とします。ただし、緑化施設として算入できる面積は、一

体となっている同じ植栽地内の（１）S1～（４）S4までを合計した面積の１／４を超えな

い範囲（S5≦（S1+S2+S3+S4）×1/4）とします。他の緑化施設の水平投影面積と重複

して計上することはできません。 

※一体となっている同じ植栽等の範囲については事前にご相談ください。 

○土留（縁石や花壇の枠組みなど）の条件 

・少なくとも片側が植栽等に面していること。 

○園路の条件 

・園路の両側が植栽に面していること。 

・園路に面した植栽等の面積が園路の面積以上で 

あること。 

・日常的な車両通行のないこと。 

＊園路の中や面した位置にある土留・縁石は、園路

として扱うことができます。 

○植栽等と一体となった小規模な広場の条件 

・外周延長の１／２を超えて植栽等に面していること。 

・面している植栽等の面積が、広場の面積以上であること。 

＊小規模な広場の中や面した位置にある土留めや縁石は、小規模な広場として扱うこと

ができます。 

○植栽等と一体となった散水用配管、排水溝の条件 

・植栽帯の中に設置されていること。 

＊園路や小規模な広場の中や広場に面した位置にある散水用配管、排水溝は、それぞ

れ園路、小規模な広場として扱うことができます。 

○ベンチ等の条件 

・植栽もしくは園路、小規模な広場の中に設置されているベンチや水のみ、遊具、照明、

看板等で、緑地の利用や維持管理に関する施設であること。 

・１施設あたり１㎡以上のものは、一体となっている同じ植栽地内の S1～S4までの合計

面積の１／４以下であっても、緑化面積に算入できません。 

S5≦(S1+S2)×1/4 
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★プランターやコンテナの使用について 

・１００リットル以上で容易に動かせないもの 

を使用してください。 

 

 

 

 

 

２-２-３ 地上部緑化の緑化施設の組み合わせと計算例 

 

敷地内の緑化施設ごとに緑化面積を計算し、合計して基準となる緑化率を満たしてください。 

また、樹木については、樹木ごとにそれぞれの計算方法で樹木面積を算出することができま

すが、同一の樹木を複数の計算方法で計上すること（Ｓ１ｂで面積計算した樹木を、Ｓ１ｃに

よる面積計算にも参入するなど）はできません。 

例） ・舗装広場の樹木     →Ｓ１ｂ：樹木の「みなし樹冠」の水平投影面積 

・道路沿いの花壇    →Ｓ３ ：花壇、その他これに類するもので表面が被われている部分 

・樹林地 →Ｓ１ｃ：樹木の一定の条件を満たす植栽基盤の水平投影面積 

・芝生広場       →Ｓ２ ：シバ・その他の地被植物で表面が被われている部分 

・樹林地内の池      →Ｓ４ ：水流、池、その他これらに類するもの 

・芝生広場外周園路・ベンチ→Ｓ５：緑化施設の一部である園路、土留め、その他の施設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※緑化施設の求積は、検査時に現場で延長を確認するため、原則として三斜による求積を

お願いします。やむを得ずＣＡＤで求積する場合は、以下の条件を遵守してください。 

 

ＣＡＤで求積する場合の条件 

・図面に縮尺を明示してください。 

・緑化面積の求積は緑化施設ごとに行い、検査時に現場で延長を確認できるよう、図面には緑化 

施設の各辺の寸法を記載してください。 

・計算根拠式に「ＣＡＤによる」と明記してください。  

 

実際の計算例は、Ｐ４２に

あります。 

50cm 
50cm 

40cm 
100リットルの目安（内寸） 
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３ 建築物上（屋上・壁面等）の緑化基準（Ⅱ） 

 

３-１ 建築物上（屋上・壁面等）の緑化基準 
  

建蔽率８０％以上（建築基準法第５３条第６項第１号の規定が適用される場合を含む）かつ

敷地面積１，０００㎡以上の建築物は、建築物上（建築物の屋上、壁面又はベランダ等）に、

次の建築物緑化率表による緑化面積以上の緑化面積を確保してください。 

※建蔽率とは、建築基準法第５３条第１項並びに同条第３項第１号（防火地域内にある同号イ

に該当する建築物に限る（準防火地域内にある耐火・準耐火建築物等は含みません）。第７項の

規定により適用される場合を含む。）及び第２号に規定される建蔽率の最高限度（法定建蔽率）

をいいます。 

 
 

■建築物緑化率表 

 

端数処理：緑化面積は、小数点以下３桁を切り捨て、小数点以下２桁までで算出してください 

 

※屋上とは建築物の屋根部分でエレベーターや階段等により人の出入り及び利用が可能で

危険なく管理できる部分をいい、屋上の面積とは屋上のうち建築物の管理に必要な施設

（ソーラーパネルを含む）に係る部分の面積を除いた面積をいいます。 

 

※建築物上（屋上・壁面等）の緑化基準は、建築物上で緑化面積を確保することが困難な場

合、地上部緑化に振替えることができます。振替えた分の緑化面積は、地上部緑化面積（Ｐ

７）に含めることはできません。 

 
 

※敷地が異なる建蔽率の制限の適用を受ける敷地にわたっているときは、敷地全体の面積の

うち、建蔽率が８０％以上（建蔽率の制限が適用されない場合を含む）の部分が過半を占

める場合に、建築物上の緑化基準が適用されます。 

 

 

３-２ 建築物上（屋上・壁面等）緑化面積の計算方法 
  

３-２-１ 建築物上（屋上・壁面等）緑化面積の考え方    

      

緑化面積＝Ｒ１＋Ｒ２＋Ｒ３＋Ｒ４＋Ｒ５＋Ｗ１ 

 

 

 

区  分 緑化面積 

ア 総合設計制度を適用して計画する建築物の
敷地又は再開発等促進区（再開発促進区整
備計画が定められている区域に限る。）、
高度利用地区若しくは特定街区内の建築物 

屋上の面積×０．３５ 

イ ア以外の建築物 屋上の面積×０．２５ 
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Ｒ１：建築物上の樹木  

Ｒ２：建築物上のシバその他の地被植物で表面が被われている部分 

Ｒ３：建築物上の花壇、その他これに類するもので表面が被われている部分 

Ｒ４：建築物上の水流、池、その他これらに類するもの 

Ｒ５：建築物上の緑化施設の一部である園路、土留め、その他の施設 

Ｗ１：壁面緑化 

 

○緑化施設の水平投影面積は、重複して計上できません。 

・いずれか一つの緑化面積を計上してください。 

○植栽基盤の面積は内々の寸法とします。 

・植栽基盤の面積はＲ２もしくはＲ３、土留（縁石）の面積はＲ５となりますので、別々

に計上してください。 

○建築物の屋内の緑化施設は計上できません。 

○緑化施設が庇や階段等の建築物・工作物の直下にある部分は計上できません（壁

面緑化を除く）。 

○緑化面積の計算は、緑化工事完了時を基準とします。 

 

 

３-２-２ 建築物上（屋上・壁面等）緑化の種類ごとの面積計算方法 

 

建築物上緑化の面積計算方法は、壁面緑化以外は地上部緑化の面積計算方法と同じです。 

 

（１）建築物上の樹木（Ｒ１） 
 

→Ｐ１０  地上部緑化の樹木（Ｓ１）と同じです。 

   

（２）建築物上のシバ・その他の地被植物で表面が被われている部分（Ｒ２） 
 

→Ｐ１２ 地上部緑化のシバ・その他の地被植物で表面が被われている部分（Ｓ２）と

同じです。 

 

（３）建築物上の花壇、その他これに類するもので表面が被われている部分（Ｒ３） 
 

→Ｐ１２ 地上部緑化の花壇、その他これに類するもので表面が被われている部分（Ｓ

３）と同じです。 

     

（４）建築物上の水流、池、その他これらに類するもの（Ｒ４） 
 

→Ｐ１３ 地上部緑化の水流、池、その他これらに類するもの（Ｓ４）と同じです。 

      

（５）建築物上の緑化施設の一部である園路、土留め、その他の施設（Ｒ５） 
 

→Ｐ１３ 地上部緑化の緑化施設の一部である園路、土留め、その他の施設（Ｓ５）と

同じです。 
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（６）壁面緑化（Ｗ１） 
 

 「外壁に緑化施設が整備された部分の鉛直投影面積

（水平面に対して垂直な面に投影した面積）の合計」

を、緑化施設の面積とします。 

 

    

○適用範囲について 

・建築物の外壁に限定します（フェンスや塀、よう

壁等の壁面の緑化施設には、適用できません）。 

・植物が生育するために必要な補助資材を設置し

ない場合は、植物で覆われている部分を計上しま

す。・・・右図の○ア〔Ａ×Ｂ〕 

・植物が生育するために必要な補助資材を設置す

る場合は、補助資材または植物で覆われている部

分を計上します。・・・右図の○イ〔Ａ×Ｂ〕 

《注意》明らかに植物の生育が見込めない部分の

補助資材は計上できません。 

 

○植栽方法の考え方 

・多年生つる植物を、水平長さ０．５ｍにつき２株

以上植栽してください。一年草（アサガオなど）は

計上できません。樹種及び植栽密度は必ず緑化計

画図に明記してください。 

 

○補助資材の考え方 

・壁面緑化の恒久性を確保するため、建築物に固定

され容易に撤去できない金属製ワイヤーやフェン

ス等、耐久性に優れたものとします（事前にご相

談ください）。 

・緑化計画図には、補助資材の素材や固定方法等の

詳細を記載してください。耐久性を明らかにする

資料の添付が必要になる場合があります。 

 

○傾斜した壁面緑化の考え方 

・傾斜した壁面の緑化は、傾斜面に対する緑化施設

の鉛直投影面積を緑化面積とします。 

 

 

 

 

 

 



18 

 

ＭＥＭＯ 
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４ 都市緑地法に基づく緑化地域制度（★） 

４－１ 緑化地域制度の指定区域及び対象 

  

緑化地域の指定区域 

市街化区域全域※が緑化地域です。 

  指定面積 約5,680.6 ha 

 

 

 

緑化地域制度の対象  

敷地面積３００㎡以上における建築物の新築又は 

増築が緑化地域制度の対象となります。 

 

 

緑化地域制度では、建築に伴い敷地の一定割合を緑化することが法律で義務付けられ、建築基準関係規定と

みなされます（都市緑地法第 41 条）。緑化が建築確認及び完了検査の要件となることから、緑化工事が終

了しないと検査済証の交付が受けられず、原則として建築物が使用できません。工事着手が平成２２年１０

月１日以降の建築物が対象となります。緑化地域は、都市計画によって決定され、平成２２年１０月１日に

世田谷区告示第６７７号によって告示されています。 

 
４－２ 緑化地域制度に基づく緑化率（緑化率の最低限度） 

 

緑化地域制度に基づき、都市計画で定められた緑化率の最低限度は、敷地面積と建蔽率により、下表のとお

りです。 

敷地面積に対する実施緑化面積の割合を、下表の緑化率（％）以上としてください。 

 

  

※ 緑化地域制度に基づく緑化率は、みどりの基本条例に基づく緑化率に含まれるため、
対象敷地において実際に満たしていただく緑化基準は７ページの数値となります。 

   
※ 緑化地域制度に基づく緑化面積の計算方法は、みどりの基本条例に基づき定められている計算方法
と同じです。緑化面積は、地上部緑化面積と建築物上の緑化面積の合計となります。 

 
※ 建蔽率とは、建築基準法第５３条第１項並びに同条第３項第１号（防火地域内にある同号イ
に該当する建築物に限る（準防火地域内にある耐火・準耐火建築物等は含みません）。第７
項の規定により適用される場合を含む）及び第２号に規定される建蔽率の最高限度（法定建
蔽率）をいいます。 

 
※ 法定建蔽率が９０％以上となる場合や建築基準法第５３条第６項の規定が適用される場合
も、緑化地域制度の対象です。緑化率の最低限度は０％となりますが、緑化率適合証明通知
書を建築確認申請に添付する必要があるため、申請は必要です（平成 30 年 4 月 1 日以降
着工の物件に限ります）。 

建蔽率 

敷地の面積 
30％ 40％ 50％ 60％ 70％ 80％ 

300㎡以上500㎡未満 20 15 15 10 10 5 

500㎡以上1,000㎡未満 25 20 15 10 10 5 

1,000㎡以上3,000㎡未満 25 25 25 20 15 10 

3,000㎡以上 25 25 25 25 20 10 

※世田谷区は、多摩川河川敷以外が、市街化区域です。

（世田谷区総面積の97.8％） 

※建築基準法第８５条５項又は６項の許可を受けた建築物等には、緑化率規制は適用されません。 

◎緑化地域指定範囲図 
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５ 樹木の本数基準（Ⅲ） 

５-１ 樹木本数の基準 
  

５-１-１ 樹木本数基準面積 
 

基準となる樹木の本数は、次の式で求めた樹木本数基準面積を基に算定します。 

 

 

樹木本数基準面積＝地上部基準緑化面積－控除面積（Ｓ４、Ｓ５） 

 

控除が認められる面積（Ｐ13参照） 

①地上部基準緑化面積における「水流、池、その他これらに類するもの（Ｓ４）」 

②地上部基準緑化面積における「緑化施設の一部である園路、土留め、その他の施設（Ｓ５）」 

 

※控除した部分に含まれる樹木については、樹木本数に含めることはできません。 

※特殊な建築物等で緑化基準の特例が適用となる場合（P28参照）の地上部基準緑化面積

は、敷地内で緑化が困難な部分（学校のグラウンドなど）の面積を除外した面積に、緑

化率表（P7）の緑化率を乗じて得た面積となります。 

５-１-２ 樹木区分ごとの基準樹木本数 
 

次の表により、それぞれの樹木区分について、基準樹木本数以上を確保してください。 

※樹木の高さは、植栽時の高さです。 

※高木とは、植栽時に樹高４ｍ以上で、大きく成長が見込まれる樹木です。（Ｐ２１参照） 

※ヤシ類・シュロ類などの特殊樹は、樹高４ｍ以上であっても高木とみなすことができません（準

高木までの区分で計上可）。※樹木本数基準面積が 12.5 ㎡未満かつ基準樹木本数（端数処

理前）が 1未満となる場合、その樹木区分の基準本数はゼロとします。 

※樹幹全体が庇や階段等の建築物・工作物の直下にある樹木は、樹木本数に含めることが

できません。 

 

 

 

 

 

 

・タケ類は上記と扱いが異なります。 

・地上 1.5ｍにおける幹回り 80cm以上又は樹高 10ｍ以上の樹木を剪定して移植する場合は、 

移植前の高さを樹木区分の樹高とみなせる場合があります。 

 

樹木区分 基準樹木本数（本）  端数処理 

高木（樹高４ｍ以上） 樹木本数基準面積（㎡）×０．０２ 
小数点以下
切り捨て 

準高木（樹高２．５ｍ以上４ｍ未満） 樹木本数基準面積（㎡）×０．０３ 

小数点以下
切り上げ 

中木（樹高１ｍ以上２．５ｍ未満） 樹木本数基準面積（㎡）×０．２５ 

低木（樹高３０㎝以上１ｍ未満） 樹木本数基準面積（㎡）×０．９０ 

必ず事前にご相談ください 
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５-１-３ 既存樹木を保全する場合の優遇換算 
 

次の基準に該当する既存樹木を保全する場合は、次の計算式で計算した高木の本数として、

換算できます。 

（１）保存樹木又は地上１．５ｍの高さにおける幹の周囲が１．２ｍ以上の樹木 

保全する樹木の本数 × ４ ＝ 高木の本数 

（２）地上１．５ｍの高さにおける幹の周囲が８０ｃｍ以上又は高さ１０ｍ以上の樹木 

 

保全する樹木の本数 × ３ ＝ 高木の本数 

   ＊保存樹木とは、世田谷区みどりの基本条例に基づく指定を受けた樹木です。 

   ＊対象樹木を移植保全する場合は、助成制度があります（P56参照）。 

   

５-１-４ 樹木本数のみなし換算 
 

やむを得ず特定の樹木区分の本数を植栽することができない場合は、次の比率でみなし換算

することができます。 

 

１）高木１本＝準高木２本 とする。 

２）準高木１本＝中木９本 とする。 

３）中木１本＝低木４本  とする。 

 
例）・高木を中木にみなし換算する場合、高木１本を中木１８本とみなすことができる。 

・低木を準高木にみなし換算する場合、低木３６本を準高木１本とみなすことができる。 

 

５-１-５ 樹木区分の高木について 
   

「高木」とは、植栽時に樹高が４ｍ以上で、大きく生長が見込まれる樹木です。 

 

○個人住宅や小規模な集合住宅に向いているもの  

常緑樹 モッコク、クロガネモチなど 

落葉樹 モミジ類（イロハモミジなど）、ヤマボウシなど 

       

○大規模な集合住宅に向いているもの 

常緑樹 カシ類（アラカシ、シラカシなど）、モチノキなど 

落葉樹 クヌギ、サクラ類、コブシ、ハクモクレンなど 

 

※上記は、あくまでも高木の樹種としての目安です。植物は生き物ですので、  

 種類によって適切な生育環境が異なります。植栽後の適切な維持管理は管理 

者の責務となりますので、将来の管理に支障が無いよう、樹木の特徴や将来 

の生長を考慮して、植栽場所に応じた樹種を選択してください。 

 

【参考】『建築に伴う緑化のための植栽ガイドブック』 

『世田谷生きもの緑化ガイドブック』            （P55参照） 

コブシ 

イロハモミジ 

（高さ4.0ｍ未満でも高木として本数に算入できます） 
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６ 接道部の緑化基準（Ⅳ） 

 

６-１ 接道部の緑化基準 
  

接道部の総延長に、次表に掲げる施設の種類（建物１階部分の主たる用途による）及び敷地

面積の区分に応じた割合を乗じて得た長さ以上の緑化を確保してください。 
 

接道部の緑化長さ ≧ 接道部の総延長×接道部の緑化基準（割合） 

 

※端数処理：緑化長さは、小数点以下３桁を切り捨て、小数点以下２桁までで算出してください。

※開発行為：開発後の接道部の総延長によって算出してください。 

 

 ■接道部の緑化基準（割合） 

※住宅とは、共同住宅、長屋、一戸建てをいいます。 

６-２ 接道部の緑化の計算方法 

６-２-１ 接道部の緑化延長 

・接道部の緑化は、樹木を植栽することを基本とし、 

道路から目視できるものとします。 

・２-２地上部緑化面積の計算方法（Ｐ１０）及び 

３-２建築物上（屋上・壁面等）緑化面積の計算方法 

（Ｐ１５）で、緑化面積として算入できるものを、 

接道部の緑化延長とします。 

※Ｐ1１「みなし樹冠」の水平投影面積の幅（直径）も接道部の緑化の対象になります。 

・原則として、緑化施設が庇や階段等の工作物（建築物を含む）の直下にある部分は、接道部

の緑化として計上できません。 

区域又は敷地面積 

 

施設の種類(建物 

１階部分の主たる用途) 

250 ～ 500

㎡未満 

500～1000

㎡未満 

1000～3000

㎡未満 

3000～ 10000

㎡未満 

10000 ～

30000 ㎡未満 

30000

㎡以上 

住宅・宿泊施設 

 
４/１０ ５/１０ ６/１０ ７/１０ ８/１０ 

屋外運動施設・屋外娯楽

施設・墓地・廃棄物等の 

処理施設  

６/１０ ７/１０ ８/１０ 

工場・店舗・事務所・駐

車場・資材置場・作業場 
２/１０ ３/１０ ５/１０ ６/１０ ７/１０ 

庁舎・学校・医療施設 

・福祉施設・集会施設 
４/１０ ６/１０ ７/１０ ８/１０ 

上記以外の施設 

 
２/１０ ３/１０ ６/１０ ７/１０ 
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６－２－２ 接道部の緑化の特例 

 

樹木の植栽による接道部の緑化が困難な場合、以下の緑化を接道部の緑化とすることができます。 

※（1）～（8）は、一つの緑化施設（植栽）につき、一つの方法のみを接道部の緑化として 
算入できます。 

                                

（１）接道部に透過性のあるフェンス等の遮へい物がある場合（敷地

地盤面から高さ０．６ｍ以下の工作物との併用も含む）で、当該

フェンス等に隣接する樹木のうち、道路（から目視できるものの

長さ。･･･㋐ 

 

（２）建築物の壁面、ベランダ、屋上における緑化で、道路から目視

できるものの長さのうち、道路境界線からの水平距離が６ｍ以内

にあるもの（壁面ベランダ緑化延長）。･･･㋑ 

 

（３）地被植物、つる植物や花壇による緑化で、植栽地が道路に接し

ており、道路から目視できるものの長さ（地被・花壇の緑化延長）。 

 

（４）接道部のフェンス等（透過性のあるものに限る）に多年生つる植物を這わせるフェンス緑化

で、当該フェンス等に植栽地が接しており、水平長さ０．５ｍにつき多年生つる植物を２株以

上植栽し、道路から目視できるものの長さ（地被・花壇の緑化延長）。 

 

（５）緑化ブロックによる緑化で、植栽地が道路に接して

おり、道路から目視できる緑化の延長に、その緑化ブ

ロック製品の緑化率を掛けたものの長さ（地被・花壇

の緑化延長）。 

 

（６）高さ２．５ｍ以上の樹木（準高木・高木）によ

り、道路境界線からの水平距離が６ｍ以下の範囲

に、樹冠の全部又は一部が含まれる樹木もしくは

接する樹木による緑化で道路から目視できる場所

を緑化する場合、その樹木の樹高の１０分の７に

相当する長さ（樹木高さの緑化延長）。･･･㋒ 
 

＊ 接道部の緑化長さとして認められる場所は、樹

木から接道部への垂線の交点を含む範囲内と

します（樹木高さの緑化延長）。･･･㋓ 

＊ 樹木と道路との間に工作物又はフェンス等の遮蔽

物がある場合は、道路から工作物又はフェンス等を

越えて目視できる高さ（樹高から工作物又はフェン

ス等の高さを引いた高さ）を、置き換えられる緑化

長さの限度とします（樹木高さの緑化延長）。･･･㋔ 

㋒ 

㋔ 

 

㋐ 

㋓ 

６ｍ以内 

㋑ 

 

敷地内      道路 
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（７）道路境界線からの水平距離が６ｍ以下の

範囲に、樹冠の全部又は一部が含まれる樹

木もしくは接する樹木による緑化で、道路

から目視できるものの長さ。･･･㋕ 

 

※樹木と道路との間に工作物又はフェンス等の 

遮蔽物がある場合は、道路から工作物又は 

フェンス等を越えて目視できるものの緑化の 

長さとします。 

 

（８）道路境界線からの水平距離が６ｍ以下の

範囲における樹木による緑化で、道路から

目視できるものの奥行き方向の緑化の長

さ。･･･㋖ 

 

※樹木と道路との間に工作物又はフェンス等 

の遮蔽物がある場合は、道路から工作物又 

はフェンス等を越えて目視できるものの奥 

行き方向の緑化の長さとします。 

※接道部の緑化長さとして認められる場所は、樹木を列植した植栽地から接道部への垂線の交点を中

心とし、植栽地の奥行き方向の終点により弧を描いて得た円の範囲内とします。･･･㋗ 

ただし、交点部分からの実際の空地部分（描いた弧が建物の壁面にあたらない範囲）の幅を限度と

します。･･･㋘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（９）旗ざお敷地（路地状敷地）の場合、路地状部分における任意のラインを接道部とみなし、（１）

から（８）までの緑化を適用できます。･･･㋙ 

   ただし、路地状部分に門扉等の遮へい物又は工作物が

ある場合は、道路からその遮へい物又は工作物を越えて

目視できるものの緑化の長さとします。 

  この取り扱いにおいても、６－１接道部の緑化の基準

（Ｐ２２）は、実際の接道部長さに接道部の緑化基準（率）

を乗じて得た数値とします。 

㋕ 

 

㋘ ㋗ 

㋙ 

 

 

㋖ 
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７ 敷地境界部の緑化基準（風致地区内）（Ⅴ） 

◎風致地区条例の申請で、「建蔽率」、「道路後退」、「隣地後退」などの「緩和措置」を利用し

ていない場合が対象となります。 

７-１ 敷地境界部の緑化基準（風致地区内） 

 敷地外周の延長に、下表の区分に応じた割合を乗じて得た長さ以上の緑化を確保して下さい。 

■敷地境界部の緑化基準（割合） 

 

 
 

※端数処理：緑化長さは、小数点以下３桁を切り捨て、小数点以下２桁までで算出してください。 

７-２ 敷地境界部の緑化の計算方法 

  

７-２-１ 敷地境界部の緑化延長 
 

・接道部の緑化については、樹木を植栽することを基本

とし、道路から目視できるものとします。（接道部の緑

化基準と同様です。） 

・隣地境界部の緑化については、隣地境界線からの水平

距離が５ｍ以下の範囲に樹冠全部又は一部が含まれ

る樹木もしくは接する樹木を植栽することを基本と

します。 

・２-２地上部緑化面積の計算方法（Ｐ１０）及び３-２建築物上（屋上・壁面等）緑化面積の

計算方法（Ｐ１５）で、緑化面積として算入できるものを、敷地境界部の緑化延長とします。 

・Ｐ１１「みなし樹冠」の水平投影面積の幅（直径）も敷地境界部の緑化の対象になります。 

７-２-２ 敷地境界部の緑化として認められる緑化の長さ 

 敷地境界部において樹木の植栽による緑化が困難な場合には、以下の緑化を敷地境界部
の緑化長さとすることができます。 

 

（１）接道部の緑化について 

接道部の緑化基準を準用します。 
 

（２）隣地境界部の緑化について 

１）建築物の壁面、ベランダにおける緑化で、建築物の１階又は

２階にあるものの長さ（壁面ベランダ緑化延長）。 

（隣地境界線から５ｍ以下の範囲に限りません） 

２）高さ２．５ｍ以上の樹木により、隣地境界線からの水平距離

が５ｍ以下の範囲を緑化する場合、その樹高の１０分の７

に相当する長さ（樹木高さの緑化延長）。 

３）隣地境界線からの水平距離が５ｍ以下の範囲を、地被植物、

ツル植物や花壇により緑化したものの長さ（地被・花壇の緑

化延長）。 

 敷地面積  500㎡未満  500㎡以上 1000㎡未満 1000 ㎡以上 

 割  合  ４/１０  ５/１０  ６/１０ 

 

 

実際の敷地境界部の長

さはＷですが、樹高が

2.5ｍ以上の場合、樹高

ｈ×7/10を敷地境界部

の長さとして算定でき

ます。 

樹高 

＝ｈ 
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８ 自動車駐車場の緑化基準（Ⅵ） 

 

８-１ 自動車駐車場の緑化基準 
  

収容能力２０台以上の自動車駐車場の設置は、「都民の健康と安全を確保する環境に関する

条例」により指定作業場と定められ、指定作業場設置の届出が必要です（８－４参照）。敷地

面積１５０㎡以上の場合は、敷地面積に１５％を乗じて得た面積以上を緑化してください。 

主に、月極駐車場や時間貸駐車場等で建築行為を伴わない駐車場が対象です。 

 

自動車駐車場の緑化面積 ≧ 敷地面積 × ０．１５ 

 

※緑化面積は、小数点以下３桁を切り捨て、小数点以下２桁までで算出してください。 

※同じ敷地内で建築行為を伴う場合は、建築行為による基準となります。 

※自動車駐車場には、接道部の緑化基準及び樹木の本数基準はありません。 

※自動車には、二輪車（原動機付き自転車を含む）も含まれます。 

 

８-２ 自動車駐車場の緑化面積の計算方法 
  

緑化面積の計算の方法は、２-２ 地上部緑化面積の

計算方法（Ｐ10）と同様です。（車の下の緑化ブロック

等も算入可能です。） 

ただし、自動車駐車場の緑化に限り、雨水浸透施設

（透水性舗装等）を設けた場合は、敷地面積の５％を上

限として、設置部分の水平投影面積を緑化面積に換算

することができます。 

 

８-３ 駐車場緑化助成 
  

駐車場を緑化する場合、「事業用等駐車場の緑化助成制度」があります（Ｐ56参照）。 

お問い合わせ先 みどり政策課 電話 ６４３２－７９０５ 

 

８-４ 指定作業場設置に関する届出 
 

   収容能力２０台以上の自動車駐車場の設置は、「都民の健康と安全を確保する環境に関する

条例」により指定作業場と定められ、指定作業場設置の届出が必要です。設置の３０日前まで

に以下の届出先までご提出ください。 

※みどりの計画書は、指定作業場設置の届出をする前に、街づくり課にご提出ください。 

                指定作業場設置に関する届出・お問い合わせ先 環境保全課 

電話 ６４３２－７１３７ 
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９ 樹木の伐採（Ⅶ） 

９－１ 既存樹木の保全のお願い 
  

計画にあたっては、敷地にある樹木の保全の検討をお願いします。 

 

 

 

 

※一定基準以上の既存樹木を保全する場合には、樹木本数基準の本数優遇があります。樹木の特

性や生育環境を考慮し、可能な限り既存樹木の活用をお願いします。（Ｐ２１参照） 

※樹木を移植する場合は、助成制度があります。（Ｐ５６参照） 
 

９－２ やむを得ず樹木を伐採する場合 
  

 次のいずれかに該当する樹木をやむを得ず伐採する場合には、伐採樹木の本数及び伐採の理

由等を記入してください。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※木竹の伐採には、地区計画・地区街づくり計画（各総合支所街づくり課）及び世田谷区風景

づくり条例に基づく届出（都市デザイン課）が、別途必要になる場合があります。それぞれ

の所管課に事前にご相談ください。 

※風致地区内で、建築物の建築・木竹の伐採等を行う場合は、事前に東京都風致地区条例の許

可等が必要です。当該地が位置している町名を所管する玉川総合支所か砧総合支所の街づく

り課に事前にご相談ください。 

※区指定の保存樹木・保存樹林地をやむを得ず伐採、移植する場合は、別途手続きが必要です。

みどり政策課（6432-7904）に事前にご相談ください。 

 

① 樹木の保全 可能な限り、既存の位置で樹木を残してください。 

② 移植    既存の位置で残すことが困難な場合、移植を検討してください。 

・地上１．５ｍの高さにおける幹周り８０ｃｍ以上の樹木の伐採行為 

・高さ１０ｍ以上の樹木の伐採行為 

樹木の高さを知る目安 
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１０ 特殊な建築行為等の緑化基準の特例 
  

１０-１ 特殊な建築行為等 
 

次のいずれかに該当する特殊な建築行為等は、緑化基準の特例があります。 

（都市緑地法第３５条第２項、世田谷区みどりの基本条例施行規則第２４条第３項） 

特例の詳細は、各総合支所街づくり課に事前にご相談ください。 
 

（１）その敷地または区域の周囲に広い緑地を有する建築行為等であって、良好な都市環境の

育成に支障を及ぼすおそれがないと区長が認めるもの（公園内の建築物等の場合） 

（２）学校その他の建築行為等であって、その用途によってやむを得ないと区長が認めるもの 

（３）その敷地または区域の全部又は一部が崖地である建築行為等であって、その敷地または

区域の状況によってやむを得ないと区長が認めるもの（敷地または区域に緑化できない

崖地等のある場合） 

 

上記(１)～(３)に該当する建築行為等は、具体的には以下のとおりです。 

施設等 緑化が困難な部分等 

工場等 煙突、パイプラック、廃棄物処理施設、クレーン、変電施設等の固定設備 

高圧ガス保安法に規定する高圧ガス製造所、 

ガス事業法に規定するガス工作物 

消防法に規定する危険物貯蔵所及び給油取扱所、 

液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律に規定する貯蔵施

設 

バス、タクシー、運輸事業者の営業所等の施設の主目的となる駐車場 

自動車教習所における練習用道路及び車庫 

学校、幼稚園、

保育園等 

グラウンド、テニスコート等 

屋外プール 

交通関連施設 鉄道事業法、軌道法に規定する軌道 

道路法に規定する一般交通の用に供する道や道路付属物、 

国及び地方公共団体の事業等に基づく道路予定地 

開発行為 開発区域内の道路、建築物の建築（戸建開発等、敷地面積２５０㎡未満の場合

に限る）の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更を行う区域 

その他 公園施設や公園内で占用の許可を受けた建築物、設置許可を受けた建築物 

墓地区画、墓地区画に併設する通路 

農地、農園、苗圃等 

工事により手を加えない地山の状態で勾配２分の１をこえる崖地 

自家用車での来訪が想定される商業施設等に設置する電気自動車用充電器等 

地上高（見え高）２ｍ以上の傾斜した擁壁 
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１０-２ 特殊な建築行為等の特例 

 

特殊な建築行為等の特例による地上部の緑化基準 
 

・特殊な建築行為等の特例（Ｐ28 の表に示している緑化が困難な部分（学校のグラウンドな

ど））が適用される場合は、敷地又は区域の面積から、緑化が困難な部分の面積を控除して得

た面積をもとに、地上部緑化基準面積（P7）を求めることができます。また、ここで得た地

上部緑化基準面積から樹木本数基準（P20）を求めることができます。適用の可否及び適用

範囲については個別に判断しますので、必ず事前にご相談ください。 

 

 

 

１０-３ 緑化地域制度の適用除外の適用及び許可の条件 

 

緑化地域制度の緑化率規制適用除外の具体的な要件は、Ｐ28 の表のとおりで、地上部の

緑化基準の特例と内容は同一です。 

緑化率規制適用除外の適用の条件は、特殊な建築行為等の特例による地上部の基準緑化面

積が、敷地全体にかかる緑化地域制度に基づく基準緑化面積を下回る場合にのみ、適用除外の

対象となります。 

適用除外に該当する場合には、地上部の緑化基準の特例による基準緑化面積を満たすこと

が許可の条件となります。適用の可否及び適用範囲については個別に判断しますので、必ず事

前にご相談ください。 

 

 

 

１０-４ 緑化地域制度の適用除外の許可申請手続き 

  

    緑化地域制度の適用除外許可を受ける場合には、緑化率規制適用除外の許可申請が必要となります。 

手続きの流れは、３５ページをご確認ください。 

適用除外の許可を申請する場合でも、許可の条件となる緑化についての「みどりの計画

書兼緑化率適合証明申請書」の提出が必要です。 
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１０-５    戸建開発等の特例 

 

 区域面積 500㎡以上の敷地において開発行為を行う場合は、開発区域に対して緑化基準が適用

されますが、戸建分譲等（土地売りの場合も含む）、面積250㎡未満の敷地への分割を予定してお

り、緑化基準を満たすことが困難な場合は、以下のとおり特例による緑化基準の緩和があります。 

 

（１） 地上部基準緑化面積 

    開発区域の面積に依らず、地上部緑化率表（Ｐ７参照）の 250～500 ㎡未満の項を適用しま

す。ただし、建築基準法第53条第3項（角地緩和）等は適用されません。 
 

■ 地上部緑化率表                              

（％） 

建蔽率  
 

30％ 
以下 

40％ 50％ 60％ 70％ 80％ 90％ 

戸建開発等の特例の場合 

（開発区域の面積に依らず） 
20 15 15 10 10 5 5 

                                                                                      

（２） 樹木本数基準 

    （１）により算出した地上部基準緑化面積により、基準樹木本数を算定します。ただし、高木

の基準は０本とします。 

 

（３） 接道部緑化基準 

 開発区域の面積に関わらず、接道部緑化割合は  10分の4  とします。 

この場合、接道部延長は開発行為以前の区域における接道部によって算定し（①）、緑化の実施場所

は開発道路によって新たに生じる接道部を含めることができます（②）。 

 

① 接道部延長を算定する際の接道部      ② 緑化延長に算入可能な接道部 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

道路 

隣地 

隣地 

隣地 

開
発
に
伴
う
道
路 

開発区域 

接道部延長 道路 

隣地 隣地 

隣地 

緑化延長に算入可能な

接道部 

開
発
に
伴
う
道
路 

開発区域 
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１１ 緑化施設工事完了延期認定 

 

１１-１ 緑化施設工事延期認定 

   

敷地面積３００㎡以上における建築物の新築又は増築で、緑化地域制度の対象となる場合、気温その

他のやむを得ない理由により建築工事の完了日までに緑化施設工事を完了できない場合には、緑化施設

工事の完了の延期を認定します。（都市緑地法第４３条第１項） 

  延期認定を受ける場合は、緑化施設工事完了延期認定の申請が必要です。申請後、審査の上、延期認

定通知書を発行します。建築完了検査の際に延期認定通知書の写しを添付することで、緑化施設の一部

完了前であっても、建築の完了検査を受けることができます。（建築基準法施行規則第４条第１項） 

  ※仮使用認定（建築基準法第７条の６）を受けた場合は、緑化施設工事延期認定は不要です。 

 

１１-２ 緑化施設工事延期認定基準 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 植栽以外の園路や広場、土留等は延期認定の対象となりません 

 

１１-３ 緑化施設工事延期認定の申請手続き 

 

・緑化施設工事の延期認定を受ける場合には、緑化施設工事の延期認定申請が必要となります。手続

きの流れについては、37ページをご確認ください。 

・延期は、「工事を完了することができない緑化施設」について認定されます。整備済みの緑化

施設については、建築完了検査の際の検査対象となります。 

・延期が認定された緑化施設について、工事が完了できないやむを得ない理由がなくなったと

きは、速やかに工事を完了し、「完了届」を提出してください。完了届の受理後、緑化施設工事の

完了を現地確認します。 

認定基準 

○ 複数の建築工事により緑化率確保が物理的に不可能な場合 

建築基準法第８６条第１項から第４項まで（これらの規定を同法第８６条の２第８項において

準用する場合を含む）に該当する敷地または、用途上不可分の関係にある二以上の建築物のあ

る敷地で、複数の建築工事等が連続して施工されるために、中途での緑化率確保が物理的に不

可能な場合。 

○ 仮設建築物等の存在により緑化率確保が物理的に不可能な場合 

完了検査後に除却する仮設建築物等（工事のための現場事務所等を除く）が敷地内の緑化施設

計画箇所に存在するため、緑化率確保が物理的に不可能な場合。 

○ 極端に気温が低い日が続く場合 

建築基準法第６条第１項の規定による工事の完了の日の前日までに、東京管区気象台において

最低気温が摂氏０度以下の日（冬日）が連続して１４日以上続いた場合。 

○ 気温の高い日が続き高木の移植が難しい場合 

地上１．５ｍの高さの幹周りが８０ｃｍ以上又は高さ１０ｍ以上の樹木を同一敷地内に移植す

る場合で、工事完了予定日が、７月１日から同年の９月１５日までの間にある場合。 
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１２ 建築物緑化認定ラベル 

    世田谷区みどりの基本条例及び同施行規則に基づき、「完了届」を提出し、規則に定める緑化基

準に適合した建築物には、「みどりの計画完了確認書」の交付に併せ、建築物緑化認定ラベルを

交付します。ラベルは建築物の門柱や玄関等に貼ってください。 

 

 

 

 

 

 

 

１３ 緑化施設の維持管理 

    緑化地域制度では、建築物の維持保全をする者も、建築物の緑化率を都市計画で定められた緑化率

の最低限度以上としなければなりません（都市緑地法第３５条）。また、世田谷区みどりの基本条

例（第２７条第２項）に基づき、緑化基準を遵守し適切な維持管理に努めてください。 

 

 

 

建築物緑化認定ラベル 

世田谷区では、維持管理状況を確認するため、定期的にパトロールを実施しています。 

建物の所有者の方に、緑化の維持管理状況について報告を求める場合があります。 



33 

 

１４ 提出の流れ 

１４-１ 必要書類と提出の流れ 
  

書類提出前に事前相談をお願いします。 

 

１４-１-１ 敷地面積 300㎡以上で緑化地域制度の対象となる場合の流れと必要書類 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 
申請者 

建築主事又は 

指定確認検査機関 

「みどりの計画書兼緑化率適合証明申請書」の提出と確認 

計画が緑化基準を満たしているかを確認します。次のページに示す書

類、図面等を提出してください。確認後、「みどりの計画確認書」「緑

化率適合証明通知書」を交付します。 

建築確認 

建築確認の際、確認申請書に緑化率適合証明通知書を添付してください。 

「完了届」の提出と確認 

緑化基準を満たしているかを確認します。次のページに示す書類、図面

等を提出してください。完了届の受理後、緑化施設工事の完了を現地確

認し、確認後「みどりの計画完了確認書」「緑化率適合等確認通知書」

を交付します。 

 

建築完了検査 

完了検査申請書とともに、緑化率適合等確認通知書（緑化しゅん工図

含む）を提出してください。建築完了検査の一環として、緑化の完了

検査を行います。 

建築・緑化施設工事 

世田谷区  

街づくり課 

提出 

交付 

「確認申請書」 

「確認済証」 交付 

提出 

「完了届」 

「みどりの計画完了確認書」 
提出 

交付 

「完了検査申請書」 

「検査済証」 交付 

提出 

検査 

確認 

確認 

確認 

緑化率適合等確

認通知書を添付

（写し） 

緑化率適合証明

通知書を添付

（写し） 

「緑化率適合等確認通知書」 

「みどりの計画書兼緑化率適合証明申請書」 

「みどりの計画確認書」 

「緑化率適合証明通知書」 

（注） 

（注） 

所要期間は１４日

間です（閉庁日を

除く）。 

事前相談 

※緑化計画の変更届の提出について 

    ⇒P４１参照 
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（注）委任状（53ページ参照） 

・代理人が届出・申請手続きを代行する場合は、委任状を提出してください。 

・変更時又は完了時に代理人を変更する場合は、再度委任状が必要です。 

 
 
１）書 類 …………………………………………………………………………………各２部 

①みどりの計画書兼緑化率適合証明申請書（第１１号様式） 

②緑化面積等計算書（第１２号様式） 

 

２）図 面…………………………………………………………………………………………各２部 

①案内図 

②既存樹木等現況図 （平面図、高木～低木の種別、樹種一覧など） 

※ 伐採してしまう場合でも必要ですが、既存樹木がない場合は不要です。 

③敷地面積求積図 

④緑化計画図  

該当する緑化基準（地上部・建築物上・接道部・敷地境界部・自動車駐車場）の緑化計画図 

・ 緑化平面図・求積図・立面図（壁面緑化など）・断面図（必要な場合） 

・ 樹木本数根拠式・樹種一覧など 

※ 対象となる緑化基準について、各緑化施設の詳細が分かる図面としてください。地上部と建築物上など、１枚で

詳細が記載されていれば、各図面は省略し兼ねることができます。 

※ 緑化計画図には植栽樹種、形状寸法（高さ、葉張り）及び数量を明記してください。 

 

3）委任状（代理人が申請・届出手続きを代行する場合）……………………２部（うち１部は写し可） 

 

４）その他  

現況写真（写真及び撮影位置図など）……………………………………………２部 

みどりの計画書兼緑化率適合証明申請書の提出時に必要な書類 

 

 
 
１）書 類…………………………………………………………………………………各３部 

①完了届（第１４号様式） 

②緑化面積等計算書（第１２号様式） 

 

２）図 面…………………………………………………………………………………………各３部 

①案内図 

②緑化しゅん工図  

該当する緑化基準(地上部・建築物上・接道部・敷地境界部・自動車駐車場)の緑化しゅん工図 

・ 緑化完了平面図・求積図・立面図（壁面緑化など）・断面図（必要な場合） 

・ 樹木本数根拠式・樹種一覧など 

※ 対象となる緑化基準について、各緑化施設の詳細が分かる図面としてください。地上部と建築物上

など、１枚で詳細が記載されていれば、各図面は省略し兼ねることができます。 

 

３）委任状（代理人を変更する場合）………………………………………２部（うち１部は写し可） 

 

４）その他  

緑化の完了写真（各緑化部分の植栽状況写真、撮影位置など）………………２部 
 

完了届の提出時に必要な書類 

 

緑化地域制度では、建築に伴い敷地の一定割合を緑化することが法律で義務付けられています（建

築基準関係規定）。緑化が建築確認及び完了検査の要件となるため、緑化工事が終了しないと検査済

証の交付が受けられず、原則として建築物が使用できません。将来にわたって緑化の維持管理義務が

あり、建築完了後にも立ち入り検査を行う場合があります。 
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１４-１-２ 適用除外許可の申請を行う場合の流れと必要書類 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  

 
申請者 

事前相談 

適用除外許可の申請 

計画が適用除外の許可条件を満たしているかを確認します。次のペー

ジに示す書類、図面等を提出してください。確認後、「みどりの計画確

認書」「緑化率規制適用除外許可通知書」を交付します。 

建築確認 

建築確認の際、確認申請書に緑化率規制適用除外許可通知書を添付し

てください。 

「完了届」の提出と確認 

緑化基準（適用除外許可に付された条件）を満たしているかを確認し

ます。次のページに示す書類、図面等を提出してください。完了届の

受理後、緑化施設工事の完了を現地確認し、確認後「みどりの計画完

了確認書」「緑化率適合等確認通知書」を交付します。 

 

建築完了検査 

完了検査申請書とともに、緑化率適合等確認通知書（緑化しゅん工図

含む）を提出してください。建築完了検査の一環として、緑化の完了

検査を行います。 

建築・緑化施設工事 

世田谷区  

街づくり課 

「緑化率規制適用除外許可通知書」 

提出 

交付 

「確認申請書」 

「確認済証」 交付 

提出 

「完了届」 提出 

交付 

「完了検査申請書」 

「検査済証」 交付 

提出 

検査 

確認 

確認 

確認 

緑化率規制適用
除外許可通知書
を添付（写し） 

「みどりの計画確認書」 

「みどりの計画完了確認書」 

「緑化率規制適用除外許可申請書」 

「みどりの計画書兼緑化率適合証明申請書」 

緑化率適合等確

認通知書を添付

（写し） 
「緑化率適合等確認通知書」 

建築主事又は 

指定確認検査機関 

（注） 

（注） 

所要期間は１４日

間です（閉庁日を

除く）。 

※緑化計画の変更届の提出について 

    ⇒P４１参照   
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  （注）委任状（53ページ参照） 

・代理人が届出・申請手続きを代行する場合は、委任状を提出してください。 

・変更時又は完了時に代理人を変更する場合は、再度委任状が必要です。 

 

 

 

 
 
１）書 類…………………………………………………………………………………各２部 

①みどりの計画書兼緑化率適合証明申請書（第１１号様式） 

②緑化率規制適用除外許可申請書（第２０号様式） 

③緑化面積等計算書（第１２号様式） 

 

２）図 面…………………………………………………………………………………………各２部 

①案内図 

②既存樹木等現況図 （平面図、高木～低木の種別、樹種一覧など） 

※ 伐採してしまう場合でも必要ですが、既存樹木がない場合は不要です。 

③敷地面積求積図、面積控除する部分の求積図 

④緑化計画図  

該当する緑化基準（地上部・建築物上・接道部・敷地境界部・自動車駐車場）の緑化計画図 

・ 緑化平面図・求積図・立面図（壁面緑化など）・断面図（必要な場合） 

・ 樹木本数根拠式・樹種一覧など 

※ 対象となる緑化基準について、各緑化施設の詳細が分かる図面としてください。地上部と建築物上

など、１枚で詳細が記載されていれば、各図面は省略し兼ねることができます。 

※ 緑化計画図には植栽樹種、形状寸法（高さ、葉張り）及び数量を明記してください。 

 

３）委任状（代理人が申請・届出手続きを代行する場合）……………………２部（うち１部は写し可） 

 

４）その他  

 現況写真（写真及び撮影位置図など）………………………………………………………… ２部 

 

適用除外許可の申請時に必要な書類 

 

 
 
１）書 類………………………………………………………………………………… 各 3部 

①完了届（第１４号様式） 

②緑化面積等計算書（第１２号様式） 

 

２）図 面……………………………………………………………………………………………各3部 

①案内図 

②緑化しゅん工図  

該当する緑化基準(地上部・建築物上・接道部・敷地境界部・自動車駐車場)の緑化しゅん工図 

・ 緑化完了平面図・求積図・立面図（壁面緑化など）・断面図（必要な場合） 

・ 樹木本数根拠式・樹種一覧など 

※ 対象となる緑化基準について、各緑化施設の詳細が分かる図面としてください。地上部と建築物上

など、１枚で詳細が記載されていれば、各図面は省略し兼ねることができます。 

 

３）委任状（代理人を変更する場合）………………………………………２部（うち１部は写し可） 

 

４）その他 

緑化の完了写真（各緑化部分の植栽状況写真、撮影位置など）…………………２部 
 

  

完了届の提出時に必要な書類 
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１４-１-３ 緑化施設工事完了延期認定の申請を行う場合の流れと必要書類 

   
申請者 

建築主事又は 

指定確認検査機関 

事前相談 

「みどりの計画書兼緑化率適合証明申請書」の提出と確認 

計画が緑化基準を満たしているかを確認します。次のページに示す書

類、図面等を提出してください。確認後、「みどりの計画確認」「緑化

率適合証明通知書」を交付します。 

 

建築確認 

建築確認の際、確認申請書に緑化率適合証明通知書を添付してください。 

「完了届」の提出と確認 

緑化工事が完了しましたら、緑化基準を満たしているかを確認します。

次のページに示す書類、図面等を提出してください。完了届の受理後、

緑化施設工事の完了を現地確認し、確認後、「みどりの計画完了確認書」

「緑化率適合等確認通知書」を交付します。 

 

建築完了検査 

完了検査申請の際に、緑化施設工事延期認定通知書（緑化計画図含

む）の写しを添付してください。建築完了検査の一環として、整備済

みの緑化の完了検査を行います。 

 

建築・緑化施設工事 

世田谷区  

街づくり課 

「みどりの計画書兼緑化率適合証明申請書」 

「みどりの計画確認書」 

提出 

交付 

「確認申請書」 

「確認済証」 交付 

提出 

「完了届」 提出 

交付 

「完了検査申請書」 

「検査済証」 交付 

提出 
検査 

確認 

確認 

確認 

緑化率適合証

明通知書を添

付（写し） 

 

緑化施設工事完了延期認定 

気温等の理由で緑化工事ができない場合、緑化施設工事の延期を認

定します。次のページに示す書類、図面等を提出して下さい。緑化

施設工事が完了できない部分について、延期を認定し、「緑化施設工

事完了延期認定通知書」を交付します。 

 「緑化施設工事完了延期認定申請書」 

「緑化施設工事完了延期認定通知書」 

提出 

交付 
確認 

緑化施設工事

完了延期認定

通知書を添付 

（写し） 

「みどりの計画完了確認書」 

「緑化率適合等確認通知書」 

「緑化率適合証明通知書」 

＊延期認定を受け

た場合は、緑化率

適合等確認通知書

の建築主事等への

提出は不要です。 

（注） 

（注） 

（注） 

所要期間は１４日

間です（閉庁日を

除く）。 

※緑化計画の変更届の提出について 

    ⇒P４１参照 
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 （注）委任状（53ページ参照） 

・代理人が届出・申請手続きを代行する場合は、委任状を提出してください。 

・変更時又は完了時に代理人を変更する場合は、再度委任状が必要です。 

 

 

 

１）書 類……………………………………………………………………………………各２部 

①みどりの計画書兼緑化率適合証明申請書（第１１号様式） 

②緑化面積等計算書（第１２号様式）  
２）図 面……………………………………………………………………………………………各２部 

①案内図 

②既存樹木等現況図 （平面図、高木～低木の種別、樹種一覧など） 

※ 伐採してしまう場合でも必要ですが、既存樹木がない場合は不要です。 

③敷地面積求積図 

④緑化計画図  

該当する緑化基準（地上部・建築物上・接道部・敷地境界部・自動車駐車場）の緑化計画図 

・ 緑化平面図・求積図・立面図（壁面緑化など）・断面図（必要な場合） 

・ 樹木本数根拠式・樹種一覧など 

※ 対象となる緑化基準について、各緑化施設の詳細が分かる図面としてください。地上部と建築物上

など、１枚で詳細が記載されていれば、各図面は省略し兼ねることができます。 

※ 緑化計画図には植栽樹種、形状寸法（高さ、葉張り）及び数量を明記してください。 

３）委任状（代理人が申請・届出手続きを代行する場合）……………………………２部（うち１部は写し可）  
４）その他  現況写真（写真及び撮影位置図など）………………………………………２部 

 

みどりの計画書兼緑化率適合証明申請書の提出時に必要な書類 

 

 
１）書 類………………………………………………………………………………… 各３部 

①緑化施設工事延期認定申請書（別記様式第２号） 

②建築確認済証の写し  
２）図 面……………………………………………………………………………………………各３部 

①案内図 

②緑化計画図（既存の緑化施設、整備する緑化施設、整備する緑化施設について工事を完了することがで

きない緑化施設について） 

・ 緑化平面図・求積図・立面図（壁面緑化など）・断面図（必要な場合） 

・ 樹木本数根拠式・樹種一覧など 

※ 各緑化施設の詳細が分かる図面としてください。以下上記と同じ。 

３）委任状（代理人を変更する場合）…………………………………………………２部（うち１部は写し可） 

４）その他  ①現況写真（写真及び撮影位置図など）………………………………………３部 

緑化施設工事完了延期認定申請時に必要な書類 

 

 
 

１）書 類……………………………………………………………………………………各２部 

①完了届（第１４号様式） 

②緑化面積等計算書（第１２号様式）  
２）図 面……………………………………………………………………………………………各２部 

①案内図 

②緑化しゅん工図  

該当する緑化基準(地上部・建築物上・接道部・敷地境界部・自動車駐車場)の緑化しゅん工図 

・ 緑化完了平面図・求積図・立面図（壁面緑化など）・断面図（必要な場合） 

・ 樹木本数根拠式・樹種一覧など 

※ 対象となる緑化基準について、各緑化施設の詳細が分かる図面としてください。地上部と建築物上

など、１枚で詳細が記載されていれば、各図面は省略し兼ねることができます。 

３）委任状（代理人を変更する場合）…………………………………………………２部（うち１部は写し可） 

４）その他  現況写真（写真及び撮影位置図など）………………………………………２部 

        

完了届提出時に必要な書類 
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１４-１-４            の場合の流れと必要書類  

     

      

 
届出者 

建築主事又は 

指定確認検査機関 

事前相談 

「みどりの計画書兼緑化率適合証明申請書」の提出と確認 

計画が緑化基準を満たしているかを確認します。次のページに示す

書類、図面等を提出してください。確認後、みどりの計画確認書を交付

します。 

建築確認 

建築確認申請の際、みどりの計画確認書の写しを提出してください。

（図面不要） 

 

「完了届」の提出と確認 

緑化基準を満たしているかを確認します。次のページに示す書類、図

面等を提出してください。完了届の受理後、緑化施設工事の完了を現

地確認し、確認後、みどりの計画完了確認書を交付します。 

 

世田谷区  

街づくり課 

みどりの計画
確認書の添付
（写し・図面
不要） 
＊緑化地域の
対象外である
ことを確認す

るため 

敷地面積３００㎡未満 

緑化地域制度の対象外 

※緑化計画の変更届の提出について 

    ⇒P４１参照 

建築・緑化施設工事 

「みどりの計画書兼緑化率適合証明申請書」 

「みどりの計画確認書」 

「確認申請書」 

「確認済証」 

「完了届」 

「みどりの計画完了確認書」 

確認 

確認 

確認 

（注） 

（注） 

所要期間は１４日

間です（閉庁日を

除く）。 

提出 

交付 

提出 

交付 

提出 

交付 
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   （注）委任状（53ページ参照） 

・代理人が届出・申請手続きを代行する場合は、委任状を提出してください。 

・変更時又は完了時に代理人を変更する場合は、再度委任状が必要です。 

 

 

 

 

 
 
１）書 類……………………………………………………………………………………各２部 

①みどりの計画書兼緑化率適合証明申請書（第１１号様式） 

②緑化面積等計算書（第１２号様式） 

 

２）図 面……………………………………………………………………………………………各２部 

①案内図 

②既存樹木等現況図 （平面図、高木～低木の種別、樹種一覧など） 

※ 伐採してしまう場合でも必要ですが、既存樹木がない場合は不要です。 

③敷地面積求積図 

④緑化計画図  

該当する緑化基準（地上部・建築物上・接道部・敷地境界部・自動車駐車場）の緑化計画図 

・ 緑化平面図・求積図・立面図（壁面緑化など）・断面図（必要な場合） 

・ 樹木本数根拠式・樹種一覧など 

※ 対象となる緑化基準について、各緑化施設の詳細が分かる図面としてください。地上部と建築物上

など、１枚で詳細が記載されていれば、各図面は省略し兼ねることができます。 

※ 緑化計画図には植栽樹種、形状寸法（高さ、葉張り）及び数量を明記してください。 

 

3）委任状（代理人が申請・届出手続きを代行する場合）……………………２部（うち１部は写し可） 

 

4）その他  現況写真（写真及び撮影位置図など）………………………………………２部 

 

みどりの計画書の提出時に必要な書類 

 

 
 
１）書 類……………………………………………………………………………………各２部 

①完了届（第１４号様式） 

②緑化面積等計算書（第１２号様式） 

 

２）図 面……………………………………………………………………………………………各２部 

①案内図 

②緑化しゅん工図  

該当する緑化基準(地上部・建築物上・接道部・敷地境界部・自動車駐車場)の緑化しゅん工図 

・ 緑化完了平面図・求積図・立面図（壁面緑化など）・断面図（必要な場合） 

・ 樹木本数根拠式・樹種一覧など 

※ 対象となる緑化基準について、各緑化施設の詳細が分かる図面としてください。地上部と建築物上

など、１枚で詳細が記載されていれば、各図面は省略し兼ねることができます。 

 

3）委任状（代理人を変更する場合）………………………………………２部（うち１部は写し可） 
 

4）その他  現況写真（写真及び撮影位置図など）………………………………………２部 

完了届の提出時に必要な書類 
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１４-２ 変更届及び取り下げ届・取りやめ届 

  

（１）変更届について 

 
 

１）変更届の提出が必要となる場合 

・事業者（届出者）が変わる場合 

・敷地面積の変更などにより、緑化率や緑化基 

準が変わる場合 

・緑化手法や緑化場所など、緑化の計画が変わ 

る場合  

・建物の配置の変更など、建築計画が変わる場合 

 

２）緑化率適合証明通知書の取扱い 

計画の変更に伴い、新たに緑化率適合通知

書を建築主事等に提出する必要がある場合は、

変更届に併せて、みどりの計画書兼緑化率適

合証明申請書（第１１号様式）を提出してくだ

さい。 

 

 

 

 

 

（２）取り下げ届・取りやめ届について 

１）計画を取り下げる場合 

 （緑化地域制度の対象の場合） 

「みどりの計画書兼緑化率適合証明申請書」

を提出後、「緑化率適合証明通知書」が交付

されるまでの間等に、申請を取り下げる場

合に提出してください。 

 

２）計画を取りやめる場合  

「みどりの計画確認書」及び「緑化率適合証

明通知書」等の交付後に、工事を中止する場合

に提出してください。 

 

 

  

（注） 委任状（53ページ参照） 

・代理人が届出・申請手続きを代行する場合は、委任状を提出してください。 

・変更時又は完了時に代理人を変更する場合は、再度委任状が必要です。 

 

 

提出書類 

 

取り下げ届・取りやめ届（第１７号様式） 

……………………………２部 

※委任状（代理人を変更する場合） 

……………２部（うち１部は写し可） 

 

 

 

提出書類 
 
取り下げ届・取りやめ届（第１７号様式） 

……………………………２部 

※委任状（代理人を変更する場合） 

……………２部（うち１部は写し可） 

 

提出書類 
 
・書 類………………………………各２部 

①変更届（第１６号様式） 

②緑化面積等計算書（第１２号様式） 

③緑化率適合証明申請書（第１１号様式） 

（必要な場合） 

・図 面……………………………………各２部 

①案内図 

②変更緑化計画図（変更する箇所の図面のみ必要） 

該当する緑化基準（地上部・建築物上・接

道部・敷地境界部・自動車駐車場）の緑化

計画図 

・ 緑化平面図・求積図・立面図（壁面緑化

など）・断面図（必要な場合） 

・ 樹木本数根拠式・樹種一覧など 

※ 各緑化施設の詳細が分かる図面としてくだ

さい。 

※委任状（代理人を変更する場合） 

………………２部（うち１部は写し可） 

変更届 

 

取り下げ届 

 

取りやめ届 
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１５ 図面・計画書の作成例 

※ 緑化計画図には植栽樹種、形状寸法（高さ、葉張り）及び数量を明記してください。 

※ 建築物の外周（庇や階段等を含む）を明記してください。（建築物・工作物の直下にある緑化施設は緑化面積に計上できません。） 

樹高 1.50m（中木）5本 

みなし換算により 

低木 20本へ換算 

低木 

20本 

Ⅲ 樹木本数 

ＣＡＤで求積する場合の条件 
・スケール（縮尺）を決めて図面を作成してください。ノンスケールで描かないでください。 

・緑化面積の求積は緑化施設ごとに行い、検査時に現場で延長を確認できるよう、図面には 
緑化施の各辺の寸法を記載してください。 
・ＣＡＤ求積した場合は、計算根拠式に「ＣＡＤによる」と明記してください。 
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＊樹木の面積計算は３通りの

計算（Ｓ１a,Ｓ１b,Ｓ１ｃ）を

する必要はありません。実際に

採用する計算方法を記載して

ください。 

 

1.1×1.1×π×5本＝18.99㎡  ―合計― 18.99㎡ 

（中木 5本をみなし換算により、 

低木 20本に換算） 

*高木は既存樹木 1本を高木 3本に換算 

*低木は中木 5本を低木 20本に換算 
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※ 緑化計画図には植栽樹種、形状寸法（高さ、葉張り）及び数量を明記してください。 

6
.
0
0
ｍ
 

6.0ｍ 

6.0ｍ 

6.0ｍ 
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第１１号様式（第２１条、第３８条、第３９条関係） 

（第１面） 

２０〇〇年 〇月 〇日 

みどりの計 画 書 兼 緑 化 率 適 合 証 明 申 請 書 

 

 世田谷区長  あて 

届出・申請者  住所 世田谷区喜多見○－○－○ 

            （建築主・施主） 氏名 世田谷 太郎 

電話番号 ０３（５４３２）１１１１ 
（法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名） 

☑世田谷区みどりの基本条例第２６条第１項の規定により、下記のとおり届け出ます。 

☑都市緑地法施行規則第４２条の規定による証明を受けたいので、下記のとおり申請します。 

記 

行
為
等
の
内
容 

名  称 （仮称）世田谷マンション 

所 在 地 
（地  番）世田谷区 喜多見   ○丁目  ○○番 

（住居表示）世田谷区 喜多見   ○丁目  ○○番   ○○号 

行 為 区 分  

☑ 建築行為（☑ 新築・□ 増築） 

（増築の場合の床面積：都市計画告示日の合計に対する増築後の合計の割合   ％） 

□ 開発行為   □ 自動車駐車場の設置 

行 為 規 模  敷地又は区域の面積      ６００．００    ㎡ 
※小数点以下３桁を切り捨て、小数点以下２桁までで算出してください。 

建築物の種類 

☑ 住宅、長屋、共同住宅 □ 屋外運動施設、屋外娯楽施設 

□ 工場、店舗、事務所 □ 庁舎、学校、医療・福祉施設、集会施設 

□ その他 (                  ） 

敷
地
の
状
況 

敷

地

１ 

用途地域 第一種低層住居専用地域 敷地又は区域の面積    ６００．００ ㎡ 

建蔽率 ４０     ％ 
□建築基準法第５３条第１項 

☑その他（ 地区計画の建蔽率       ） 
準防火地域の耐火・準耐火建築物の緩和は使えません。 

敷

地

２ 

用途地域  敷地又は区域の面積           ㎡ 

建蔽率        ％ 

□建築基準法第５３条第１項 

□その他（                ） 

特別な条件 

□ 総合設計の許可、建築基準法第５５条第２項の認定   

☑ 地区計画等による建蔽率の最高限度の適用 

□ 国分寺崖線保全重点地区の指定   ☑ 風致地区の指定 

□ 再開発等促進区・高度利用地区・特定街区  

着手予定年月日 ２０〇〇年 ○月 ○日 

完了予定年月日 ２０〇〇年○〇月○〇日 

添
付
書
類 

☑ 緑化面積等計算書（第１２号様式） ☑ 案内図   

☑ 既存樹木等現況図（平面図・高木～低木の種別・樹種一覧） 

☑ 敷地面積求積図 ☑ 現況写真  ☑ 委任状（必要な場合） 

☑ 緑化計画図（緑化平面図・緑化面積求積図・樹種一覧） 
□ 立面図（必要な場合）□ 断面図（必要な場合） 
※ 各図面は、１枚で詳細が記載されていれば、省略し、兼ねることができます。 

連
絡
先 

所在地 ○○区○○町○○－○○－○○ 

氏名  ○○設計事務所 ○○ ○○      電話番号 ○○（○○○○）○○○○ 

地上部緑化率表に適用する建蔽率を記入してください（建築する建物の建蔽

率ではありません）。 

都市計画の建蔽率と異なる場合（角地や防火地域の耐火建築物、地区計画

等）は（ ）内にその旨を記入してください。 

記載例（４２～４４ページ作成例の場合） 

特別な条件に該当する場合、条例の基準と法律の基準

が異なる場合がありますのでご注意ください。 

都市緑地法にかかる場合(敷地面積３００㎡以上)は、ここにもチェック 
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対

象

と

な

る

緑

化

基

準

等 

左欄の届出行為に伴う各項目に該当する場合は、右欄のⅠ～Ⅶの緑化基準等が対象となります。表の下の

該当部分に数値を記入してください。 

なお、複数項目に該当する場合は、該当する全ての緑化基準等が対象となります。 

☑１ 面積２５０㎡以上の敷地における建築行為又は５００㎡以上の区域における開発行為 Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ 

☑２ 上記１のうち面積３００㎡以上の敷地における建築行為 ★ 

□３ 建蔽率８０％以上で敷地面積１，０００㎡以上の建築行為 Ⅱ 

☑４ 風致地区で風致地区条例に基づく許可に緑化条件を伴わない建築行為 Ⅴ 

□５ 面積１５０㎡以上の敷地における自動車駐車場を設置する行為 Ⅵ 

□６ 既存樹木で地上１．５ｍの高さで幹の周囲が０．８ｍ以上の樹木又は高さ１０ｍ以 

上の樹木の伐採行為 
Ⅶ 

緑化基準及び実施の緑化面積等を計算し、下の表に数値を記入してください。 

Ⅰ地上部 

 の緑化 

基準 

緑化 

率  

① 

２０．００ 

％ 

基準 

緑化 

面積  

②   

１２０．００ 

     ㎡ 

実施 

緑化 

面積 

③ 

１８１．１０ 

  ㎡ 

実施 

緑化 

率 

④ 

３０．１８ 

％ 

Ⅱ建築物上 

の緑化 

基準 

緑化 

率  

⑤ 

  

％  

基準 

緑化 

面積 

⑥ 

 

㎡ 

実施 

緑化 

面積 

⑦ 

 

㎡ 

実施 

緑化 

率 

⑧ 

   

％ 

★緑化地域 

制度 

都市計画に 

定められた 

緑化率 

１５．００ 

 ％  

実施 

緑化面積 

③＋⑦ 

１８１．１０ 

㎡ 

緑化施設の 

敷地面積に 

対する割合 

（③＋⑦）／敷地面積 

３０．１８ 

％ 

Ⅲ樹木本数 

樹木区分 高木 準高木 中木 低木 

基準 

樹木本数 
⑨  ２ 本 ４ 本 ２６ 本 ９２ 本 

実施樹木本

数（換算後） 
⑩ ３ 本 ６ 本 ２７ 本 ９５ 本 

Ⅳ接道部 

 の緑化 

接道部 

緑化基準 

割合 

⑪ 

０．５ 

 

基準接道部 

緑化延長 

⑫ 

１５．００ 

    ｍ 

実施接道部 

緑化延長 

⑬ 

２６．４０ 

ｍ 

Ⅴ敷地境界部 

の緑化 

敷地境界部 

緑化基準 

割合 

⑭ 

０．５ 

 

基準 

敷地境界部 

緑化延長 

⑮ 

５０．００ 

   ｍ 

実施 

敷地境界部 

緑化延長 

⑯ 

７３．３０ 

ｍ 

Ⅵ自動車駐車場 

の緑化 

基準 

緑化率 

 

  ％ 

基準 

緑化面積 

⑰ 

  ㎡ 

実施  

緑化面積 

⑱ 

㎡ 

Ⅶ樹木の伐採 

既存樹木のうち 

伐採する樹木 

地上１．５ｍの高さで幹の周囲が０．８ｍ以上の樹木 

又は高さ１０ｍ以上の樹木 
     本 

伐採の理由  

既存位置で保全す 

ることができない 

理由 

 

移植することがで 

きない理由 
 

備考 

（緑化面積・緑化延長・緑化率は、小数点以下３桁を切り捨て、小数点以下２桁までで算出し

てください。） 

第１１号様式             （第２面） 
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第１２号様式（第２１条、第３１条、第３４条、第３８条、第３９条、第４１条、第４４条関係） 

（第１面） 

 

緑化面積等計算書 

Ⅰ 

地

上

部

・ 

Ⅱ 

建

築

物

上 

 

 

Ⅰ地上部の緑化 Ⅱ建築物上の緑化（屋上、壁面等） 

敷地面積 
６００．００ 

㎡ 

  

 ㎡ 

人の出入り及び利用可能な屋上 

□ 有        □ 無 

地上部緑化率表

に定める緑化率 

２０．００ 

％ 

 

％  

上の欄で有の場合

は、その屋上の面積 
◇1           ㎡ 

基準緑化率 
① 

    ２０．００     ％ 
基準緑化率 

⑤ 

 ％ 

基準 

緑化面積 

総敷地面積×① 

②  １２０．００     ㎡ 

基準  

緑化面積 

◇1 ×緑化率 

⑥          ㎡ 

実施する緑化の区分 地上部緑化の面積 建築物上緑化の面積 

樹木：樹冠の水平投影面積 Ｓ１a＝ 38．08 ㎡ Ｒ１a＝ ㎡ 

樹木：「みなし樹冠」の水平投影面積 Ｓ１b＝ 41．76 ㎡ Ｒ１b＝ ㎡ 

樹木：植栽基盤で一定の条件に該当す 

るものの水平投影面積 
Ｓ１c＝ 83．48 ㎡ Ｒ１c＝ ㎡ 

芝その他の地被植物で表面がおおわれ 

ている部分の水平投影面積 
Ｓ２＝ ㎡ Ｒ２＝ ㎡ 

花壇その他これに類するもので表面の 

おおわれている部分の水平投影面積 
Ｓ３＝ ㎡ Ｒ３＝ ㎡ 

水流、池その他これらに類するものの 

水平投影面積 
Ｓ４＝ 12．80 ㎡ Ｒ４＝ ㎡ 

緑化施設に附属する園路、土留め、そ 

の他施設の水平投影面積 
Ｓ５＝ 4．98 ㎡ Ｒ５＝ ㎡ 

壁面緑化の面積   Ｗ１＝ ㎡ 

実際に実施した緑化の計 
ΣＳ１～Ｓ５

＝ 

181．10 

㎡ 

ΣＲ１～Ｒ５ 

＋Ｗ１＝ 
㎡ 

建築物上から地上部へ振り替える場合 Ｃ１＝ ㎡ －Ｃ１＝ ▲       ㎡ 

地上部から建築物上へ振り替える場合 －Ｃ２＝ ▲     ㎡ Ｃ２ ＝ ㎡ 

実施 地上部緑化面積計 ③ 

実施 建築物上緑化面積計 ⑦ 

③  

      １８１．１０ ㎡ 

⑦      

   ㎡ 

実施 地上部緑化率 ④  

実施 建築物上緑化率 ⑧ 

④  

      ３０．１８ ％ 

⑧   

      ％ 

実施緑化面積総計 

③+⑦ 

 

１８１．１０ ㎡ 

緑化施設の 

敷地面積に 

対する割合 

(③+⑦)／敷地又は区域の面積 

 

３０．１８ ％ 

備考  
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第１２号様式                 （第２面） 

 

Ⅲ 

樹

木

本

数 

地上部基準緑化面積 ②  １２０．００ ㎡ 
控除面積 

（地上部のＳ４、Ｓ５） 
  １７．７８  ㎡ 

樹木本数基準面積  地上部基準緑化面積－控除面積（Ｓ４、Ｓ５）＝□1    １０２．２２  ㎡ 

基準 樹木本数        ⑨ 

高木 準高木 中木 低木 

□1 ×０．０２ 

２ 本 

□1 ×０．０３ 

４ 本 

□1 ×０．２５ 

２６ 本 

□1 ×０．９ 

９２ 本 

新規植栽樹木本数  本 ６ 本 ３２ 本 ７５ 本 

保全する既存樹木本数 １ 本 本 本 本 

敷地内の樹木本数 小計 

（新規植栽本数＋保全本数） 
１ 本 ６ 本 ３２ 本 ７５ 本 

既存樹木保全の場合の優遇換算分 ２ 本 
保存樹木などは、本数×３ 

その他対象樹木は、本数×２ 

優遇換算後の樹木本数 小計 

(敷地内の樹木本数＋優遇換算本数) 
３ 本 ６ 本 ３２ 本 ７５ 本 

樹木本数のみなし換算

の場合の根拠 

（換算減を▲○本、換

算増を○本と記入） 

高木 本 本 本 本 

準高木 本 本 本 本 

中木 本 本 ▲５ 本 ２０ 本 

低木 本 本 本 本 

実施 樹木本数 計  

（みなし換算後の本数）     
⑩ ３ 本 ６ 本  ２７ 本  ９５ 本 

Ⅳ 

接

道

部 

接道部の長さ    ３０．００    ｍ 接道部緑化基準割合 ⑪   ０．５ 

基準 接道部緑化延長 接道部の長さ×接道部緑化基準割合＝⑫       １５．００   ｍ 

樹木による緑化延長 ２０．８０    ｍ 地被・花壇の緑化延長 ｍ 

壁面ベランダ緑化延長 ｍ 樹木高さの換算延長 ５．６０   ｍ 

実施 緑化延長計 ⑬                         ２６．４０     ｍ 

Ⅴ

敷

地

境

界

部 

敷地境界部の長さ １００．００  ｍ 敷地境界部緑化基準割合 ⑭  ０．５ 

基準 敷地境界部緑化延長 敷地境界部の長さ×敷地境界部緑化基準割合＝      ５０．００    ｍ 

接
道
部 

樹木による緑化延長 ２０．８０  ｍ 地被・花壇の緑化延長 ｍ 

壁面ベランダ緑化延長 ｍ 樹木高さの換算延長 ５．６０   ｍ 

隣
地
部 

樹木による緑化延長 ４６．９０  ｍ 地被・花壇の緑化延長 ｍ 

壁面ベランダ緑化延長 ｍ 樹木高さの換算延長 ｍ 

実施 緑化延長計 ⑯                           ７３．３０    ｍ 

Ⅵ 

自

動

車

駐

車

場 

敷地の面積                                    ㎡ 

基準 自動車駐車場緑化面積 敷地の面積×０．１５＝⑰                       ㎡ 

緑化面積 ㎡ 雨水浸透施設面積 ㎡ 

実施 緑化面積計 ⑱                                  ㎡ 

備考  

P. 2１参照 
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第１１号様式（第２１条、第３８条、第３９条関係） 

（第１面） 

２０〇〇年 〇月 〇日 

みどりの計 画 書 兼 緑 化 率 適 合 証 明 申 請 書 

 

 世田谷区長  あて 

届出・申請者  住所 世田谷区世田谷○－○－○ 

                   （建築主・施主） 氏名 世田谷 太郎 

電話番号 ０３（５４３２）１１１１ 
（法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名） 

 

☑世田谷区みどりの基本条例第２６条第１項の規定により、下記のとおり届け出ます。 

□都市緑地法施行規則第４２条の規定による証明を受けたいので、下記のとおり申請します。 

記 

行
為
等
の
内
容 

名  称 （仮称）世田谷○丁目宅地造成計画  （例：戸建開発） 

所 在 地 
（地  番）世田谷区 世田谷   ○丁目  ○○番 

（住居表示）世田谷区 世田谷   ○丁目  ○○番   ○○号 

行 為 区 分 

□ 建築行為（□ 新築・□ 増築） 

（増築の場合の床面積：都市計画告示日の合計に対する増築後の合計の割合   ％） 

☑ 開発行為   □ 自動車駐車場の設置 

行 為 規 模 敷地又は区域の面積      １２００．００    ㎡ 
※小数点以下３桁を切り捨て、小数点以下２桁までで算出してください。 

建築物の種類 

□ 住宅、長屋、共同住宅 □ 屋外運動施設、屋外娯楽施設 

□ 工場、店舗、事務所 □ 庁舎、学校、医療・福祉施設、集会施設 

□ その他 (                  ） 

敷
地
の
状
況 

敷

地

１ 

用途地域 第一種低層住居専用地域 敷地又は区域の面積 370.00 ㎡(控除後の面積) 

建蔽率   ４０ ％ 

☑建築基準法第５３条第１項 

□その他（                 ） 
準防火地域の耐火・準耐火建築物の緩和は使えません。 

敷

地

２ 

用途地域 第一種中高層住居専用地域 敷地又は区域の面積 680.00 ㎡(控除後の面積) 

建蔽率   ６０ ％ 

☑建築基準法第５３条第１項 

□その他（                 ） 
    準防火地域の耐火・準耐火建築物の緩和は使えません。 

特別な条件 

□ 総合設計の許可、建築基準法第５５条第２項の認定   

□ 地区計画等による建蔽率の最高限度の適用 

□ 国分寺崖線保全重点地区の指定   ☑ 風致地区の指定 

□ 再開発等促進区・高度利用地区・特定街区  

着手予定年月日 ２０〇〇年 ○月 ○日 

完了予定年月日 ２０〇〇年○〇月○〇日 

添
付
書
類 

☑ 緑化面積等計算書（第１２号様式） ☑ 案内図 

☑ 既存樹木等現況図（平面図・高木～低木の種別・樹種一覧） 

☑ 敷地面積求積図 ☑ 現況写真   ☑ 委任状（必要な場合） 

☑ 緑化計画図（緑化平面図・緑化面積求積図・樹種一覧） 
□ 立面図（必要な場合）□ 断面図（必要な場合） 
※ 各図面は、１枚で詳細が記載されていれば、省略し、兼ねることができます。 

連
絡
先 

所在地 ○○区○○町○○－○○－○○ 

氏名  ○○設計事務所 ○○ ○○      電話番号 ○○（○○○○）○○○○ 

記載例（戸建開発の特例を適用する場合） 
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対

象

と

な

る

緑

化

基

準

等 

左欄の届出行為に伴う各項目に該当する場合は、右欄のⅠ～Ⅶの緑化基準等が対象となります。表の下の

該当部分に数値を記入してください。 

なお、複数項目に該当する場合は、該当する全ての緑化基準等が対象となります。 

☑１ 面積２５０㎡以上の敷地における建築行為又は５００㎡以上の区域における開発行為 Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ 

□２ 上記１のうち面積３００㎡以上の敷地における建築行為 ★ 

□３ 建蔽率８０％以上で敷地面積１，０００㎡以上の建築行為 Ⅱ 

□４ 風致地区で風致地区条例に基づく許可に緑化条件を伴わない建築行為 Ⅴ 

□５ 面積１５０㎡以上の敷地における自動車駐車場を設置する行為 Ⅵ 

□６ 既存樹木で地上１．５ｍの高さで幹の周囲が０．８ｍ以上の樹木又は高さ１０ｍ以

上 

の樹木の伐採行為 

Ⅶ 

緑化基準及び実施の緑化面積等を計算し、下の表に数値を記入してください。 

Ⅰ地上部 

 の緑化 

基準 

緑化 

率  

① 

１２．９３ 

％ 

基準 

緑化 

面積  

②   

１３５．７６ 

     ㎡ 

実施 

緑化 

面積 

③ 

１５０．００ 

  ㎡ 

実施 

緑化 

率 

④ 

１４．２８ 

％ 

Ⅱ建築物上 

の緑化 

基準 

緑化 

率  

⑤ 

  

％  

基準 

緑化 

面積 

⑥ 

 

㎡ 

実施 

緑化 

面積 

⑦ 

 

㎡ 

実施 

緑化 

率 

⑧ 

   

％ 

★緑化地域 

制度 

都市計画に 

定められた 

緑化率 

 

 ％  

実施 

緑化面積 

③＋⑦ 

 

㎡ 

緑化施設の 

敷地面積に 

対する割合 

（③＋⑦）／敷地面積 

 

％ 

Ⅲ樹木本数 

樹木区分 高木 準高木 中木 低木 

基準 

樹木本数 
⑨  ０ 本 ４ 本 ３０ 本 １０７ 本 

実施樹木本

数（換算後） 
⑩ ２ 本 ４ 本 ３５ 本 １２２ 本 

Ⅳ接道部 

 の緑化 

接道部 

緑化基準 

割合 

⑪ 

０．４ 

 

基準接道部 

緑化延長 

⑫ 

１６．００ 

    ｍ 

実施接道部 

緑化延長 

⑬ 

１８．００ 

ｍ 

Ⅴ敷地境界部 

の緑化 

敷地境界部 

緑化基準 

割合 

⑭ 

 

 

基準 

敷地境界部 

緑化延長 

⑮ 

 

   ｍ 

実施 

敷地境界部 

緑化延長 

⑯ 

 

ｍ 

Ⅵ自動車駐車場 

の緑化 

基準 

緑化率 

 

  ％ 

基準 

緑化面積 

⑰ 

  ㎡ 

実施  

緑化面積 

⑱ 

㎡ 

Ⅶ樹木の伐採 

既存樹木のうち 

伐採する樹木 

地上１．５ｍの高さで幹の周囲が０．８ｍ以上の樹木 

又は高さ１０ｍ以上の樹木 
     本 

伐採の理由  

既存位置で保全す 

ることができない 

理由 

 

移植することがで 

きない理由 
 

備考 

（緑化面積・緑化延長・緑化率は、小数点以下３桁を切り捨て、小数点以下２桁までで算出し

てください。） 

 緑化基準の特例によって、開発区域内の道路の水平投影面積（１５０㎡）を除外したうえで、

戸建開発の特例によって地上部の緑化基準、樹木の本数基準及び接道部緑化基準を算出。なお、

戸建開発の特例適用について、事前に相談済みである。 

第１１号様式            （第２面） 
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第１２号様式（第２１条、第３１条、第３４条、第３８条、第３９条、第４１条、第４４条関係） 

（第１面） 

緑化面積等計算書 

Ⅰ 

地

上

部

・ 

Ⅱ 

建

築

物

上 

 

 

Ⅰ地上部の緑化 Ⅱ建築物上の緑化（屋上、壁面等） 

敷地面積 
３７０．００ 

㎡ 

６８０．００ 

 ㎡ 

人の出入り及び利用可能な屋上 

□ 有        □ 無 

地上部緑化率表

に定める緑化率 

１５．００ 

％ 

１０．００ 

％  

上の欄で有の場合

は、その屋上の面積 ◇1           ㎡ 

基準緑化率 
① 

     １２．９３    ％ 

基準緑化率 ⑤ 

 ％ 

基準 

緑化面積 

総敷地面積×① 

②   １３５．７６    ㎡ 

基準  

緑化面積 

◇1 ×緑化率 

⑥          ㎡ 

実施する緑化の区分 地上部緑化の面積 建築物上緑化の面積 

樹木：樹冠の水平投影面積 Ｓ１a＝       ㎡ Ｒ１a＝ ㎡ 

樹木：「みなし樹冠」の水平投影面積 Ｓ１b＝ 50．00 ㎡ Ｒ１b＝ ㎡ 

樹木：植栽基盤で一定の条件に該当す 

るものの水平投影面積 
Ｓ１c＝ 100．00㎡ Ｒ１c＝ ㎡ 

芝その他の地被植物で表面がおおわれ 

ている部分の水平投影面積 
Ｓ２＝ ㎡ Ｒ２＝ ㎡ 

花壇その他これに類するもので表面の 

おおわれている部分の水平投影面積 
Ｓ３＝ ㎡ Ｒ３＝ ㎡ 

水流、池その他これらに類するものの 

水平投影面積 
Ｓ４＝ ㎡ Ｒ４＝ ㎡ 

緑化施設に附属する園路、土留め、そ 

の他施設の水平投影面積 
Ｓ５＝  ㎡ Ｒ５＝ ㎡ 

壁面緑化の面積   Ｗ１＝ ㎡ 

実際に実施した緑化の計 
ΣＳ１～Ｓ５

＝ 

１５０．００ 

㎡ 

ΣＲ１～Ｒ５ 

＋Ｗ１＝ 
㎡ 

建築物上から地上部へ振り替える場合 Ｃ１＝ ㎡ －Ｃ１＝ ▲       ㎡ 

地上部から建築物上へ振り替える場合 －Ｃ２＝ ▲     ㎡ Ｃ２ ＝ ㎡ 

実施 地上部緑化面積計 ③ 

実施 建築物上緑化面積計 ⑦ 

③  

      １５０．００ ㎡ 

⑦      

   ㎡ 

実施 地上部緑化率 ④  

実施 建築物上緑化率 ⑧ 

④  

      １４．２８ ％ 

⑧   

      ％ 

実施緑化面積総計 

③+⑦ 

 

１５０．００ ㎡ 

緑化施設の 

敷地面積に 

対する割合 

(③+⑦)／敷地又は区域の面積 

 

１４．２８ ％ 

備考  

控除後の区域の面積１，０５０㎡ 

で基準緑化面積を求める。 

風致地区内であるため、 

求めた緑化率(１１．７６％）を１．１倍する。 
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第１２号様式                 （第２面） 

 

Ⅲ 

樹

木

本

数 

地上部基準緑化面積 ②  １１８．７５ ㎡ 
控除面積 

（地上部のＳ４、Ｓ５） 
    ㎡ 

樹木本数基準面積  地上部基準緑化面積－控除面積（Ｓ４、Ｓ５）＝□1    １１８．７５  ㎡ 

基準 樹木本数        ⑨ 

高木 準高木 中木 低木 

□1 ×０．０２ 

 ０ 本 

□1 ×０．０３ 

４ 本 

□1 ×０．２５ 

３０ 本 

□1 ×０．９ 

１０７ 本 

新規植栽樹木本数   ０ 本 ４ 本 ２５ 本 ２５ 本 

保全する既存樹木本数 １ 本 ０ 本 １０ 本 ２５ 本 

敷地内の樹木本数 小計 

（新規植栽本数＋保全本数） 
１ 本 ４ 本 ３５ 本 ５０ 本 

既存樹木保全の場合の優遇換算分 ２ 本 
保存樹木などは、本数×３ 

その他対象樹木は、本数×２ 

優遇換算後の樹木本数 小計 

(敷地内の樹木本数＋優遇換算本数) 
３ 本 ４ 本 ３５ 本 ５０ 本 

樹木本数のみなし換算

の場合の根拠 

（換算減を▲○本、換

算増を○本と記入） 

高木 ▲１ 本 ２ 本 本 （７２）本 

準高木 本 ▲２ 本 １８ 本 本 

中木 本 本 ▲１８ 本 ７２ 本 

低木 本 本 本  本 

実施 樹木本数 計  

（みなし換算後の本数）     
⑩ ２ 本 ４ 本  ３５ 本 １２２ 本 

Ⅳ 

接

道

部 

接道部の長さ    ４０．００    ｍ 接道部緑化基準割合 ⑪   ０．４ 

基準 接道部緑化延長 接道部の長さ×接道部緑化基準割合＝⑫        １６．００   ｍ 

樹木による緑化延長 １５．００    ｍ 地被・花壇の緑化延長 ３．００   ｍ 

壁面ベランダ緑化延長 ｍ 樹木高さの換算延長   ｍ 

実施 緑化延長計 ⑬                          １８．００    ｍ 

Ⅴ

敷

地

境

界

部 

敷地境界部の長さ   ｍ 敷地境界部緑化基準割合 ⑭   

基準 敷地境界部緑化延長 敷地境界部の長さ×敷地境界部緑化基準割合＝               ｍ 

接
道
部 

樹木による緑化延長   ｍ 地被・花壇の緑化延長 ｍ 

壁面ベランダ緑化延長 ｍ 樹木高さの換算延長    ｍ 

隣
地
部 

樹木による緑化延長   ｍ 地被・花壇の緑化延長 ｍ 

壁面ベランダ緑化延長 ｍ 樹木高さの換算延長 ｍ 

実施 緑化延長計 ⑯                                         ｍ 

Ⅵ 

自

動

車

駐

車

場 

敷地の面積                                    ㎡ 

基準 自動車駐車場緑化面積 敷地の面積×０．１５＝⑰                       ㎡ 

緑化面積 ㎡ 雨水浸透施設面積 ㎡ 

実施 緑化面積計 ⑱                                  ㎡ 

備考  

P. 21参照 

直接換算しても 

構いません。 



 

53 

 

   参考   委任状について  

 委任状は必ず、委任者本人の意思に基づいて作成してください 

 

・代理人が届出・申請手続きを代行する場合は、委任状に、委任者（建築主）の氏名、受任者（代理

人）の氏名、委任する内容、委任した日付を明記し、提出してください。 

・変更時又は完了時に代理人を変更する場合は、再度委任状が必要です。  

・区で規定する書式はありません。任意の書式で作成してください。  

・提出部数：２部（１部は写しでも可）。  

 

 

作成例  

 

                   委任状 

 

 

    私は、下記の建築物における世田谷区みどりの基本条例に基づく 

「みどりの計画書兼緑化率適合証明申請書」の提出に係る一切の手続きについて、 

下記の者を代理人と定め、委任する。 

 

 

記 

    【建築物】 

     １ 名称  〇〇邸新築工事 

     ２ 所在地 世田谷区〇〇 〇丁目 〇番 〇号 

 

    【代理人】 

     １ 住所  東京都 〇〇区 〇丁目 〇番 〇号 

     ２ 会社名 株式会社〇〇〇〇 

     ３ 氏名  〇〇 〇〇 

 

令和 〇年 〇月 〇日 

委任者の住所 世田谷区〇〇 〇丁目 〇番 〇号 

委任者の氏名 〇〇 〇〇  ㊞ 

 

 

  

 

 

 

 

 

押印を省略する場合は、委任者の承諾を得てください。 
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１６ 用語解説  

 

（１）建築に関する用語 

 

敷地及び区域：建築基準法施行令第１条第１号の定義による敷地、都市計画法第４条第１３項の定義

による開発区域又は都民の健康と安全を確保する環境に関する条例別表第２の２の

項に規定する自動車駐車場の敷地。 

法定建蔽率： 建築基準法第５３条第１項並びに同条第３項第１号（同号に規定する防火地域内にあ

る同号イに該当する建築物に係る部分に限る。第７項の規定により適用される場合

を含む。）及び第２号の規定により適用される建築物の建蔽率の最高限度。 

道路等：   建築基準法第 42 条に規定する道路及び道等（同法第 43 条第２項第１号の規定による

認定に係る同号に規定する道又は同項第２号の規定による許可に係る農道その他これに

類する公共の用に供する道若しくは通路）。 

 

（２）緑化の場所に関する用語 

 

地上部：   敷地又は区域のうち、建築物の存する部分を除いた部分。 

屋上：    建築物の屋根部分のうち、植栽管理のために出入り及び利用可能な部分。 

壁面：    建築物の外壁部分。 

接道部：   敷地のうち、道路等に接している部分。 

敷地境界部： 敷地のうち、道路等に接している部分及び隣地境界線から５ｍの範囲。 

ベランダ：  建築物の側面で外部に突出した構造を持ち、室内や廊下等から人の出入りができる部

分。 

 

（３）緑化手法等に関する用語 

 

緑化施設：  植栽、花壇その他の緑化のための施設及び敷地又は区域内の保全された樹木並びにこ

れらに附属して設けられる園路、土留その他の施設（当該敷地又は区域内の空地、

当該建築物の屋上その他の屋外に設けられるものに限る）。 

樹冠：    樹木の枝により形作られる外郭線に囲まれた部分。一部の突出した枝は含みません。 

樹木の高さ： 樹木の樹冠の頂端から根鉢の上端までの垂直高。一部の突出した枝は含みません。 

 

植栽基盤：  植物が生育するための土壌その他の資材（マルチング材等）で被われている部分。 

花壇：    草花その他これらに類する植物を植えるために土を盛り上げたり仕切りを設けたりし、

概ね１年のうち６ヶ月以上植物が植栽された状態にあるもの。 

地被植物：  地表面を低く被う植物（芝、ササ類、コケ類、リュウノヒゲ等）や、つる性植物

（カロライナジャスミン、ナツヅタ等）で、１～２年で枯れずに長年生育し続け

る植物。

（樹高） 
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１７ 参考資料 

以下の資料は、世田谷区ホームページから閲覧・ダウンロードできるほか、総合支所街づくり課及

びみどり政策課で配布しています。ぜひ、ご活用ください。 

 

世田谷区ホームページのトップページ（https://www.city.setagaya.lg.jp/） の 

「検索」または「キーワードで探す」に以下のページ番号を入力し、検索してください。 

 

 

①「建築にともなう緑化のための植栽ガイドブック」 

緑化の計画時や維持管理時に、より質の高いみどりを生み出

すことに役立てていただけるよう、作成したガイドブックです。 

植栽計画の項目では、既存樹木の保全や移植、樹木の選び方

と樹木の大きさ、日あたりなどの環境条件、敷地外周や建築物

周りなど植栽の場所、土地利用形態ごとの留意点について記載

しています。 

 

 

 

 

② 「世田谷生きもの緑化ガイドブック」 

生物多様性に配慮した緑化を、多くの方に親しんでいただくよう、

作成したガイドブックです。 

生きもの緑化のメリットや楽しみ方を示しながら、敷地の大きさ

や用途別、緑化の種類別などで生きもの緑化を実践するための方法

や留意点について記載しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
４７２８ 

４７３２ 

https://www.city.setagaya.lg.jp/
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１８ 助成制度のご案内 

 

 

 

世田谷区 みどり３３推進担当部 みどり政策課 

電話 ６４３２－７９０５ FAX ６４３２－７９８９ 

 

助成条件や助成金額等の詳細は世田谷区のホームページに掲載しています。 

世田谷区ホームページのトップページ（https://www.city.setagaya.lg.jp/） の「検索」または 

「キーワードで探す」にそれぞれのページ番号を入力し、検索してください。 

 

 

■樹木の移植助成 
 

対象  ●地上１．５ｍの高さの幹周り８０ｃｍ以上又は高さ１０ｍ以上の樹木 

   

 

 

■接道部緑化及び屋上緑化等整備助成 

 

 

 

対象 ●シンボルツリーの植栽 ●生垣造成 ●植栽帯（花壇・植込み）造成 

●屋上緑化  ●壁面緑化 

 

 

 

■事業用等駐車場の緑化助成 

 

 

 

 
 

対象  ●建築物（駐車場を管理する簡易な建物は除く）の敷地に含まれない駐車場 

 

 

以下の助成制度は、いずれも、工事発注前又は資材購入前に、現地確認と区への申請等

が必要です。詳しくはみどり政策課へお問い合わせください。 

法令、条例等により緑化が定められている場合は、その基準を超える部分のみを助成

対象とします。 

１５０㎡以上の敷地で収容能力２０台以上の駐車場を新設する場合、みどりの計画書

の届出を行い、緑化基準を遵守してください（基準分も助成対象になります）。 

４７０７ 

４７０５ 

４９６３ 

https://www.city.setagaya.lg.jp/
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１９ 関連法令条文 

１９-１ 世田谷区みどりの基本条例関連 

 

１９－１－１ 世田谷区みどりの基本条例（関連部分抜粋） 

最終改正公布日：平成２５年１０月１日 

 

第５章 みどりの保全及び創出に係る措置及び緑化基準 

（建築行為等における届出等） 

第 26条 次に掲げる行為（以下「建築行為等」という。）を行おうとする者は、当該敷地又は区域に

係るみどりの保全及び創出に関する計画書をあらかじめ区長に届け出なければならない。 

(１) 150平方メートル以上の敷地（次号に規定する敷地及び規則で定める敷地を除く。）又は区域に

おける規則で定める建築行為、開発行為その他の行為 

(２) 都市計画法（昭和 43年法律第 100号）第８条第１項第７号に規定する風致地区における 250平

方メートル未満の敷地における規則で定める建築行為 

２ 区長は、前項の規定による届出があった場合において、必要があると認めるときは、当該届出を

した者に対し、みどりの保全及び創出を図るため、必要な措置をとるよう要請することができる。 

（緑化基準） 

第 27条 建築行為等を行おうとする者は、規則で定める緑化基準を遵守するよう努めなければならな

い。 

２ 前条第１項の規定による届出に係る敷地若しくは区域内の土地又は建築物を所有し、又は管理す

る者は、前項に規定する緑化基準を遵守して、当該届出に係る緑化施設（植栽、花壇その他の緑

化のための施設及び敷地又は区域内の保全された樹木並びにこれらに附属して設けられる園路、

土留その他の施設（当該敷地又は区域内の空地、当該建築物の屋上その他の屋外に設けられるも

のに限る。）をいう。）について、適切に維持管理するよう努めなければならない。 

（完了の届出） 

第 28条 第 26条第１項の規定による届出をした者は、当該届出に係る建築行為等が完了したときは、

規則で定めるところにより、速やかに区長に届け出なければならない。 

（樹木の伐採の届出） 

第 29条 規則で定める樹木の所有者等は、当該樹木を伐採しようとするときは、あらかじめ区長にそ

の旨を届け出なければならない。 

２ 前項の規定は、次に掲げる行為で、規則で定めるものについては、適用しない。 

(１) 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為 

(２) 非常災害のための応急措置として行う行為 

(３) 第 12条第２項若しくは第３項第３号、第 14条第３項（第 12条第３項第３号に係るものに限る。）

若しくは第 26条第１項又は他の法令等の規定により届出をし、又は許可等を受けた行為 

３ 区長は、第１項の規定による届出があった場合において、みどりの保全及び創出を図るため、必

要があると認めるときは、当該届出をした者に対し、助言及び指導をすることができる。 

（公共施設のみどりの保全及び創出） 

第 30条 国、地方公共団体等は、その所有し、又は管理する公共施設のみどりの保全及び創出を図る

ため、当該公共施設の新設、増築、改築等を行う場合は当該公共施設に係るみどりへの影響を回

避し、又は最小化させる措置を講じ、みどりが損なわれると認められる場合は新たにみどりを創

出するための措置を講じるよう努めなければならない。 

２ 国、地方公共団体等は、その所有し、又は管理する公共施設について、規則で定める基準により

緑化に努めなければならない。 

（国等に対する要請） 

第 31条 区長は、国及び他の地方公共団体等に対し、その所有し、又は管理する施設におけるみどり

の保全及び創出に関し必要な措置を要請するものとする。 

第６章 緑化地域 

（緑化率の規制の対象となる敷地面積の規模） 

 

javascript:void(0);
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第 32条 都市緑地法施行令（昭和 49年政令第３号）第９条ただし書の規定により条例で定める敷地

面積の規模は、緑化地域全域について 300平方メートルとする。 

第７章 雑則 

（勧告） 

第 36条 区長は、第 12条第２項及び第３項並びに第 26条第１項の規定による届出を行わずにそれぞ

れ第 12条第２項及び第３項並びに第 26条第１項の規定に該当する行為をした者に対し、当該届

出を行うよう勧告することができる。 

２ 区長は、第 12条第２項及び第３項の規定による届出をした者が同条第４項の規定による要請の全

部若しくは一部を受け入れないとき、又は第 26条第１項の規定による届出をした者が同条第２項

の規定による要請の全部若しくは一部を受け入れないときは、当該要請を受け入れるよう勧告す

ることができる。 

３ 区長は、第 28条の規定による届出を行わない者に対し、当該届出を行うよう勧告することができ

る。 

（公表） 

第 38条 区長は、第 36条の規定による勧告を受けた者が、正当な理由なく当該勧告に従わない場合

において、必要があると認めるときは、その旨及び勧告の内容を公表することができる。 

２ 区長は、前条の規定による命令を受けた者が、当該命令に従わない場合において、必要があると

認めるときは、その旨及び命令の内容を公表することができる。 

３ 区長は、前２項の規定による公表を行う場合は、第 36条の規定による勧告を受けた者及び前条の

規定による命令を受けた者に対し、あらかじめ意見を述べる機会を与えなければならない。 

 

 

１９－１－２ 世田谷区みどりの基本条例施行規則（関連部分抜粋） 

最終改正公布日：令和７年２月２８日 

 

第１章 総則  

（用語） 

第２条 この規則において「法定建蔽率」とは、建築基準法（昭和 25年法律第 201号）第 53条第１

項並びに同条第３項第１号（同号に規定する防火地域内にある同号イに該当する建築物に係る部

分に限る。）（同条第７項の規定により適用される場合を含む。）及び第２号の規定により適用

される建築物の建蔽率の最高限度をいう。 

２ 前項に定めるもののほか、この規則において使用する用語の意義は、条例並びに法、政令及び省

令において使用する用語の例による。 

第４章 みどりの保全及び創出に係る措置及び緑化基準  

（届出を要しない敷地） 

第 19条の２ 条例第 26条第１項第１号に規定する規則で定める敷地は、次に掲げる計画において緑

化基準が定められている区域（基準中木本数（第 28条の２第１項に規定する基準中木本数をい

う。）の下限の本数の中木（第 28条第１項第３号に規定する中木をいう。）を植栽することによ

る緑化を超える緑化を図ることができる基準が定められているものとして区長が別に指定するも

のに限る。）内の敷地のうち、150平方メートル以上 250平方メートル未満のものとする。 

(１) 都市計画法（昭和 43年法律第 100号）第 12条の４第１項第１号の地区計画 

(２) 幹線道路の沿道の整備に関する法律（昭和 55年法律第 34号）第９条第１項の沿道地区計画 

(３) 世田谷区街づくり条例（平成７年３月世田谷区条例第 17号）第 11条第１項に規定する地区街

づくり計画 

（届出を要する建築行為等） 

第 20条 条例第 26条第１項第１号に規定する規則で定める建築行為、開発行為その他の行為（次項

において「届出を要する行為」という。）は、次に掲げるものとする。 

(１) 建築基準法第６条第１項に規定する確認（同法第６条の２第１項の規定により当該確認とみな

される確認を含み、同法第 85条第６項又は第７項の許可を受けた建築物の確認を除く。）を要す

る建築物の新築又は増築 
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(２) 建築基準法第 18条第２項に規定する通知（同法第 85条第６項又は第７項の許可を受けた建築

物に係る通知を除く。）を要する建築物の新築又は増築 

(３) 建築物の耐震改修の促進に関する法律（平成７年法律第 123号）第 17条第１項に規定する計画

の認定を申請する建築物の増築 

(４) 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（平成 18年法律第 91号）第 17条第１

項に規定する認定を申請する建築物の新築又は増築（同条第４項の規定による申出がある場合に

限る。） 

(５) 長期優良住宅の普及の促進に関する法律（平成 20年法律第 87号）第５条第１項から第５項ま

でに規定する認定を申請する建築物の新築又は増築（同法第６条第２項の規定による申出がある

場合に限る。） 

(６) 都市の低炭素化の促進に関する法律（平成 24年法律第 84号）第 53条第１項に規定する認定を

申請する建築物の新築又は増築（同法第 54条第２項の規定による申出がある場合に限る。） 

(７) 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律（平成 27年法律第 53号）第 34条第１項に

規定する認定を申請する建築物の新築又は増築（同法第 35条第２項の規定による申出がある場合

に限る。） 

(８) 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律（平成９年法律第 49号）第４条第１項

に規定する認定を申請する建築物の新築又は増築 

(９) 都市計画法第４条第 12項に規定する開発行為（同法第 29条第１項に規定する許可を受けなけ

ればならないものに限る。） 

(10) 都民の健康と安全を確保する環境に関する条例（平成 12年東京都条例第 215号）別表第２の２

の項に規定する自動車駐車場（以下「自動車駐車場」という。）を設置する行為 

２ 前項の規定にかかわらず、250平方メートル以上の敷地又は区域における第１号に掲げる増築に該

当する行為及び 150平方メートル以上 250平方メートル未満の敷地における第２号に掲げる増築

に該当する行為は、届出を要する行為から除くものとする。 

(１) 世田谷区みどりの基本条例の一部を改正する条例（平成 22年３月世田谷区条例第 18号）の施

行の日（以下この号において「施行日」という。）以降に着手する増築であって、増築後の建築

物の床面積の合計が、施行日における当該建築物の床面積の合計の 1.2倍を超えない範囲内の増

築 

(２) 世田谷区みどりの基本条例の一部を改正する条例（平成 25年 10月世田谷区条例第 39号）の施

行の日（以下この号において「施行日」という。）以降に着手する増築であって、増築後の建築

物の床面積の合計が、施行日における当該建築物の床面積の合計の 1.2倍を超えない範囲内の増

築 

３ 条例第 26条第１項第２号に規定する規則で定める建築行為は、第１項第１号から第８号までに掲

げる建築物の新築及び増築のうち、東京都風致地区条例（昭和 45年東京都条例第 36号）第３条

第１項に規定する許可（同条第３項に規定する協議を含む。以下同じ。）を受けたものであって、

同条例第５条第１項第５号ただし書に規定する場合に該当するもの以外のものとする。ただし、

前項第１号に掲げる増築に該当する行為を除く。 

４ 条例第 26条第１項の規定の適用において、建築基準法第 86条第１項から第４項まで（これらの

規定を同法第 86条の２第８項において準用する場合を含む。）の規定により一団地又は一定の一

団の土地の区域を建築物の１の敷地とみなす場合は、当該一団地又は区域を条例第 26条第１項に

規定する敷地とする。 

（みどりの保全及び創出に関する計画書の届出） 

第 21条 条例第 26条第１項に規定するみどりの保全及び創出に関する計画書は、次の各号に掲げる

行為の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。 

(１) 条例第 26条第１項第１号に規定する行為（250平方メートル以上の敷地又は区域におけるもの

に限る。）及び同項第２号に規定する行為 みどりの計画書兼緑化率適合証明申請書（第 11号様

式。以下「計画書兼申請書」という。） 

(２) 条例第 26条第１項第１号に規定する行為（150平方メートル以上 250平方メートル未満の敷地

におけるものに限る。） みどりの計画書兼みどりの計画確認書（第 11号の２様式。以下「計画

書兼確認書」という。） 
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２ 計画書兼申請書には、緑化面積等計算書（第 12号様式）、案内図、既存樹木等現況図、敷地面積

求積図、緑化に係る計画図等及び現況を確認することができる写真を添付しなければならない。 

３ 計画書兼確認書には、案内図、既存樹木等現況図、敷地面積求積図、緑化に係る計画図等及び現

況を確認することができる写真を添付しなければならない。ただし、既存樹木等現況図及び現況

を確認することができる写真は、第 28条の２第２項の規定の適用を受けようとするとき又は第 36

条第１項に規定する樹木を伐採しようとするときに限り、添付するものとする。 

（みどりの保全及び創出に関する計画書の確認） 

第 22条 区長は、計画書兼申請書の提出があったときは、その内容が次条に規定する緑化基準又は第

37条に規定する公共施設における基準（条例第 26条第１項第２号に掲げる行為においては、別

表第９に定める基準を除く。）に適合しているか否かを確認し、適合していると認めるときは、

当該提出をした者にみどりの計画確認書（第 13号様式）により通知するものとする。 

２ 区長は、計画書兼確認書の提出があったときは、その内容が次条に規定する緑化基準又は第 37条

に規定する公共施設における基準（別表第９に定める基準を除く。）に適合しているか否かを確

認し、適合していると認めるときは、当該提出をした者に計画書兼確認書により通知するものと

する。 

（緑化基準） 

第 23条 条例第 27条第１項に規定する規則で定める緑化基準は、次の各号に掲げる行為の区分に応

じ当該各号に定めるものとする。 

(１) 条例第 26条第１項第１号に規定する行為のうち、第 20条第１項第１号から第９号までに掲げ

るもの（250平方メートル以上の敷地又は区域におけるものに限る。） 次条に規定する地上部基

準緑化面積、第 25条に規定する建築物上基準緑化面積、第 28条に規定する基準樹木本数及び第

29条に規定する接道部の緑化基準 

(２) 条例第 26条第１項第１号に規定する行為のうち、第 20条第１項第１号から第８号までに掲げ

るもの（150平方メートル以上 250平方メートル未満の敷地におけるものに限る。） 第 28条の

２に規定する基準中木本数 

(３) 条例第 26条第１項第１号に規定する行為のうち、第 20条第１項第 10号に掲げるもの（同項第

１号から第８号までに掲げる建築物の新築又は増築を伴うものを除く。） 第 26条に規定する自

動車駐車場における基準緑化面積 

(４) 条例第 26条第１項第１号に規定する行為のうち、第 20条第１項第１号から第８号までに掲げ

るもの（都市計画法第８条第１項第７号に規定する風致地区（以下「風致地区」という。）にお

ける建築行為のうち、東京都風致地区条例第３条第１項に規定する許可を受けたものであって、

同条例第５条第１項第５号ただし書に規定する場合に該当するもの以外のものに限る。）及び条

例第 26条第１項第２号に規定する行為 第 30条に規定する敷地境界部の緑化基準 

（地上部基準緑化面積） 

第 24条 地上部基準緑化面積（地上部（敷地又は区域のうち、建築物の存する部分を除いた部分をい

う。以下同じ。）の緑化面積（緑化施設（条例第 27条第２項に規定する緑化施設をいう。）の面

積をいう。以下同じ。）に関する緑化基準をいう。以下同じ。）は、敷地又は区域の面積（単位

を平方メートルとする。）に別表第５（以下「地上部緑化率表」という。）に規定する緑化率（緑

化面積の敷地又は区域の面積に対する割合をいう。）を乗じて得た数値以上とする。 

２ 前項の規定による地上部基準緑化面積を遵守することが困難な場合は、当該困難な面積相当分に

ついて、当該敷地の建築物上（建築物の屋上（建築物の屋根部分で、人の出入り及び利用可能な

部分をいう。以下同じ。）、壁面等をいう。以下同じ。）の同一面積を緑化することをもって地

上部基準緑化面積を遵守しているものとみなすことができる。この場合において、当該面積は、

次条の規定の適用における建築物上の緑化面積には算入しないものとする。 

３ 前２項の規定にかかわらず、次に掲げる場合における地上部基準緑化面積は、区長が別に定める。 

(１) 周囲に広い緑地を有する敷地又は区域であって、みどりの保全及び創出の推進に支障がないと

区長が認める場合 

(２) 学校その他の建築物の敷地又は区域であって、当該建築物の用途によって第１項の規定による

地上部基準緑化面積（前項の規定を適用する場合を含む。以下同じ。）を遵守することが困難で

あると区長が認める場合 
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(３) 前２号に掲げるもののほか、崖地であることその他の敷地又は区域の状況によって第１項の規

定による地上部基準緑化面積を遵守することが困難であると区長が認める場合 

（建築物上基準緑化面積） 

第 25条 建築物上基準緑化面積（建築物（敷地面積が 1,000平方メートル以上のもので、かつ、敷地

の過半について、法定建蔽率が 80パーセント以上のもの又は建築基準法第 53条第６項の規定が

適用されるもの（同項第２号及び第３号に掲げるものを除く。）に限る。）上の緑化面積に関す

る緑化基準をいう。以下同じ。）は、屋上の面積（建築物の管理に必要な施設に係る部分の面積

を除く。）（単位を平方メートルとする。）に、別表第６に規定する緑化率（緑化面積の屋上の

面積に対する割合をいう。）を乗じて得た数値以上とする。 

２ 前項の規定による建築物上基準緑化面積を遵守することが困難な場合は、当該困難な面積相当分

について、当該敷地の地上部の同一面積を緑化することをもって建築物上基準緑化面積を遵守し

ているものとみなすことができる。この場合において、当該面積は、前条の規定の適用における

地上部の緑化面積には算入しないものとする。 

（自動車駐車場における基準緑化面積） 

第 26条 自動車駐車場における基準緑化面積（自動車駐車場における緑化面積に関する緑化基準をい

う。以下同じ。）（単位を平方メートルとする。）は、敷地の面積に 15パーセントを乗じて得た

数値以上とする。 

２ 敷地内に雨水浸透性舗装等の雨水浸透施設を設置するときは、自動車駐車場における緑化面積に

当該雨水浸透施設の水平投影面積（当該敷地の面積の５パーセントを乗じて得た数値を限度とす

る。）を算入して、前項の規定を適用することができる。 

３ 前２項の規定による自動車駐車場における基準緑化面積を遵守することが困難であると区長が認

める場合は、区長が別に定める基準により緑化することをもって自動車駐車場における基準緑化

面積を遵守しているものとみなすことができる。 

（緑化面積の算出） 

第 27条 緑化面積は、省令第９条の規定を準用して算出するものとする。 

（基準樹木本数） 

第 28条 基準樹木本数（次に掲げる樹木の本数に関する緑化基準をいう。以下同じ。）は、別表第７

の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ右欄に定める計算式により算出した数値以上とする。 

(１) 植栽時の樹高が４メートル以上である樹木（ただし、区長が別に定めるものを除く。以下「高

木」という。） 

(２) 植栽時の樹高が 2.5メートル以上４メートル未満である樹木（以下「準高木」という。） 

(３) 植栽時の樹高が１メートル以上 2.5メートル未満である樹木（以下「中木」という。） 

(４) 植栽時の樹高が 0.3メートル以上１メートル未満である樹木（以下「低木」という。） 

２ 前項の規定の適用については、建築行為等の際、現に存する保存樹木（条例第９条第１項に規定

する保存樹木をいう。以下同じ。）又は地上 1.5メートルの高さにおける幹の周囲が 1.2メート

ル以上の樹木を保全する場合は、当該樹木１本を高木４本に換算することができる。 

３ 第１項の規定の適用については、建築行為等の際、現に存する地上 1.5メートルの高さにおける

幹の周囲が 0.8メートル以上の樹木又は樹高 10メートル以上の樹木を保全する場合は、当該樹木

１本を高木３本に換算することができる。 

４ 前３項の規定にかかわらず、第 24条第３項各号に掲げる場合及び第１項の規定による基準樹木本

数を遵守することが困難であると区長が認める場合の基準樹木本数の数値は、区長が別に定める。 

（基準中木本数） 

第 28条の２ 基準中木本数（中木の本数に関する緑化基準をいう。以下同じ。）は、別表第７の２に

定める数値以上とする。 

２ 建築行為等の際、現に存する保存樹木、地上 1.5メートルの高さにおける幹の周囲が 0.8メート

ル以上の樹木又は樹高 10メートル以上の樹木を保全する場合は、基準中木本数を遵守しているも

のとみなす。 

３ 前２項の規定にかかわらず、第 24条第３項各号に掲げる場合及び第１項の規定による基準中木本

数を遵守することが困難であると区長が認める場合の基準中木本数の数値は、区長が別に定める。 
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４ 第１項の規定にかかわらず、建築基準法第 53条第６項の規定が適用される建築物の敷地において

は、区長が別に定める基準により緑化することをもって基準中木本数を遵守しているものとみな

すことができる。 

（植栽の位置） 

第 28条の３ 第 23条第２号に掲げる行為をしようとする者は、基準中木本数を遵守するために植栽

する中木の位置を、できる限り次条第１項に規定する接道部の付近とするよう努めなければなら

ない。 

（接道部の緑化基準） 

第 29条 接道部（建築基準法第 42条に規定する道路に接する敷地又は区域の部分及び道等（同法第

43条第２項第１号の規定による認定に係る同号に規定する道又は同項第２号の規定による許可に

係る農道その他これに類する公共の用に供する道若しくは通路をいう。）に接する当該認定又は

許可に係る建築物の敷地の部分をいう。以下同じ。）の緑化基準は、接道部について、当該延長

（単位をメートルとする。）に別表第８に定める割合を乗じて得た数値以上の長さを、樹木の植

栽により緑化するものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、同項の規定による接道部の緑化基準を遵守することが困難であると区

長が認める場合の接道部の緑化基準は、区長が別に定める。 

（敷地境界部の緑化基準） 

第 30条 敷地境界部（接道部及び敷地境界線のうち接道部以外の部分からの水平距離が５メートル以

内の範囲における敷地の空地である部分をいう。以下同じ。）の緑化基準は、敷地境界部につい

て、敷地の外周の延長（単位をメートルとする。）に別表第８の２に定める割合を乗じて得た数

値以上の長さを、樹木の植栽により緑化するものとする。 

２ 敷地が風致地区の内外にわたる場合における前項の規定の適用については、同項中「敷地境界部

について」とあるのは「敷地境界部のうち風致地区内に存する部分について」と、「敷地の外周

の延長」とあるのは「敷地の外周のうち風致地区内に存する部分の延長」とする。 

３ 前２項の規定にかかわらず、同項の規定による敷地境界部の緑化基準を遵守することが困難であ

ると区長が認める場合の敷地境界部の緑化基準は、区長が別に定める。 

（完了の届出） 

第 31条 条例第 28条の規定による届出は、次の各号に掲げる行為の区分に応じ、当該各号に定める

様式を提出することにより行うものとする。 

(１) 条例第 26条第１項第１号に規定する行為（250平方メートル以上の敷地又は区域におけるもの

に限る。）及び同項第２号に規定する行為 完了届（第 14号様式） 

(２) 条例第 26条第１項第１号に規定する行為（150平方メートル以上 250平方メートル未満の敷地

におけるものに限る。） 完了届兼みどりの計画完了確認書（第 14号の２様式。以下「完了届兼

確認書」という。） 

２ 完了届には、緑化面積等計算書、案内図、緑化しゅん工に係る図面等及び緑化の完了を確認する

ことができる写真を添付しなければならない。 

３ 完了届兼確認書には、案内図、緑化しゅん工に係る図面等及び緑化の完了を確認することができ

る写真を添付しなければならない。 

（完了の確認） 

第 32条 区長は、完了届の提出があったときは、その内容が第 23条に規定する緑化基準又は第 37条

に規定する公共施設における基準（条例第 26条第１項第２号に掲げる行為においては、別表第９

に定める基準を除く。）に適合しているか否かを確認し、適合していると認めるときは、当該提

出をした者にみどりの計画完了確認書（第 15号様式）により通知するものとする。 

２ 区長は、完了届兼確認書の提出があったときは、その内容が第 23条に規定する緑化基準又は第 37

条に規定する公共施設における基準（別表第９に定める基準を除く。）に適合しているか否かを

確認し、適合していると認めるときは、当該提出をした者に完了届兼確認書により通知するもの

とする。 

（現地調査） 

第 33条 区長は、計画書兼申請書又は計画書兼確認書の届出があったときは、前条第１項又は第２項

の規定による確認までの間、必要に応じて、現地調査をすることができる。 

（計画書兼申請書の記載事項の変更） 
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第 34条 計画書兼申請書の提出をした者が、その記載事項（第 21条第２項に規定する添付すべき書

類の記載事項を含む。）を変更しようとするときは、変更届（第 16号様式）により速やかに区長

に届け出なければならない。 

２ 変更届には、緑化面積等計算書、案内図、緑化に係る計画図等（その内容等に変更があるものに

限る。）を添付しなければならない。 

（計画書兼申請書の記載事項の変更の確認） 

第 34条の２ 区長は、変更届の提出があったときは、その内容が第 23条に規定する緑化基準又は第

37条に規定する公共施設における基準（条例第 26条第１項第２号に掲げる行為においては、別

表第９に定める基準を除く。）に適合しているか否かを確認し、適合していると認めるときは、

当該提出をした者にみどりの計画変更確認書（第 16号の２様式）により通知するものとする。 

（計画書兼確認書の記載事項の変更） 

第 34条の３ 計画書兼確認書の提出をした者が、その記載事項（第 21条第３項に規定する添付すべ

き書類の記載事項を含む。）を変更しようとするときは、区長に対し、速やかに取り下げ届・取

りやめ届（第 17号様式）を提出することにより当該計画書兼確認書の届出を取り下げるとともに、

改めて計画書兼確認書を提出しなければならない。 

（建築行為等の中止） 

第 35条 計画書兼申請書又は計画書兼確認書の提出をした者が、建築行為等を中止するときは、取り

下げ届・取りやめ届により速やかに区長に届け出なければならない。 

（樹木の伐採の届出） 

第 36条 条例第 29条第１項に規定する規則で定める樹木は、次の各号のいずれかに該当するものと

する。 

(１) 地上 1.5メートルの高さにおける幹の周囲が 80センチメートル以上のもの 

(２) 樹高 10メートル以上のもの 

２ 条例第 29条第１項の規定による届出をしようとする者は、樹木の伐採届（第 18号様式）を区長

に提出しなければならない。 

３ 前項の樹木の伐採届には、案内図、既存樹木等現況図、保全、伐採等に係る計画図及び現況を確

認することができる写真を添付しなければならない。 

４ 条例第 29条第２項に規定する規則で定める行為は、次に掲げるものとする。 

(１) 他のみどりの保育のために行う除伐等の樹木の伐採 

(２) 農業、林業、造園業等においてその事業として行う樹木の伐採 

(３) 枯損した樹木又は危険な樹木の伐採 

(４) 非常災害のために必要な応急措置として行う樹木の伐採 

(５) 条例第 12条第２項及び第３項第３号の規定により届け出た樹木の伐採 

(６) 条例第 14条第３項の規定により許可を受けた樹木の伐採 

(７) 条例第 26条第１項第１号又は第 34条第１項の規定により届け出た樹木の伐採 

(８) 法第 14条第１項の規定により許可を受けた樹木の伐採 

(９) 道路法（昭和 27年法律第 180号）第 24条の規定による承認に係る道路に関する工事において

行う樹木の伐採 

(10) 東京都風致地区条例第３条第１項第２号の規定により許可を受けた樹木の伐採 

(11) 東京都風致地区条例第３条第３項の規定による協議を経て行う樹木の伐採 

(12) 東京都風致地区条例第４条の規定による通知に係る同条各号に掲げる行為を行うための樹木の

伐採 

（公共施設における基準） 

第 37条 条例第 30条第２項に規定する規則で定める基準は、第 23条各号に掲げる行為の区分に応じ

当該各号に定める緑化基準及び別表第９に定める基準とする。 

第６章 緑化地域 

（緑化率適合証明） 

第 38条 省令第 42条の規定による証明を受けようとする者は、計画書兼申請書により区長に申請し

なければならない。 

２ 計画書兼申請書には、緑化面積等計算書、案内図、既存樹木等現況図、敷地面積求積図、緑化に

係る計画図等及び現況を確認することができる写真を添付しなければならない。 
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３ 省令第 42条の規定による証明は、緑化率適合証明通知書（第 19号様式）を申請者に交付するこ

とによって行うものとする。 

（緑化率の規制の適用除外許可） 

第 39条 法第 35条第２項各号（法第 36条の規定により適用する場合を含む。以下この条において同

じ。）の規定による許可を受けようとする者は、緑化率規制適用除外許可申請書（第 20号様式）

により区長に申請しなければならない。 

２ 緑化率規制適用除外許可申請書には、計画書兼申請書、緑化面積等計算書、案内図、既存樹木等

現況図、敷地面積求積図、緑化に係る計画図等及び現況を確認することができる写真を添付しな

ければならない。 

３ 区長は、法第 35条第２項各号の規定による許可をしたときは、緑化率規制適用除外許可通知書（第

21号様式）を申請者に交付するものとする。 

４ 区長は、法第 35条第２項各号の規定による許可をしないと決定したときは、その旨を申請者に通

知するものとする。 

（緑化施設の工事の認定） 

第 40条 法第 35条（法第 36条の規定により適用する場合を含む。以下この条から第 42条までにお

いて同じ。）の規定による規制の対象となる建築物の新築又は増築（法第 35条第１項に規定する

新築又は増築をいう。以下同じ。）に係る法第 43条第１項の規定による認定を受けようとする者

は、省令第 10条に規定する緑化施設工事完了延期認定申請書に同条の表に掲げる図書を添えて区

長に申請しなければならない。 

２ 区長は、法第 43条第１項の規定による認定をしたときは、緑化施設工事完了延期認定通知書（第

22号様式）を申請者に交付するものとする。 

３ 区長は、法第 43条第１項の規定による認定をしないと決定したときは、その旨を申請者に通知す

るものとする。 

（緑化施設の工事の完了届） 

第 41条 法第 35条の規定による規制の対象となる建築物の新築又は増築をしようとする者及び同条

第２項の規定による許可を受けた者（当該許可に同条第３項に規定する条件が付されている場合

に限る。）は、当該建築物の緑化施設（法第 34条第２項に規定する緑化施設をいう。次項におい

て同じ。）に係る工事が完了したときは、速やかに完了届を区長に提出しなければならない。 

２ 前項の完了届には、緑化面積等計算書、案内図、緑化施設のしゅん工に係る図面等及び緑化の完

了を確認することができる写真を添付しなければならない。 

（緑化施設の工事の完了の確認） 

第 42条 区長は、前条第１項の規定による完了届の届出があったときは、完了の確認をするものとす

る。 

２ 区長は、前項に規定する確認により、完了届の内容が法第 35条の規定（同条第３項に規定する条

件を付した場合にあっては、当該条件）に適合していると認めるときは、緑化率適合等確認通知

書（第 23号様式）により届出者に通知するものとする。 

（申請の取り下げ） 

第 43条 第 38条第１項、第 39条第１項又は第 40条第１項の規定による申請を取り下げようとする

者は、取り下げ届・取りやめ届により速やかに区長に届け出なければならない。 

（計画等の変更） 

第 44条 緑化率適合証明通知書、緑化率規制適用除外許可通知書又は緑化施設工事完了延期認定通知

書の交付を受けた者が、当該通知書の交付に係る計画又は記載事項を変更しようとするときは、

変更届により速やかに区長に届け出なければならない。 

２ 前項の変更届には、緑化面積等計算書、案内図、緑化に係る計画図等（その内容等に変更がある

ものに限る。）を添付しなければならない。 

（計画の取りやめ） 

第 45条 緑化率適合証明通知書又は緑化率規制適用除外許可通知書の交付を受けた者が、当該通知書

の交付に係る計画を取りやめようとするときは、取り下げ届・取りやめ届により速やかに区長に

届け出なければならない。 
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別表第５（第２４条関係） 

建蔽率 30％ 

以下 

40％ 50％ 60％ 70％ 80％ 90％ 

敷地又は区域の面積 

250㎡以上500㎡未満 20 15 15 10 10 5 5 

500㎡以上1,000㎡未満 25 20 15 10 10 5 5 

1,000㎡以上3,000㎡未満 35 30 25 20 15 10 7 

3,000㎡以上5,000㎡未満 38 34 30 26 22 10 7 

5,000㎡以上 46 41 36 32 28 11 8 

備考 

１ 緑化率の単位は、パーセントとする。 

２ 建蔽率とは、法定建蔽率いう。ただし、都市計画法第５８条の２に規定する地区計画の

区域内において、当該地区計画に基づく建蔽率の最高限度の制限の適用がある場合（建築

基準法第５５条第２項及び第５９条の２が適用される場合を除く。）は、当該建蔽率の最

高限度をいう。 

３ 建築基準法第５３条第６項の規定が適用される建築物の敷地又は区域の緑化率は、零パー

セントとする。 

４ 建築基準法第５５条第２項及び第５９条の２の規定が適用される場合は、当該敷地に適

用される建蔽率（第２号に規定する建蔽率をいう。次号から第６号までにおいて同じ。）の欄

の直近左欄の数値を適用するものとする。ただし、当該敷地に適用される建蔽率が３０パ

ーセント以下である場合は、この限りでない。 

５ 敷地又は区域が２以上の異なる建蔽率の制限の適用を受ける場合においては、当該敷地

又は区域の緑化率は、敷地又は区域の総面積と各建蔽率に応じてこの表により得られた各

数値にその建蔽率の適用を受ける敷地又は区域の部分の面積の当該敷地又は区域の面積に

対する割合を乗じて得たものの合計とする。ただし、この表により得られた各数値が同一

であるときは、当該敷地又は区域の緑化率は、当該同一である数値とする。 

６ この表に規定する建蔽率以外の建蔽率の適用を受ける敷地又は区域にあっては、当該建

蔽率及び緑化率の数値を加重平均して必要な緑化率を算出するものとする。 

７ 別表第４に規定する国分寺崖（がい）線保全重点地区内における緑化率は、第２号ただ

し書及び第４号本文の規定が適用される場合を除き、この表の各欄に定める数値に１．２

を乗じて得た数値とする。 

８ 風致地区内における緑化率は、第２号ただし書、第４号本文及び前号の規定が適用され

る場合を除き、この表の各欄に定める数値に１．１を乗じて得た数値とする。 

 

別表第６（第２５条関係） 

備考 

１ 緑化率の単位は、パーセントとする。 

２ 再開発等促進区とは、都市計画法第１２条の５第３項に規定する再開発等促進区をいい、

高度利用地区とは、同法第８条第１項第３号に規定する高度利用地区をいい、特定街区とは、

同 項第４号に規定する特定街区をいう。 

 

別表第７（第２８条関係） 

区 分 基準樹木本数(本) 

高 木  樹木本数基準面積 × 0.02 

準高木  樹木本数基準面積 × 0.03 

中 木  樹木本数基準面積 × 0.25 

低 木  樹木本数基準面積 ×  0.9 

区  分 緑化率 

1 建築基準法第59条の2の規定を適用して計画する建築物の敷地又は再開発等促進区（地

区整備計画が定められている区域に限る。）、高度利用地区若しくは特定街区内の建築物 
３５ 

2 1以外の建築物 ２５ 
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備考 

１ 樹木本数基準面積は、地上部基準緑化面積から第２７条において準用する都市緑地法施行

規則第９条第２号ニ及びホに規定する水平投影面積を控除した数値とする。 

２ 基準樹木本数の数値に１未満の端数があるときは、高木についてはその端数を切り捨てた

数値とし、準高木、中木及び低木についてはその端数を切り上げた数値とする。 

 

別表第７の２（第２８条の２関係） 

建蔽率 

敷地面積 

30％ 

以下 
40％ 50％ 60％ 70％ 80％ 90％ 

150㎡以上 200㎡未満 ４ ４ ４ ３ ３ ２ ２ 

200㎡以上 250㎡未満 ７ ７ ７ ５ ５ ３ ３ 

備考 

１ 建蔽率とは、法定建蔽率をいう。ただし、都市計画法第５８条の２に規定する地区計画の区

域内において、当該地区計画に基づく建蔽率の最高限度の制限の適用がある場合は、当該建蔽

率の最高限度をいう。 

２ 敷地が２以上の異なる建蔽率（前号に規定する建蔽率をいう。以下この号において同じ。）

の適用を受ける場合におけるこの表の適用については、当該異なる建蔽率の適用を受ける当該

敷地の各部分のうち面積が最大であるものに適用される建蔽率を当該敷地の建蔽率とみなす。

ただし、当該面積が最大である部分が２以上あるときは、当該面積が最大である部分に適用さ

れる各建蔽率のうちその数値が最大のものを当該敷地の建蔽率とみなす。 

 

別表第８（第２９条関係） 

敷地又は 

 区域の面積 
250㎡以上

500㎡未満 

500㎡以上

1,000㎡未満 

1,000㎡以上

3,000㎡未満 

3,000㎡以上

10,000㎡未満 

10,000㎡以上

30,000㎡未満 
30,000㎡以上 

区分 

１ 住宅及び宿泊施設 4/10 5/10 6/10 7/10 7/10 8/10 

２ 屋外運動競技施設、屋外

娯楽施設、墓地及び廃棄物

等の処理施設 

6/10 7/10 7/10 7/10 8/10 8/10 

３ 工場、店舗、事務所、駐

車場、資材置場及び作業場 
2/10 3/10 5/10 6/10 7/10 7/10 

４ 庁舎、学校、医療施設、

福祉施設及び集会施設 
4/10 6/10 7/10 7/10 7/10 8/10 

５ １から４まで以外の施設 2/10 3/10 6/10 6/10 7/10 7/10 

備考 区分の適用に当たっては、１階部分における主たる用途によることとする。 

 

別表８の２（第３０条関係） 

敷地面積 500㎡未満 500㎡以上1,000㎡未満 1,000㎡以上 

割  合 4/10 5/10 6/10 

 

別表第９（第３７条関係） 

区分 基準 

 学校の象徴となるような高木を植栽すること。 

 公立学校 敷地の外周部に植栽を行うこと。  

   壁面及び屋上を緑化すること。  

 道路 植樹帯を整備すること。  

 公園等 敷地面積の30パーセント以上を緑化すること。  

 駐車場及び駐輪場 敷地の外周部に植栽を行うこと。  

 庁舎等その他の公共施設 敷地の外周部に植栽を行うこと。  

 壁面及び屋上を緑化すること。  
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１９-２ 都市緑地法関連 

 

１９－２－１ 都市緑地法（関連部分抜粋） 

最終改正公布日：令和６年５月２９日 

 

第四章 緑化地域等 

第一節 緑化地域 

（緑化地域に関する都市計画） 

第三十四条 都市計画区域内の都市計画法第八条第一項第一号に規定する用途地域が定められた土

地の区域のうち、良好な都市環境の形成に必要な緑地が不足し、建築物の敷地内において緑化を推

進する必要がある区域については、都市計画に、緑化地域を定めることができる。 

２ 緑化地域に関する都市計画には、都市計画法第八条第三項第一号及び第三号に掲げる事項のほか、

建築物の緑化施設（植栽、花壇その他の緑化のための施設及び敷地内の保全された樹木並びにこれ

らに附属して設けられる園路、土留その他の施設（当該建築物の空地、屋上その他の屋外に設けら

れるものに限る。）をいう。以下この章において同じ。）の面積の敷地面積に対する割合（以下「緑

化率」という。）の最低限度を定めるものとする。 

３ 前項の都市計画において定める建築物の緑化率の最低限度は、十分の二・五を超えてはならない。 

（緑化率） 

第三十五条 緑化地域内においては、敷地面積が政令で定める規模以上の建築物の新築又は増築（当

該緑化地域に関する都市計画が定められた際既に着手していた行為及び政令で定める範囲内の増築

を除く。以下この節において同じ。）をしようとする者は、当該建築物の緑化率を、緑化地域に関

する都市計画において定められた建築物の緑化率の最低限度以上としなければならない。当該新築

又は増築をした建築物の維持保全をする者についても、同様とする。 

２ 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する建築物については、適用しない。 

一 その敷地の周囲に広い緑地を有する建築物であつて、良好な都市環境の形成に支障を及ぼすお

それがないと認めて市町村長が許可したもの 

二 学校その他の建築物であつて、その用途によつてやむを得ないと認めて市町村長が許可したも

の 

三 その敷地の全部又は一部が崖地である建築物その他の建築物であつて、その敷地の状況によつ

てやむを得ないと認めて市町村長が許可したもの 

３ 市町村長は、前項各号に規定する許可の申請があつた場合において、良好な都市環境を形成する

ため必要があると認めるときは、許可に必要な条件を付することができる。 

４ 建築物の敷地が、第一項の規定による建築物の緑化率に関する制限が異なる区域の二以上にわた

る場合においては、当該建築物の緑化率は、同項の規定にかかわらず、各区域の建築物の緑化率の

最低限度（建築物の緑化率に関する制限が定められていない区域にあつては、零）にその敷地の当

該区域内にある各部分の面積の敷地面積に対する割合を乗じて得たものの合計以上でなければなら

ない。 

（一の敷地とみなすことによる緑化率規制の特例） 

第三十六条 建築基準法第八十六条第一項から第四項まで（これらの規定を同法第八十六条の二第八

項において準用する場合を含む。）の規定により一の敷地とみなされる一団地又は一定の一団の土

地の区域内の建築物については、当該一団地又は区域を当該建築物の一の敷地とみなして前条の規

定を適用する。 

（違反建築物に対する措置） 

第三十七条 市町村長は、第三十五条（第三項を除く。）の規定又は同項の規定により許可に付され

た条件に違反している事実があると認めるときは、当該建築物の新築若しくは増築又は維持保全を

する者に対して、相当の期限を定めて、その違反を是正するために必要な措置をとるべき旨を命ず

ることができる。 

２ 国又は地方公共団体（港湾法に規定する港務局を含む。以下この項において同じ。）の建築物に

ついては、前項の規定は、適用しない。この場合において、市町村長は、国又は地方公共団体の建
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築物が第三十五条（第三項を除く。）の規定又は同条第三項の規定により許可に付された条件に違

反している事実があると認めるときは、その旨を当該建築物を管理する機関の長に通知し、前項に

規定する措置をとるべき旨を要請しなければならない。 

（報告及び立入検査） 

第三十八条 市町村長は、前条の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、建

築物の新築若しくは増築又は維持保全をする者に対し、建築物の緑化率の最低限度に関する基準へ

の適合若しくは緑化施設の管理に関する事項に関し報告させ、又はその職員に、建築物若しくはそ

の敷地若しくはそれらの工事現場に立ち入り、建築物、緑化施設、書類その他の物件を検査させる

ことができる。 

２ 第十一条第三項及び第四項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。 

第三節 雑則 

（緑化施設の面積の算出方法） 

第四十条 建築物の緑化率の算定の基礎となる緑化施設の面積は、国土交通省令で定めるところによ

り算出するものとする。 

（建築基準関係規定） 

第四十一条 第三十五条、第三十六条及び第三十九条第一項の規定は、建築基準法第六条第一項に規

定する建築基準関係規定（以下単に「建築基準関係規定」という。）とみなす。 

（制限の特例） 

第四十二条 第三十五条及び第三十九条第一項の規定は、次の各号のいずれかに該当する建築物につ

いては、適用しない。 

一 建築基準法第三条第一項各号に掲げる建築物 

二 建築基準法第八十五条第一項又は第二項に規定する応急仮設建築物であつて、その建築物の工

事を完了した後三月以内であるもの又は同条第三項の許可を受けたもの 

三 建築基準法第八十五条第二項に規定する工事を施工するために現場に設ける事務所、下小屋、

材料置場その他これらに類する仮設建築物 

四 建築基準法第八十五条第六項又は第七項の許可を受けた建築物 

（緑化施設の工事の認定） 

第四十三条 第三十五条又は地区計画等緑化率条例の規定による規制の対象となる建築物の新築又

は増築をしようとする者は、気温その他のやむを得ない理由により建築基準法第六条第一項の規定

による工事の完了の日までに緑化施設に関する工事（植栽工事に係るものに限る。以下この条にお

いて同じ。）を完了することができない場合においては、国土交通省令で定めるところにより、市

町村長に申し出て、その旨の認定を受けることができる。 

２ 建築基準法第七条第四項に規定する検査実施者又は同法第七条の二第一項の規定による指定を

受けた者は、前項の認定を受けた者に対し、その検査に係る建築物及びその敷地が、緑化施設に関

する工事が完了していないことを除き、建築基準関係規定に適合していることを認めた場合におい

ては、同法第七条第五項又は第七条の二第五項の規定にかかわらず、これらの規定による検査済証

を交付しなければならない。 

３ 前項の規定による検査済証の交付を受けた者は、第一項のやむを得ない理由がなくなつた後速や

かに緑化施設に関する工事を完了しなければならない。 

４ 第三十七条及び第三十八条の規定は、前項の規定の違反について準用する。 

（緑化施設の管理） 

第四十四条 市町村は、条例で、第三十五条又は地区計画等緑化率条例の規定により設けられた緑化

施設の管理の方法の基準を定めることができる。 

第十一章 罰則 

第百十五条 第九条第一項（第十五条において準用する場合を含む。）、第三十七条第一項（第四十

三条第四項において準用する場合を含む。）又は第百十条第二項の規定による命令に違反したとき

は、その違反行為をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 

２ 第七十六条第一項又は第百六条第一項の規定に違反して、支援業務又は調査の 

業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用した者は、一年以下の拘禁刑又は

五十万円以下の罰金に処する。 
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１９－２－２ 都市緑地法施行令（関連部分抜粋） 

最終改正公布日：令和６年１１月１日 

 

（緑化率の規制の対象となる敷地面積の規模） 

第九条 法第三十五条第一項の政令で定める規模は、千平方メートルとする。ただし、土地利用の状

況により、建築物の敷地内において緑化を推進することが特に必要であると認められるときは、市

町村は、条例で、区域を限り、三百平方メートル以上千平方メートル未満の範囲内で、その規模を

別に定めることができる。 

（緑化率の規制の対象とならない増築の範囲） 

第十条 法第三十五条第一項の政令で定める範囲は、増築後の建築物の床面積（建築基準法施行令（昭

和二十五年政令第三百三十八号）第二条第一項第三号の床面積をいう。以下同じ。）の合計が緑化

地域に関する都市計画が定められた日における当該建築物の床面積の合計の一・二倍を超えないこ

ととする。 

（報告及び立入検査） 

第十一条 市町村長は、法第三十八条第一項（法第四十三条第四項において準用する場合を含む。次

項において同じ。）の規定により、緑化地域内において敷地面積が法第三十五条第一項の政令で定

める規模以上の建築物の新築若しくは増築又は維持保全をする者に対し、当該建築物につき、当該

建築物の緑化率の最低限度（法第三十五条第一項若しくは第四項の規定により当該建築物に適用さ

れる緑化率の最低限度又は同条第三項の規定により許可の条件として付された緑化率の最低限度を

いう。）に関する基準への適合又は緑化施設の管理に関する事項に関し報告させることができる。 

２ 市町村長は、法第三十八条第一項の規定により、その職員に、緑化地域内における敷地面積が法

第三十五条第一項の政令で定める規模以上の建築物若しくはその敷地又はそれらの工事現場に立ち

入り、当該建築物、緑化施設及びこれに使用する建築材料並びに設計図書その他の関係書類を検査

させることができる。 

 

 

１９－２－３ 都市緑地法施行規則（関連部分抜粋） 

最終改正公布日：令和６年１１月１日 

 

第九条 法第四十条の緑化施設の面積は、次の各号に掲げる緑化施設の区分に応じ、それぞれ当該各

号に定める方法により算出した面積の合計とする。 

一 建築物の外壁に整備された緑化施設 緑化施設が整備された部分の鉛直投影面積の合計 

二 前号に掲げる緑化施設以外の緑化施設 次に掲げる緑化施設の区分に応じ、それぞれ次に定め

る方法により算出した面積の合計 

イ 樹木 次のいずれかの方法により算出した面積の合計 

(１) 樹木ごとの樹冠（その水平投影面が他の樹冠の水平投影面と一致する部分を除く。）の水

平投影面積の合計 

(２) 樹木（高さ一メートル以上のものに限る。以下(２)において同じ。）ごとの樹冠の水平投

影面について、次の表の上欄に掲げる樹木の高さに応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる半径を

その半径とし、当該樹木の幹の中心をその中心とする円とみなして算出した当該円（その水平

投影面が他の樹木の幹の中心をその中心とする円とみなしてその水平投影面積を算出した当

該円の水平投影面又は(１)の樹冠の水平投影面と一致する部分を除く。）の水平投影面積の合

計 

樹木の高さ 半径 

一メートル以上二・五メートル未満 一・一メートル 

二・五メートル以上四メートル未満 一・六メートル 

四メートル以上 二・一メートル 

(３) 敷地内の土地又はその土地に存する建築物その他の工作物のうち樹木が生育するための

土壌その他の資材で表面が被われている部分であつて、次に掲げる条件に該当するもの（その

水平投影面が(１)の樹冠の水平投影面又は(２)の円の水平投影面と一致する部分を除く。）の

水平投影面積の合計 
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（ｉ） 当該被われている部分に植えられている樹木の本数が、次に掲げる式を満たすもので

あること。 

Ａ≦18Ｔ１＋10Ｔ２＋４Ｔ３＋Ｔ４ 

この式において、Ａ、Ｔ１、Ｔ２、Ｔ３、Ｔ４は、それぞれ次の数値を表すものとする。 

Ａ 当該部分の水平投影面積（単位 平方メートル） 

Ｔ１ 高さが四メートル以上の樹木の本数 

Ｔ２ 高さが二・五メートル以上四メートル未満の樹木の本数 

Ｔ３ 高さが一メートル以上二・五メートル未満の樹木の本数 

Ｔ４ 高さが一メートル未満の樹木の本数 

（ｉｉ） （ｉ）の樹木が当該部分の形状その他の条件に応じて適切な配置で植えられている

こと。 

ロ 芝その他の地被植物 敷地内の土地又はその土地に存する建築物その他の工作物のうち芝そ

の他の地被植物で表面が被われている部分（その水平投影面がイの規定によりその水平投影面積

を算出した水平投影面と一致する部分を除く。）の水平投影面積 

ハ 花壇その他これらに類するもの 敷地内の土地又はその土地に存する建築物その他の工作物

のうち草花その他これらに類する植物が生育するための土壌その他の資材で表面が被われてい

る部分（その水平投影面がイ又はロの規定によりその水平投影面積を算出した水平投影面と一致

する部分を除く。）の水平投影面積 

ニ 水流、池その他これらに類するもの 敷地内の土地又はその土地に存する建築物その他の工

作物のうち水流、池その他これらに類するものの存する部分（その水平投影面がイからハまでの

規定によりその水平投影面積を算出した水平投影面と一致する部分を除き、樹木、植栽等と一体

となつて自然的環境を形成しているものに限る。）の水平投影面積 

ホ 前号の施設又はイからニまでの施設に附属して設けられる園路、土留その他の施設 当該施

設（その水平投影面がイからニまでの規定によりその水平投影面積を算出した水平投影面と一致

する部分を除き、前号及びイからニまでの規定により算出した面積の合計の四分の一を超えない

部分に限る。）の水平投影面積 

（緑化施設の工事の認定の手続） 

第十条 法第四十三条第一項の規定による認定を受けようとする者は、別記様式第二による申請書に

次の表に掲げる図書並びに建築基準法第六条第一項又は第六条の二第一項の確認済証の写しを添え

て、これらを市町村長に提出しなければならない。 

図書の種類 明示すべき事項 

付近見取図 方位、道路及び目標となる地物 

配置図 縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置並びに既存の緑化施設

の位置及び種別、整備する緑化施設の配置及び種別並びに当該整備する緑化施設

のうち建築基準法第六条第一項の規定による工事の完了の日までに当該整備す

る緑化施設に関する工事を完了することができないものの配置及び種別並びに

前条の規定により算出された緑化施設の面積及び当該整備する緑化施設のうち

同項の規定による工事の完了の日までに当該整備する緑化施設に関する工事を

完了することができないものの面積 

（建築物の緑化率の最低限度に関する証明書の交付） 

第四十二条 建築基準法第六条第一項又は第六条の二第一項の規定による確認済証の交付を受けよ

うとする者は、その計画が法第三十五条若しくは第三十六条の規定又は法第三十九条第二項の地区

計画等緑化率条例の規定に適合していることを証する書面の交付を市町村長に求めることができる。 

２ 畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律（令和三年法律第三十四号）第三条第一項の認定（同

法第四条第一項の変更の認定を含む。）を受けようとする者は、その計画が法第三十九条第二項の

地区計画等緑化率条例の規定に適合していることを証する書面の交付を市町村長に求めることがで

きる。 

 

 



第１１号様式（第２１条、第３８条、第３９条関係） 

（第１面） 

 

年  月  日 

みどりの計 画 書 兼 緑 化 率 適 合 証 明 申 請 書 

 

 世田谷区長  あて 

届出・申請者  住所 

     （建築主・施主） 氏名             

電話番号  （    ） 
（法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名） 

 

□世田谷区みどりの基本条例第２６条第１項の規定により、下記のとおり届け出ます。 

□都市緑地法施行規則第４２条の規定による証明を受けたいので、下記のとおり申請します。

記 

行
為
等
の
内
容 

名  称 
 

所 在 地 
（地  番）世田谷区       丁目    番 

（住居表示）世田谷区       丁目    番     号 

行 為 区 分 

□ 建築行為（□ 新築・□ 増築） 

（増築の場合の床面積：都市計画告示日の合計に対する増築後の合計の割合    ％） 

□ 開発行為   □ 自動車駐車場の設置 

行 為 規 模 敷地又は区域の面積                ㎡ 
小数点以下３桁を切り捨て、小数点以下２桁までで算出してください。 

建築物の種類 

□ 住宅、長屋、共同住宅 □ 屋外運動施設、屋外娯楽施設 

□ 工場、店舗、事務所 □ 庁舎、学校、医療・福祉施設、集会施設 

□ その他 (                  ） 

敷
地
の
状
況 

敷

地

１ 

用途地域 敷地又は区域の面積             ㎡ 

建蔽率       ％ 

□建築基準法第５３条第１項 

□その他（                    ） 
準防火地域の耐火・準耐火建築物等の緩和は使えません。 

敷

地

２ 

用途地域 敷地又は区域の面積                   ㎡ 

建蔽率       ％ 

□建築基準法第５３条第１項 

□その他（                    ） 
準防火地域の耐火・準耐火建築物等の緩和は使えません。 

特別な条件 

□ 総合設計の許可、建築基準法第５５条第２項の認定 

□ 地区計画等による建蔽率の最高限度の適用 

□ 国分寺崖線保全重点地区の指定   □ 風致地区の指定 

□ 再開発等促進区・高度利用地区・特定街区  

着手予定年月日    年  月  日 

完了予定年月日    年  月  日 

添
付
書
類 

□ 緑化面積等計算書（第１２号様式） □ 案内図 

□ 既存樹木等現況図（平面図・高木～低木の種別・樹種一覧） 

□ 敷地面積求積図  □ 現況写真   □ 委任状（必要な場合） 

□ 緑化計画図（緑化平面図・緑化面積求積図・樹種一覧） 
□ 立面図（必要な場合）□ 断面図（必要な場合） 
※ 各図面は、１枚で詳細が記載されていれば、省略し、兼ねることができます。 

連絡先 
所在地 

氏名                  電話番号  （    ） 
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（第２面） 

対

象

と

な

る

緑

化

基

準

等 

左欄の届出行為に伴う各項目に該当する場合は、右欄のⅠ～Ⅶの緑化基準等が対象となります。表の下の

該当部分に数値を記入してください。 

なお、複数項目に該当する場合は、該当する全ての緑化基準等が対象となります。 

□１ 面積２５０㎡以上の敷地における建築行為又は５００㎡以上の区域における開発行為 Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ 

□２ 上記１のうち面積３００㎡以上の敷地における建築行為 ★ 

□３ 建蔽率８０％以上で敷地面積１，０００㎡以上の建築行為 Ⅱ 

□４ 風致地区で風致地区条例に基づく許可に緑化条件を伴わない建築行為 Ⅴ 

□５ 面積１５０㎡以上の敷地における自動車駐車場を設置する行為 Ⅵ 

□６ 既存樹木で地上１．５ｍの高さで幹の周囲が０．８ｍ以上の樹木又は高さ１０ｍ以上 

の樹木の伐採行為 
Ⅶ 

緑化基準及び実施の緑化面積等を計算し、下の表に数値を記入してください。 

Ⅰ地上部 

 の緑化 

基準 

緑化 

率  

① 

 

％ 

基準 

緑化 

面積   

②   

 

     ㎡ 

実施 

緑化 

面積 

③ 

 

  ㎡ 

実施 

緑化 

率 

④ 

    

％ 

Ⅱ建築物上 

の緑化 

基準 

緑化 

率  

⑤ 

  

％  

基準 

緑化 

面積 

⑥ 

 

㎡ 

実施 

緑化 

面積 

⑦ 

 

㎡ 

実施 

緑化 

率 

⑧ 

   

％ 

★緑化地域 

制度 

都市計画に 

定められた 

緑化率     ％ 

実施 

緑化面積 

③＋⑦ 

 

㎡ 

緑化施設の 

敷地面積に 

対する割合 

（③＋⑦）／敷地面積 

 

％ 

Ⅲ樹木本数 

樹木区分 高木 準高木 中木 低木 

基準 

樹木本数 
⑨ 本 本 本 本 

実施樹木本

数（換算後） 
⑩ 本 本 本 本 

Ⅳ接道部 

 の緑化 

接道部 

緑化基準 

割合 

⑪ 

 

 

基準接道部 

緑化延長 

⑫ 

 

    ｍ 

実施接道部 

緑化延長 

⑬ 

 

ｍ 

Ⅴ敷地境界部 

の緑化 

敷地境界部 

緑化基準 

割合 

⑭ 

 

 

基準 

敷地境界部 

緑化延長 

⑮ 

 

   ｍ 

実施 

敷地境界部 

緑化延長 

⑯ 

 

ｍ 

Ⅵ自動車駐車場 

の緑化 

基準 

緑化率 

 

  ％ 

基準 

緑化面積 

⑰ 

 

  ㎡ 

実施  

緑化面積 

⑱ 

 

㎡ 

Ⅶ樹木の伐採 

既存樹木のうち 

伐採する樹木 

地上１．５ｍの高さで幹の周囲が０．８ｍ以上の樹木 

又は高さ１０ｍ以上の樹木 
     本 

伐採の理由  

既存位置で保全す 

ることができない 

理由 

 

移植することがで 

きない理由 
 

備考 

（緑化面積・緑化延長・緑化率は、小数点以下３桁を切り捨て、小数点以下２桁までで算出し

てください。） 
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第１２号様式（第２１条、第３１条、第３４条、第３８条、第３９条、第４１条、第４４条関係） 

（第１面） 

 

緑化面積等計算書 

Ⅰ 

地

上

部

・ 

Ⅱ 

建

築

物

上 

 

 

Ⅰ地上部の緑化 Ⅱ建築物上の緑化（屋上、壁面等） 

敷地面積   ㎡    ㎡ 
人の出入り及び利用可能な屋上 

□ 有        □ 無 

地上部緑化率表 

に定める緑化率 
％ ％  

上の欄で有の場合

は、その屋上の面積 
◇1           ㎡ 

基準緑化率 
①            

％ 
基準緑化率 

⑤ 

 ％ 

基準 

緑化面積 

総敷地面積×① 

②           ㎡ 

基準  

緑化面積 

◇1 ×緑化率 

⑥          ㎡ 

実施する緑化の区分 地上部緑化の面積 建築物上緑化の面積 

樹木：樹冠の水平投影面積 Ｓ１a＝ ㎡ Ｒ１a＝ ㎡ 

樹木：「みなし樹冠」の水平投影面積 Ｓ１b＝ ㎡ Ｒ１b＝ ㎡ 

樹木：植栽基盤で一定の条件に該当 

するものの水平投影面積 
Ｓ１c＝ ㎡ Ｒ１c＝ ㎡ 

芝その他の地被植物で表面がおおわれ 

ている部分の水平投影面積 
Ｓ２＝ ㎡ Ｒ２＝ ㎡ 

花壇その他これに類するもので表面の 

おおわれている部分の水平投影面積 
Ｓ３＝ ㎡ Ｒ３＝ ㎡ 

水流、池その他これらに類するものの 

水平投影面積 
Ｓ４＝ ㎡ Ｒ４＝ ㎡ 

緑化施設に附属する園路、土留め、 

その他施設の水平投影面積 
Ｓ５＝ ㎡ Ｒ５＝ ㎡ 

壁面緑化の面積   Ｗ１＝ ㎡ 

実際に実施した緑化の計 
ΣＳ１～Ｓ５

＝ 
㎡ 

ΣＲ１～Ｒ５ 

＋Ｗ１＝ 
㎡ 

建築物上から地上部へ振り替える場合 Ｃ１＝ ㎡ －Ｃ１＝ ▲       ㎡ 

地上部から建築物上へ振り替える場合 －Ｃ２＝ ▲     ㎡ Ｃ２ ＝ ㎡ 

実施 地上部緑化面積計 ③ 

実施 建築物上緑化面積計 ⑦ 

③  

       ㎡ 

⑦      

   ㎡ 

実施 地上部緑化率 ④  

実施 建築物上緑化率 ⑧ 

④  

       ％ 

⑧   

      ％ 

実施緑化面積総計 

③+⑦ 

 

㎡ 

緑化施設の 

敷地面積に 

対する割合 

(③+⑦)／敷地又は区域の面積 

 

％ 

備考  
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第１２号様式                 （第２面） 

 

Ⅲ 

樹

木

本

数 

地上部基準緑化面積 ②         ㎡ 
控除面積 

（地上部のＳ４、Ｓ５） 
         ㎡ 

樹木本数基準面積  地上部基準緑化面積－控除面積（Ｓ４、Ｓ５）＝□1            ㎡ 

基準 樹木本数        ⑨ 

高木 準高木 中木 低木 

□1 ×０．０２ 

      本 

□1 ×０．０３ 

 本 

□1 ×０．２５ 

  本 

□1 ×０．９ 

 本 

新規植栽樹木本数  本  本  本  本 

保全する既存樹木本数  本 本 本 本 

敷地内の樹木本数 小計 

（新規植栽本数＋保全本数） 
 本  本  本  本 

既存樹木保全の場合の優遇換算分  本 
保存樹木などは、本数×３ 

その他対象樹木は、本数×２ 

優遇換算後の樹木本数 小計 

(敷地内の樹木本数＋優遇換算本数) 
 本  本  本  本 

樹木本数のみなし換算

の場合の根拠 

（換算減を▲○本、換

算増を○本と記入） 

高木 本 本 本 本 

準高木 本 本 本 本 

中木 本 本 本 本 

低木 本 本 本 本 

実施 樹木本数 計  

（みなし換算後の本数）     
⑩  本  本  本  本 

Ⅳ 

接

道

部 

接道部の長さ                ｍ 接道部緑化基準割合 ⑪              

基準 接道部緑化延長 接道部の長さ×接道部緑化基準割合＝⑫                     ｍ 

樹木による緑化延長     ｍ 地被・花壇の緑化延長 ｍ 

壁面ベランダ緑化延長 ｍ 樹木高さの換算延長  ｍ 

実施 緑化延長計 ⑬                                       ｍ 

Ⅴ

敷

地

境

界

部 

敷地境界部の長さ ｍ 敷地境界部緑化基準割合 ⑭              

基準 敷地境界部緑化延長 敷地境界部の長さ×敷地境界部緑化基準割合＝⑮                 ｍ 

接
道
部 

樹木による緑化延長  ｍ 地被・花壇の緑化延長 ｍ 

壁面ベランダ緑化延長 ｍ 樹木高さの換算延長  ｍ 

隣
地
部 

樹木による緑化延長  ｍ 地被・花壇の緑化延長 ｍ 

壁面ベランダ緑化延長 ｍ 樹木高さの換算延長 ｍ 

実施 緑化延長計 ⑯                                     ｍ 

Ⅵ 

自

動

車

駐

車

場 

敷地の面積                                    ㎡ 

基準 自動車駐車場緑化面積 敷地の面積×０．１５＝⑰                      ㎡ 

緑化面積 ㎡ 雨水浸透施設面積 ㎡ 

実施 緑化面積計 ⑱                                  ㎡ 

備考  
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第１４号様式（第３１条、第４１条関係） 

年  月  日 

 完 了 届 

 世田谷区長  あて 

届出・申請者  住所       

（建築主・施主） 氏名                 

電話番号  （    ）     
（法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名） 

 

□ 世田谷区みどりの基本条例第２８条の規定により、下記のとおり届け出ます。 

□ 世田谷区みどりの基本条例施行規則第４１条の規定により、下記のとおり届け出ます。 

 

記 

行

為

等

の

内

容 

名称  

所在地 
（地  番）世田谷区     丁目  番 

（住居表示）世田谷区     丁目  番  号 

行為区分 

□ 建築行為（□ 新築・□ 増築）  

（増築の場合の床面積：都市計画告示日の合計に対する増築後の合計の割合   ％） 

□ 開発行為   □ 自動車駐車場の設置 

行為規模 敷地又は区域の面積              ㎡  

完了年月日  年  月  日 

Ⅰ地上部 

 の緑化 

基準 

緑化 

率  

① 

 

％ 

基準 

緑化 

面積  

② 

   

     ㎡ 

実施 

緑化 

面積 

③ 

 

  ㎡ 

実施 

緑化 

率 

④ 

    

％ 

Ⅱ建築物上 

の緑化 

基準 

緑化 

率  

⑤ 

   

％  

基準 

緑化 

面積 

⑥ 

 

㎡ 

実施 

緑化 

面積 

⑦ 

 

㎡ 

実施 

緑化 

率 

⑧ 

 

   ％ 

★緑化地域 

都市計画に 

定められた 

緑化率 

 

 

   ％ 

実施 

緑化面積 

③＋⑦ 

 

     ㎡ 

緑化施設の 

敷地面積に 

対する割合 

（③＋⑦）/敷地面積 

 

     ％ 

Ⅲ樹木本数 

樹木区分 高木 準高木 中木 低木 

基準 

樹木本数 
⑨ 本 本 本 本 

実施樹木本 

数（換算後） 
⑩ 本 本 本 本 

Ⅳ接道部 

 の緑化 

接道部 

緑化基準 

割合 

⑪ 

 

 

基準接道部

緑化延長 

⑫ 

 

    ｍ 

実施接道部 

緑化延長 

⑬ 

 

ｍ 

Ⅴ敷地境界部 

の緑化 

敷地境界部 

緑化基準 

割合 

⑭ 

 

 

基準 

敷地境界部

緑化延長 

⑮ 

 

   ｍ 

実施 

敷地境界部 

緑化延長 

⑯ 

 

ｍ 

Ⅵ自動車駐車場 

の緑化 

基準 

緑化率 

 

 

    ％ 

基準 

緑化面積 

⑰ 

 

  ㎡ 

実施 

緑化面積 

⑱ 

 

㎡ 

添付書類 

□ 緑化面積等計算書（第１２号様式） □ 案内図 □ 緑化の完了写真 

□ 緑化計画図（緑化平面図・緑化面積求積図・樹種一覧） □ 委任状（必要な場合） 

□ 立面図（必要な場合）□ 断面図（必要な場合） 

※ 各図面は、１枚で詳細が記載されていれば、省略し、兼ねることができます。 

備考 
 

連絡先 

所在地 

 

氏名                 電話番号  （    ） 
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第１６号様式（第３４条、第４４条関係） (第１面)

年  月  日 

変 更 届 

 世田谷区長  あて 

届出者   住所 

（建築主・施主） 氏名              

電話番号  （    ） 
（法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名） 

 

□世田谷区みどりの基本条例施行規則第３４条第１項の規定により、下記のとおり届け出ます。 

□世田谷区みどりの基本条例施行規則第４４条の規定により、下記のとおり届け出ます。 

                     

記 

申
請
・
届
出
行
為
等
の
内
容 

名  称 
 

所 在 地 
（地  番）世田谷区       丁目    番 

（住居表示）世田谷区       丁目    番     号 

行 為 区 分 
□ 建築行為（□ 新築・□ 増築）  

□ 開発行為    □ 自動車駐車場の設置 

行 為 規 模 敷地又は区域の面積                ㎡ 

※小数点以下３桁を切り捨て、小数点以下２桁までで算出してください。 

建築物の種類 

□ 住宅、長屋、共同住宅 □ 屋外運動施設、屋外娯楽施設 

□ 工場、店舗、事務所 □ 庁舎、学校、医療・福祉施設、集会施設 

□ その他 (                  ） 

申請・届出年月日 年  月  日 

変更内容 

変更前 変更後 

  

  

     

 

 

 

 

 

 

変更内容の詳細が分かるように、第２面に変更後の数値を記入し、緑化面積等計算書 

（第１２号様式）、案内図、該当する緑化基準の各詳細図面等を添付すること。 

□ 緑化計画図（緑化平面図・緑化面積求積図・樹種一覧） 

□ 立面図（必要な場合） □ 断面図（必要な場合） □ 委任状（必要な場合） 

連
絡
先 

所在地 

氏名                電話番号 
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（第２面） 

対

象

と

な

る

緑

化

基

準

等 

左欄の届出行為に伴う各項目に該当する場合は、右欄のⅠ～Ⅶの緑化基準等が対象となります。表の下の

該当部分に数値を記入してください。 

なお、複数項目に該当する場合は、該当する全ての緑化基準等が対象となります。 

□１ 面積２５０㎡以上の敷地における建築行為又は５００㎡以上の区域における開発行為 Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ 

□２ 上記１のうち面積３００㎡以上の敷地における建築行為 ★ 

□３ 建蔽率８０％以上で敷地面積１，０００㎡以上の建築行為 Ⅱ 

□４ 風致地区で風致地区条例に基づく許可に緑化条件を伴わない建築行為 Ⅴ 

□５ 面積１５０㎡以上の敷地における自動車駐車場を設置する行為 Ⅵ 

□６ 既存樹木で地上１．５ｍの高さで幹の周囲が０．８ｍ以上の樹木又は高さ１０ｍ以上 

の樹木の伐採行為 
Ⅶ 

緑化基準及び実施の緑化面積等を計算し、下の表に数値を記入してください。 

Ⅰ地上部 

の緑化 

基準 

緑化 

率  

① 

 

％ 

基準 

緑化 

面積  

②  

 

     ㎡ 

実施 

緑化 

面積 

③ 

 

  ㎡ 

実施 

緑化 

率 

④ 

    

％ 

Ⅱ建築物上 

の緑化 

基準 

緑化 

率  

⑤  

  

％  

基準 

緑化 

面積 

⑥ 

 

㎡ 

実施 

緑化 

面積 

⑦ 

 

㎡ 

実施 

緑化 

率 

⑧ 

   

％ 

★緑化地域 

制度 

都市計画に 

定められた 

緑化率     ％ 

実施 

緑化面積 

③＋⑦ 

 

    ㎡ 

緑化施設の 

敷地面積に 

対する割合 

（③＋⑦）／敷地面積 

 

     ％ 

Ⅲ樹木本数 

樹木区分 高木 準高木 中木 低木 

基準 

樹木本数 
⑨ 本 本 本 本 

実施樹木本 

数（換算後） 
⑩ 本 本 本 本 

Ⅳ接道部 

の緑化 

接道部 

緑化基準 

割合 

⑪ 

 

 

基準接道部 

緑化延長 

⑫ 

 

    ｍ 

実施接道部 

緑化延長 

⑬ 

 

ｍ 

Ⅴ敷地境界部 

の緑化 

敷地境界部 

緑化基準 

割合 

⑭ 

 

 

基準 

敷地境界部 

緑化延長 

⑮ 

 

   ｍ 

実施 

敷地境界部 

緑化延長 

⑯ 

 

ｍ 

Ⅵ自動車駐車場 

の緑化 

基準 

緑化率 

 

 

％ 

基準 

緑化面積 

⑰ 

 

  ㎡ 

実施  

緑化面積 

⑱ 

 

㎡ 

Ⅶ樹木の伐採 

既存樹木のうち 

伐採する樹木 

地上１．５ｍの高さで幹の周囲が０．８ｍ以上の樹木

又は高さ１０ｍ以上の樹木 
     本 

伐採の理由  

既存位置で保全す 

ることができない 

理由 

 

移植することがで 

きない理由 
 

備考 

（緑化面積・緑化延長・緑化率は、小数点以下３桁を切り捨て、小数点以下２桁までで算出し

てください。） 
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第１７号様式（第３４条の３、第３５条、第４３条、第４５条関係） 

年  月  日 

 

取り下げ届 ・ 取りやめ届 

                          

世田谷区長  あて 

届出・申請者  住所              

氏名                

電話  （    ）      

（法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名） 
 

□ 世田谷区みどりの基本条例施行規則第３４条の３の規定により、下記のとおり届け出ます。 

□ 世田谷区みどりの基本条例施行規則第３５条の規定により、下記のとおり届け出ます。 

□ 世田谷区みどりの基本条例施行規則第４３条の規定により、下記のとおり届け出ます。 

□ 世田谷区みどりの基本条例施行規則第４５条の規定により、下記のとおり届け出ます。 

 

記 

 

取り下げ又は取りやめる届出又

は申請に係る書類の種類 

□ みどりの計画書兼みどりの計画確認書 

□ みどりの計画書兼緑化率適合証明申請書 

□ 緑化率規制適用除外許可申請書 

□ 緑化施設工事完了延期認定申請書 

届出・申請年月日 年  月  日 

届
出
・
申
請
行
為
等
の
内
容 

建築物の名称  

所在地 

（地  番） 

世田谷区      丁目     番 

（住居表示） 

世田谷区      丁目     番    号 

行為区分 

□ 建築行為（□ 新築・□ 増築 ） 

□ 開発行為 

□ 自動車駐車場の設置 

行為規模 敷地又は区域の面積                  ㎡ 

取り下げ又は取りやめの理由 

 

連絡先 

所 在 地 

氏  名 

電話番号    （      ） 
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第２０号様式（第３９条関係）  

 

年  月  日 

緑 化 率 規 制 適 用 除 外 許 可 申 請 書 

 

 世田谷区長  あて 

申請者   住所 

氏名              

電話番号  （    ） 
（法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名） 

 

都市緑地法第３５条第２項の規定による適用除外の許可を受けたいので、下記のとおり申請

します。 

記 

行
為
等
の
内
容 

名  称 
 

所 在 地 
（地  番）世田谷区       丁目    番 

（住居表示）世田谷区       丁目    番     号 

行 為 区 分 
□ 建築行為（□ 新築・□ 増築） 
（増築の場合の床面積：都市計画告示日の合計に対する増築後の合計の割合   ％） 

行 為 規 模 敷地面積                ㎡ 
小数点以下３桁を切り捨て、小数点以下２桁までで算出してください。 

建築物の用途  

敷
地
の
状
況 

敷 

地 

１ 

用途地域 敷地又は区域の面積           ㎡ 

建蔽率       ％ 
□建築基準法第５３条第１項 

□その他（                  ） 
準防火地域の耐火・準耐火建築物の緩和は使えません。 

敷 

地 

２ 

用途地域 敷地又は区域の面積        ㎡ 

建蔽率       ％ 
□建築基準法第５３条第１項 

□その他（                  ） 
準防火地域の耐火・準耐火建築物の緩和は使えません。 

適

用

除

外

の

理

由 

法第３５条第２項 □第１号 □第２号 □第３号 に該当するため 

〈申請の具体的な理由〉 

着手予定年月日    年  月  日 

完了予定年月日    年  月  日 

添
付
書
類 

□ みどりの計画書兼緑化率適合証明申請書 □ 緑化面積等計算書（第１２号様式）  

□ 案内図 □ 既存樹木等現況図（平面図・高木～低木の種別・樹種一覧） 

□ 敷地面積求積図 □ 該当する緑化基準の緑化計画図 □ 現況写真 

□ 委任状（必要な場合） 

連
絡
先 

所在地 

氏名                電話番号    （    ） 
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別記様式第二 （都市緑地法施行規則第１０条関係）      

年  月  日 

緑 化 施 設 工 事 完 了 延 期 認 定 申 請 書 

 

 世田谷区長  あて 

申請者   住所 

氏名              

電話 

 

 

都市緑地法第４３条第１項の規定に基づき、建築基準法第６条第１項の規定による工事の完

了の日までに緑化施設に関する工事を完了することができないことについて認定を申請しま

す。この申請書及び添付書類に記載の事項は、事実に相違ありません。 

                     

記 

１ 緑化施設を整備する建築物の敷地の位置及び面積 

建築物の名称  

所在地（地名地番）  

行為規模（敷地面積）  

２ 既存の緑化施設の位置、種別及び面積 

既存の緑化施設の位置 配置図のとおり 

種別 配置図のとおり 

面積  

３ 整備する緑化施設の概要、規模、配置、種別及び面積 

整備する緑化施設の概要及び規模  

配置 配置図のとおり 

種別 配置図のとおり 

面積  

４ 上記３のうち工事を完了することができない緑化施設の概要、規模、配置、種別、面積、

当該工事を完了することができない理由及び完了予定年月日 

工事を完了することができない緑化

施設の概要及び規模 

 

配置 配置図のとおり 

種別 配置図のとおり 

面積  

工事を完了することができない理由  

完了予定年月日  

５ 緑化施設の面積の敷地面積に対する割合 

上記２と３を合計した緑化施設の面積の敷地面積に対する割合  

上記２と３を合計した緑化施設の面積から上記４の緑化施設の

面積を減じた緑化施設の面積の敷地面積に対する面積の割合 

 

６ その他 

緑化施設適合証明通知書の番号及び

証明年月日 

 

７ 連絡先 

連絡先 
住所 

氏名             電話番号 

 

 

（建築主・施主） 
（法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名） 
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ＭＥＭＯ 
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ＭＥＭＯ 
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２１ 受付・相談窓口 

届出及び審査のご相談は、ご計画地を所管する総合支所街づくり課で受け付けています。 
 
 

 町名 総合支所名   町名 総合支所名 

あ行 赤堤 北沢 さ行 桜新町 玉川 

池尻１～３丁目 世田谷 三軒茶屋 世田谷 

池尻４丁目１～３２番 世田谷 下馬 世田谷 

池尻４丁目３３～３９番 北沢 新町 玉川 

宇奈根 砧 成城 砧 

梅丘 北沢 瀬田 玉川 

大蔵 砧 世田谷 世田谷 

大原 北沢 祖師谷 砧 

岡本 砧 た行 太子堂 世田谷 

奥沢 玉川 代沢 北沢 

尾山台 玉川 代田 北沢 

か行 粕谷 烏山 玉川 玉川 

鎌田 砧 玉川台 玉川 

上馬 世田谷 玉川田園調布 玉川 

上北沢 烏山 玉堤 玉川 

上祖師谷 烏山 千歳台 砧 

上野毛 玉川 弦巻 世田谷 

上用賀 玉川 等々力 玉川 

北烏山 烏山 な行 中町 玉川 

北沢 北沢 野毛 玉川 

喜多見 砧 野沢 世田谷 

砧 砧 は行 八幡山 烏山 

砧公園 砧 羽根木 北沢 

給田 烏山 東玉川 玉川 

経堂 世田谷 深沢 玉川 

豪徳寺 北沢 船橋 砧 

駒沢１・２丁目 世田谷 ま行 松原 北沢 

駒沢３～５丁目 玉川 三宿 世田谷 

駒沢公園 玉川 南烏山 烏山 

さ行 桜 世田谷 宮坂 世田谷 

桜丘 世田谷 や行 用賀 玉川 

桜上水 北沢 わ行 若林 世田谷 
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２２ 総合支所街づくり課案内図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

       

                                  

                             

 

                 

 

 

 

 

                                      

                                      

                                      

 

         

               

                             

 

  

 

 

 

 

 

 

北沢総合支所 街づくり課 玉川総合支所 街づくり課 

砧総合支所 街づくり課 烏山総合支所 街づくり課 

〒158－8503 世田谷区等々力 3-4-1 

℡ 3702－4573 

〒155－8666 世田谷区北沢 2-8-18 

北沢タウンホール内  ℡ 5478－8076 

 

〒157-8501世田谷区成城 6-2-1  ℡ 3482－1398   

 

〒158-8555 世田谷区南烏山 6－22－14 

℡ 3326－9618 

相談・提出はご計画地を所管する総合支所街づくり課へ 

世田谷総合支所 街づくり課 

〒154-8504 世田谷区世田谷 4-22-33 

世田谷区役所西棟２階２０４窓口 ℡ 5432－2460 ■ 窓口受付時間 

８時 30分～17時 00分 

■ 閉庁日 

土・日・祝日、年末年始 
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みどりの計画書兼緑化率適合証明申請書提出の手引き 令和８年４月発行  

編集・発行 世田谷区みどり３３推進担当部みどり政策課  電話  6432-7905 

※審査に関するお問い合わせは 各街づくり課へ お願いします 

(3702)0942 


